
- 62 -

祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる夜勤職員の数 祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる夜勤職員の数

を１以上上回って配置した場合に、加算を行う。 を１以上上回って配置した場合に、加算を行う。

③ ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては、増配した夜勤 ③ ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては、増配した夜勤

職員については、必ずしも特定のユニットに配置する必要はな 職員については、必ずしも特定のユニットに配置する必要はな

いものとすること。 いものとすること。

⑼ 準ユニットケア加算について ⑼ 準ユニットケア加算について

注８の準ユニットケア加算は、施設基準第53号において準用す 注８の準ユニットケア加算は、施設基準第52号において準用す

る第44号において定める基準に適合しているものとして都道府県 る第43号において定める基準に適合しているものとして都道府県

知事に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以 知事に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以

下のとおりとすること。なお、施設の一部のみで準ユニットケア 下のとおりとすること。なお、施設の一部のみで準ユニットケア

加算の要件を満たす場合、当該要件を満たす部分に入所する者に 加算の要件を満たす場合、当該要件を満たす部分に入所する者に

ついてのみ準ユニットケア加算を算定して差し支えない。 ついてのみ準ユニットケア加算を算定して差し支えない。

イ 「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、 イ 「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、

可動でないもので隔てることまでを要するものではないが、視 可動でないもので隔てることまでを要するものではないが、視

線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認める 線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認める

が、家具やカーテンによる仕切りでは不可とする。また、天井 が、家具やカーテンによる仕切りでは不可とする。また、天井

から隙間が空いていることは認める。 から隙間が空いていることは認める。

ロ １人当たりの面積基準については、４人部屋に中廊下を設け ロ １人当たりの面積基準については、４人部屋に中廊下を設け

て居室を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切ら て居室を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切ら

れた空間についての１人当たり面積基準は設けず、多床室全体 れた空間についての１人当たり面積基準は設けず、多床室全体

として１人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとす として１人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとす

る。 る。

⑽ 若年性認知症入所者受入加算について ⑽ 若年性認知症入所者受入加算について

２の⑽を準用する。 ２の⑿を準用する。

⑾ 個別機能訓練加算について ⑾ 個別機能訓練加算について

４の⑵を準用する。 ４の⑷を準用する。

⑿ 精神科を担当する医師に係る加算について ⑿ 精神科を担当する医師に係る加算について

① 注12に規定する「認知症（法第５条の２に規定する認知症を ① 注12に規定する「認知症（法第５条の２に規定する認知症を

いう。以下同じ である入所者」とは、次のいずれかに該当す いう。以下同じ である入所者」とは、次のいずれかに該当す

る者とすること。 る者とすること。

イ 医師が認知症と診断した者 イ 医師が認知症と診断した者

ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従 ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従

来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症 来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症

老人等介護加算制度について （平成６年９月30日老計第131 老人等介護加算制度について （平成６年９月30日老計第131」 」

号）における認知症老人介護加算の対象者に該当している場 号）における認知症老人介護加算の対象者に該当している場
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合は、医師の診断は必要としない。 合は、医師の診断は必要としない。

、 、② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は ② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は

常に、認知症である入所者の数を的確に把握する必要があるこ 常に、認知症である入所者の数を的確に把握する必要があるこ

と。 と。

③ 注12において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科 ③ 注12において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科

を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師 を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師

を指すものであることが原則であるが、過去に相当期間、精神 を指すものであることが原則であるが、過去に相当期間、精神

科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受け 科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受け

ているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は ているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は

算定できる。 算定できる。

④ 精神科を担当する医師について、注11による常勤の医師に係 ④ 精神科を担当する医師について、注11による常勤の医師に係

る加算が算定されている場合は、注12の規定にかかわらず、精 る加算が算定されている場合は、注12の規定にかかわらず、精

。 。神科を担当する医師に係る加算は算定されないものであること 神科を担当する医師に係る加算は算定されないものであること

⑤ 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師（嘱託 ⑤ 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師（嘱託

医）が１名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる 医）が１名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる

場合は、配置医師として勤務する回数のうち月４回（１回あた 場合は、配置医師として勤務する回数のうち月４回（１回あた

りの勤務時間３～４時間程度）までは加算の算定の基礎としな りの勤務時間３～４時間程度）までは加算の算定の基礎としな

いものであること （例えば、月６回配置医師として勤務して いものであること （例えば、月６回配置医師として勤務して。 。

いる精神科を担当する医師の場合:６回－４回＝２回となるの いる精神科を担当する医師の場合: ６回－４回＝２回となるの

で、当該費用を算定できることになる で、当該費用を算定できることになる

⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。 ⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。

⒀ 障害者生活支援員に係る加算について ⒀ 障害者生活支援体制加算について

① 注13の「視覚障害者等」については、95号告示第49号におい ① 注13の「視覚障害者等」については、利用者等告示第57号に

て準用する第36号において「視覚、聴覚若しくは言語機能に重 おいて準用する第44号において「視覚、聴覚若しくは言語機能

度の障害のある者又は重度の知的障害者」としたところである に重度の障害のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害

が、より具体的には以下の者が該当するものであること。 者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当す

るものであること。

イ 視覚障害者 イ 視覚障害者

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の

の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害 規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害者

者手帳」という の障害の程度が一級又は二級若しくは、こ 手帳」という の障害の程度が一級又は二級若しくは、これ

れに準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュ に準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニ

ニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を ケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有

有する者 する者

ロ 聴覚障害者 ロ 聴覚障害者
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身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚 身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚

障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに 障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに

支障があると認められる聴覚障害を有する者 支障があると認められる聴覚障害を有する者

ハ 言語機能障害者 ハ 言語機能障害者

身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語 身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語

機能障害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーシ 機能障害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーシ

ョンに支障があると認められる言語機能障害を有する者 ョンに支障があると認められる言語機能障害を有する者

ニ 知的障害者 ニ 知的障害者

「療育手帳制度について （昭和48年９月27日付厚生省発 「療育手帳制度について （昭和48年９月27日付厚生省発」 」

児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次 児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官

官通知）第五の２の規定により交付を受けた療育手帳の障害 通知）第五の２の規定により交付を受けた療育手帳の障害の

の程度が「療育手帳制度の実施について （昭和48年９月27 程度が「療育手帳制度の実施について （昭和48年９月27日」 」

日児発第725号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省 児発第725号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童

児童家庭局長通知 （以下「局長通知」という の第三に規 家庭局長通知 （以下「局長通知」という の第三に規定す） ）

定するＡ 重度 の障害を有する者又は知的障害者福祉法 昭 るＡ（重度）の障害を有する者又は知的障害者福祉法（昭和3（ ） （

和35年法律第37号）第12条の規定に基づき各都道府県・指定 5年法律第37号）第12条の規定に基づき各都道府県・指定都市

都市が設置する知的障害者更生相談所において障害の程度が が設置する知的障害者更生相談所において障害の程度が、局、

局長通知の第三に規定する重度の障害を有する者 長通知の第三に規定する重度の障害を有する者

（新設） ホ 精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律

第123号）第45条第２項の規定により交付を受けた精神障害者

保健福祉手帳の障害等級（精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律施行令（昭和25年政令第155号）第６条第３項に規定

、する障害等級をいう が一級又は二級に該当する者であって

65歳に達する日の前日までに同手帳の交付を受けた者

② 注13の「入所者の数が15以上」という障害者生活支援員に係 ② 注13の「入所者の数が15以上」という障害者生活支援員に係

る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害 る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害

者及び知的障害者の合計数が15人以上であれば満たされるもの 者、知的障害者及び精神障害者の合計数が15人以上であれば満

であること。この場合の障害者生活支援員の配置については、 たされるものであること。この場合の障害者生活支援員の配置

それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されてい については、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が

ることが望ましいが、例えば、視覚障害に対応できる常勤専従 配置されていることが望ましいが、例えば、視覚障害に対応で

の障害者生活支援員に加えて、聴覚障害、言語機能障害及び知 きる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴覚障害、言語機

的障害に対応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務する 能障害、知的障害及び精神障害に対応できる非常勤職員の配置

ことにより、適切な生活の支援を行うことができれば、当該加 又は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行う

算の要件を満たすものとする。 ことができれば、当該加算の要件を満たすものとする。
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③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（95号 ③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（利用

告示第50号において準用する第37号ハ）としては、知的障害者 者等告示第58号において準用する第45号ハ）としては、知的障

福祉法に規定する知的障害者福祉司の資格を有する者のほか、 害者福祉法に規定する知的障害者福祉司の資格を有する者のほ

同法第19条第１項に規定する知的障害者援護施設における指導 か、同法第19条第１項に規定する知的障害者援護施設における

、 。員、看護師等で入所者の処遇実務経験５年以上の者とする。 指導員 看護師等で入所者の処遇実務経験５年以上の者とする

⒁ 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について ⒁ 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について

① 注14により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は ① 注14により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は

外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の 外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の

入院又は外泊を行う場合は、６日と計算されること。 入院又は外泊を行う場合は、６日と計算されること。

（例） （例）

入院又は外泊期間:３月１日～３月８日（８日間） 入院又は外泊期間: ３月１日～３月８日（８日間）

３月１日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定 ３月１日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定

３月２日～３月７日（６日間）………１日につき246単位を算 ３月２日～３月７日（６日間）………１日につき246単位を算

定可 定可

３月８日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定 ３月８日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、 ② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、

退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊 退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊

の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日 の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日

以降については外泊時の費用は算定できない。 以降については外泊時の費用は算定できない。

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の ③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の

費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッ 費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッ

ドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則で ドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則で

あるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生 あるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生

。 、 、 。 、 、活介護に活用することは可能であること ただし この場合に 活介護に活用することは可能であること ただし この場合に

入院又は外泊時の費用は算定できないこと。 入院又は外泊時の費用は算定できないこと。

④ 入院又は外泊時の取扱い ④ 入院又は外泊時の取扱い

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、１回の入院又は イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、１回の入院又は

外泊で月をまたがる場合は、最大で連続13泊（12日分）まで 外泊で月をまたがる場合は、最大で連続13泊（12日分）まで

入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。 入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。

（例）月をまたがる入院の場合 （例）月をまたがる入院の場合

入院期間:１月25日～３月８日 入院期間: １月25日～３月８日

１月25日 入院………所定単位数を算定 １月25日 入院………所定単位数を算定

１月26日～１月31日（６日間）………１日につき246単位 １月26日～１月31日（６日間）………１日につき246単位

を算定可 を算定可

２月１日～２月６日（６日間）………１日につき246単位 ２月１日～２月６日（６日間）………１日につき246単位



- 66 -

を算定可 を算定可

２月７日～３月７日………費用算定不可 ２月７日～３月７日………費用算定不可

３月８日 退院………所定単位数を算定 ３月８日 退院………所定単位数を算定

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又は ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又は

その家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。 その家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービ ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービ

ス費は算定されないものであること。 ス費は算定されないものであること。

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等 ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等

への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。 への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。

⒂ 初期加算について ⒂ 初期加算について

① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初に ① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初に

は、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすること は、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすること

から、入所日から30日間に限って、１日につき30単位を加算す から、入所日から30日間に限って、１日につき30単位を加算す

ること。 ること。

② 「入所日から30日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行 ② 「入所日から30日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行

っている間は、初期加算を算定できないこと。 っている間は、初期加算を算定できないこと。

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係 ③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係

初期加算は、当該入所者が過去３月間（ただし、日常生活自 初期加算は、当該入所者が過去３月間（ただし、日常生活自

立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間と 立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間と

する の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがな する の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがな

い場合に限り算定できることとする。 い場合に限り算定できることとする。

なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期 なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期

入所生活介護（単独型の場合であっても１の⑵の②に該当する 入所生活介護（単独型の場合であっても１の⑵の②に該当する

場合を含む を利用していた者が日を空けることなく引き続き 場合を含む を利用していた者が日を空けることなく引き続き

当該施設に入所した場合（短期入所から退所した翌日に当該施 当該施設に入所した場合（短期入所から退所した翌日に当該施

設に入所した場合を含む については、初期加算は入所直前の 設に入所した場合を含む については、初期加算は入所直前の

短期入所生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限 短期入所生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限

り算定するものとする。 り算定するものとする。

、 、④ 30日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は ④ 30日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は

③にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。 ③にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。

⒃ 退所時等相談援助加算について ⒃ 退所時等相談援助加算について

① 退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算 ① 退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算

イ 退所前訪問相談援助加算については、入所期間が１月を超 イ 退所前訪問相談援助加算については、入所期間が１月を超

えると見込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後 えると見込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後

生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について相 生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について相
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談援助を行った場合に、入所中１回に限り算定するものであ 談援助を行った場合に、入所中１回に限り算定するものであ

るが、入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要がある るが、入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要がある

と認められる場合については、２回の訪問相談援助について と認められる場合については、２回の訪問相談援助について

加算が行われるものであること。この場合にあっては、１回 加算が行われるものであること。この場合にあっては、１回

目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設サービス計画の 目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設サービス計画の

策定に当たって行われるものであり、２回目の訪問相談援助 策定に当たって行われるものであり、２回目の訪問相談援助

は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最終 は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最終

調整を目的として行われるものであること。 調整を目的として行われるものであること。

ロ 退所後訪問相談援助加算については、入所者の退所後30日 ロ 退所後訪問相談援助加算については、入所者の退所後30日

以内に入所者の居宅を訪問して相談援助を行った場合に、１ 以内に入所者の居宅を訪問して相談援助を行った場合に、１

回に限り算定するものである。 回に限り算定するものである。

ハ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相 ハ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相

談援助加算は訪問日に算定するものであること。 談援助加算は訪問日に算定するものであること。

ニ 退所前訪問相談援助加算及び退所後訪問相談援助加算は、 ニ 退所前訪問相談援助加算及び退所後訪問相談援助加算は、

次の場合には、算定できないものであること。 次の場合には、算定できないものであること。

ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合 ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合

ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合

ｃ 死亡退所の場合 ｃ 死亡退所の場合

ホ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、介護支援 ホ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、介護支援

専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師が 専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師が

協力して行うこと。 協力して行うこと。

ヘ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、入所者及 ヘ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、入所者及

びその家族等のいずれにも行うこと。 びその家族等のいずれにも行うこと。

ト 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助を行った場合 ト 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助を行った場合

は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する

記録を行うこと。 記録を行うこと。

② 退所時相談援助加算 ② 退所時相談援助加算

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。 イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。

ａ 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等におけ ａ 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等におけ

る生活に関する相談援助 る生活に関する相談援助

ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び

向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助 向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助

ｃ 家屋の改善に関する相談援助 ｃ 家屋の改善に関する相談援助

ｄ 退所する者の介助方法に関する相談援助 ｄ 退所する者の介助方法に関する相談援助

ロ ①のニからトまでは、退所時相談援助加算について準用す ロ ①のニからトまでは、退所時相談援助加算について準用す
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る。 る。

ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、 ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、

老人福祉法第20条の７の２に規定する老人介護支援センター 老人福祉法第20条の７の２に規定する老人介護支援センター

に替え、法第115条の46第１項に規定する地域包括支援セン に替え、法第115条の46第１項に規定する地域包括支援セン

、 。 、 。ターに対して行った場合についても 算定できるものとする ターに対して行った場合についても 算定できるものとする

③ 退所前連携加算 ③ 退所前連携加算

イ 退所前連携加算については、入所期間が１月を超える入所 イ 退所前連携加算については、入所期間が１月を超える入所

者の退所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専 者の退所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専

門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用上 門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用上

必要な調整を行った場合に、入所者１人につき１回に限り退 必要な調整を行った場合に、入所者１人につき１回に限り退

所日に加算を行うものであること。 所日に加算を行うものであること。

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内 ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内

容の要点に関する記録を行うこと。 容の要点に関する記録を行うこと。

ハ ①のニ及びホは、退所前連携加算について準用する。 ハ ①のニ及びホは、退所前連携加算について準用する。

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所 ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所

前連携加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るとき 前連携加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るとき

にのみ算定できるものとする。 にのみ算定できるものとする。

⒄ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて ⒄ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて

注15に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受け 注15に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受け

る者であって、平成17年９月30日以前に従来型個室に入所し、平 る者であって、平成17年９月30日以前に従来型個室に入所し、平

成17年10月１日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続 成17年10月１日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続

して当該従来型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特 して当該従来型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特

別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないもの 別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないもの

が対象となること。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦退 が対象となること。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦退

所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護福祉施設サービ 所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護福祉施設サービ

スを受ける場合にあっては、注15に規定する措置の対象とはなら スを受ける場合にあっては、注15に規定する措置の対象とはなら

ないこと。 ないこと。

⒅ 栄養マネジメント加算について ⒅ 栄養マネジメント加算について

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジ ① 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われるケアマネ

メントの一環として行われることに留意すること。 ジメントの一環として行われることに留意すること。

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにか また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにか

かわらず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであ かわらず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであ

ること。 ること。

② 施設に常勤の管理栄養士を１名以上配置して行うものである ② 施設に常勤の管理栄養士を１名以上配置して行うものである

こと。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されて こと。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されて
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いる場合は、当該加算を算定できないこと。 いる場合は、当該加算を算定できないこと。

③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護保険施設又は ③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護保険施設又は

地域密着型介護老人福祉施設の栄養ケア・マネジメントを行う 地域密着型介護老人福祉施設の栄養ケア・マネジメントを行う

場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。 場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。

ただし、介護老人福祉施設が一の地域密着型介護老人福祉施

設を併設している場合であって、双方の施設を兼務する常勤の

管理栄養士による適切な栄養ケア・マネジメントが実施されて

いるときは、双方の施設において算定出来ることとする。

ただし、サテライト型施設を有する介護保険施設（以下この ④ サテライト型施設を有する介護保険施設（以下この号におい

号において「本体施設」という にあっては、次の取扱いとす て「本体施設」という にあっては、次の取扱いとすること。

る。

イ 本体施設に常勤の管理栄養士を１名配置している場合（本 イ 本体施設に常勤の管理栄養士を１名配置している場合（本

体施設の入所者数とサテライト型施設（一施設に限る の入 体施設の入所者数とサテライト型施設（一施設に限る の入

所者数の合計数に対して配置すべき栄養士の員数が１未満で 所者数の合計数に対して配置すべき栄養士の員数が１未満で

ある場合に限る であって、当該管理栄養士が当該サテライ ある場合に限る であって、当該管理栄養士が当該サテライ

ト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメントを行って ト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメントを行って

いるときは、当該サテライト型施設においても算定できるこ いるときは、当該サテライト型施設においても算定できるこ

ととする。 ととする。

ロ 本体施設に常勤の管理栄養士を２名以上配置している場合 ロ 本体施設に常勤の管理栄養士を２名以上配置している場合

であって、当該管理栄養士がサテライト型施設に兼務し、適 であって、当該管理栄養士がサテライト型施設に兼務し、適

切に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、当該サテ 切に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、当該サテ

ライト施設（一施設に限る においても算定できることとす ライト施設（一施設に限る においても算定できることとす

る。 る。

④ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに ⑤ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに

掲げるとおり、実施すること。 掲げるとおり、実施すること。

イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握する イ 入所者ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握す

こと（以下「栄養スクリーニング」という 。 ること（以下「栄養スクリーニング」という 。

ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題 ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者ごとの解決すべき課

を把握すること（以下「栄養アセスメント」という 。 題を把握すること（以下「栄養アセスメント」という 。

ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、 ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、

管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の 管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の

職種の者が共同して 入所者毎に 栄養補給に関する事項 栄 職種の者が共同して、入所者ごとに、栄養補給に関する事項、 、 （

養補給量、補給方法等 、栄養食事相談に関する事項（食事 （栄養補給量、補給方法等 、栄養食事相談に関する事項（食） ）

に関する内容の説明等 、解決すべき事項に対し関連職種が 事に関する内容の説明等 、解決すべき事項に対し関連職種） ）

共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成 が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作
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すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケ 成すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養

ア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明、

その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいて し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにお

は、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に いては、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の

記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代 中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成

えることができるものとすること。 に代えることができるものとすること。

ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメン ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジメ

トを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養 ントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄

補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき 養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべ

事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正す き事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正

ること。 すること。

ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機 ホ 入所者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活

能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。そ 機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。

の際、栄養スクリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状 その際、栄養スクリーニング時に把握した入所者ごとの低栄

態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を 養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間

設定し、入所者毎の栄養ケア計画に記載すること。当該モニ 隔を設定し、入所者ごとの栄養ケア計画に記載すること。当

タリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高 該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリス

い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者（経管栄養法 クの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者（経管

から経口栄養法への変更等）については、概ね２週間毎、低 栄養法から経口栄養法への変更等）については、おおむね２

栄養状態のリスクが低い者については、概ね３月毎に行うこ 週間ごと、低栄養状態のリスクが低い者については、おおむ

と。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも ね３月ごとに行うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者

月１回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行 も含め、少なくとも月１回、体重を測定するなど、入所者の

うこと。 栄養状態の把握を行うこと。

ヘ 入所者毎に、概ね３月を目途として、低栄養状態のリスク ヘ 入所者ごとに、おおむね３月を目途として、低栄養状態の

について、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見 リスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計

直しを行うこと。 画の見直しを行うこと。

ト 指定介護老人福祉施設基準第８条に規定するサービスの提 ト 指定介護老人福祉施設基準第８条に規定するサービスの提

供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養 供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養

士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録 士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録

とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養 とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養

状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

⑤ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その ⑥ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その

同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始する 同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始する

ものとすること。 ものとすること。

⑥ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高 ⑦ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高
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齢者の栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、 齢者の栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、

喫食調査結果、入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事 喫食調査結果、入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事

関係書類（食事せん及び献立表を除く 、入所者年齢構成表及 関係書類（食事せん及び献立表を除く 、入所者年齢構成表及

び給与栄養目標量に関する帳票は、作成する必要がないこと。 び給与栄養目標量に関する帳票は、作成する必要がないこと。

⒆ 経口移行加算について ⒆ 経口移行加算について

① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとす ① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとす

る者に係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、 る者に係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、

実施するものとすること。 実施するものとすること。

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口によ イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口によ

る食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、 る食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要である

医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、 として、医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯

管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専門員その他の 科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専門員

職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進め

栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること（た るための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成する

だし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあって こと（栄養ケア計画と一体のものとして作成すること 。ま

は 栄養ケア計画と一体のものとして作成すること また た、当該計画については、経口による食事の摂取を進めるた、 。 、

当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその めの栄養管理及び支援の対象となる入所者又はその家族に説

家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サ 明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスに

ービスにおいては、経口移行計画に相当する内容を施設サー おいては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画

ビス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行 の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作

計画の作成に代えることができるものとすること。 成に代えることができるものとすること。

ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加 ロ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための

算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管に 栄養管理及び支援を実施すること。経口移行加算の算定期間

よる食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間 は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂

は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、180日 取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又は

以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、 その家族の同意を得た日から起算して、180日以内の期間に限

原則として当該加算は算定しないこと。 るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該

加算は算定しないこと。

、ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者 ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が

又はその家族の同意を得られた日から起算して、180日を超 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して、180日

えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能 を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部

なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口による 可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口に

食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる場合にあ よる食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とさ

っては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。た れる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものと

だし、この場合において、医師の指示は概ね２週間毎に受け すること。ただし、この場合において、医師の指示はおおむ



- 72 -

るものとすること。 ね２週間ごとに受けるものとすること。

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤 ② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤

嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからハまでについ 嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからニまでについ

て確認した上で実施すること。 て確認した上で実施すること。

イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定し イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定し

ており、現疾患の病態が安定していること 。 ており、現疾患の病態が安定していること 。

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。

ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激 ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激

による喉頭挙上が認められること 。 による喉頭挙上が認められること 。

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がな ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がな

いこと。 いこと。

③ 経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移 ③ 経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行

行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行する できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するた

ための栄養管理を実施した場合は、当該加算は算定できないも めの栄養管理及び支援を実施した場合は、当該加算は算定でき

のとすること。 ないものとすること。

（新設） ④ 入所者の口腔の状態によっては、歯科医療における対応を要

する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門

員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実施するなどの適切

な措置を講じること。

⒇ 経口維持加算について ⒇ 経口維持加算について

① 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認

められる者に係るものについて

イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著し

い摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者（経口維持加算

（Ⅰ ）及び摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者（経口）

維持加算（Ⅱ ）に係るものについては、次に掲げるａから）

ｄまでの通り、実施するものとすること。

ａ 経口維持加算（Ⅰ）については、現に経口により食事を

摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造

（ 「 」 。影撮影 医科診療報酬点数表中 造影剤使用撮影 をいう

以下同じ 又は内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭

ファイバースコピー」をいう。以下同じ により誤嚥が認

められる（喉頭侵入が認められる場合を含む ことから、

継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理

が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受け
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たものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う

場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象

となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行

うに当たり 主治の医師の指導を受けている場合に限る 以、 （

下同じ 。

経口維持加算（Ⅱ）については、現に経口により食事を ① 経口維持加算（Ⅰ）については、次に掲げるイからニまでの

摂取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテ 通り、実施するものとすること。

スト 氷砕片飲み込み検査 食物テスト foodtest イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能（「 」、「 （ ）」、

「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ 、頸部聴診 障害（食事の摂取に関する認知機能の低下を含む。以下同じ

法等により誤嚥が認められることから、継続して経口によ を有し、水飲みテスト（ 氷砕片飲み込み検査 「食物テ「 」、

る食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるもの スト（food test 「改訂水飲みテスト」などを含む。以下）」、

として、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とす 同じ 、頸部聴診法、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造

ること。 影剤使用撮影」をいう。以下同じ 、内視鏡検査（医科診療

報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ

等により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合及

び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関

する検査を実施することが困難である場合を含む。以下同じ

ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための

特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指

示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示

を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、

対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を

行うに当たり 主治の医師の指導を受けている場合に限る 以、 （

下同じ 。

ｂ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、 ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、継続して経 語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入

口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を 所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、

示した経口維持計画を作成すること（ただし、栄養マネジ 継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の

メント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計 方法等を示した経口維持計画を作成すること。また、当該計

画と一体のものとして作成すること 。また、当該計画に 画については、特別な管理の対象となる入所者又はその家族

ついては、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説 に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービ

明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービス スにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス

においては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス 計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画

計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計 の作成に代えることができるものとすること。

画の作成に代えることができるものとすること。
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ｃ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。 ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること 「特。

「特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継 別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口

続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂 による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等にお

食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算 ける適切な配慮のことをいう。経口維持加算（Ⅰ）の算定期

（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅱ）の算定期間は、継続して経 間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な

口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により 管理により、当該入所者に摂食機能障害及び誤嚥が認められ、

当該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医 なくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの期間とす

師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又 るが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた日の

はその家族の同意を得られた日から起算して180日以内の 属する月から起算して６月以内の期間に限るものとし、それ

期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則 を超えた場合においては、原則として当該加算は算定しない

として当該加算は算定しないこと。 こと。

ｄ 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して18 ニ 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起

0日を超えた場合でも、引き続き、 算して６月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、

⒜ 経口維持加算（Ⅰ）の対象者については、造影撮影又 造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き、摂食機能障害及

は内視鏡検査により、引き続き、誤嚥が認められ（喉頭 び誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進める

侵入が認められる場合を含む 、継続して経口による食 ための特別な管理が必要であるものとして医師又は歯科医師

事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるも の指示がなされ、また、当該特別な管理を継続することにつ

のとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該 いての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当

特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意 該加算を算定できるものとすること。ただし、イ又はロにお

が得られた場合 ける医師又は歯科医師の指示は、おおむね１月ごとに受ける

⒝ 経口維持加算（Ⅱ）の対象者にあっては、水飲みテス ものとすること。

ト、頸部聴診法等により引き続き、誤嚥が認められ、継

続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理

が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示がな

され、また、当該特別な栄養管理を継続することについ

ての入所者の同意が得られた場合

にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとする

こと。

、 、ただし ⒜又は⒝における医師又は歯科医師の指示は

概ね１月毎に受けるものとすること。

② 経口維持加算（Ⅱ）における食事の観察及び会議等の実施に

当たっては、医師（指定介護老人福祉施設基準第２条第１項第

１号に規定する医師を除く 、歯科医師、歯科衛生士又は言語

聴覚士のいずれか１名以上が加わることにより、多種多様な意

見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合に算定される
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ものであること。

③ 経口維持加算（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅱ）の算定に当たり

実施する食事の観察及び会議等は、関係職種が一同に会して実

施することを想定しているが、やむを得ない理由により、参加

するべき者の参加が得られなかった場合は、その結果について

終了後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能とする。

ロ 管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医 ④ 管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師

師への報告等が迅速に行われる体制とすること。 との緊密な連携等が迅速に行われる体制とすること。

口腔機能維持管理体制加算について 口腔衛生管理体制加算について(21） (21）

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設にお ① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設にお

ける入所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、 ける入所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、

、 、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管 口腔ケアに必要な物品整備の留意点 口腔ケア伴うリスク管理

理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要

必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指 と思われ事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のこ

導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画を とをいうものであって、個々の入所の口腔ケア計画をいうもの

いうものではない。 ではない。

② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下 ② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下

の事項を記載すること。 の事項を記載すること。

イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題 イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題

ロ 当該施設における目標 ロ 当該施設における目標

ハ 具体的方策 ハ 具体的方策

ニ 留意事項 ニ 留意事項

ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況 ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況

ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっ ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっ

ての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る ての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る

ト その他必要と思われる事項 ト その他必要と思われる事項

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が ③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が

算定された日の属する月であっても口腔機能維持管理体制加算 算定された日の属する月であっても口腔衛生管理体制加算を算

を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言 定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び

及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関 指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する

する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又 技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪

は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 問歯科衛生指導の実施時間以外の時間に行うこと。

口腔機能維持管理加算について 口腔衛生管理加算について(22） (22）

① 口腔機能維持管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生 ① 口腔衛生管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が

士が口腔機能管理体制加算を算定している施設の入所者に対し 口腔衛生管理体制加算を算定している施設の入所者に対して口
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て口腔ケアを実施した場合において、当該利用者ごとに算定す 腔ケアを実施した場合において、当該利用者ごとに算定するも

るものである。 のである。

② 当該施設が口腔機能維持管理加算に係るサービスを提供する ② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合

場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医 においては、当該サービスを実施する同一月内において医療保

療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその 険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族

家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、そ 等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提

の提供に関する同意を得た上で行うこと。また、別紙様式３を 供に関する同意を得た上で行うこと。また、別紙様式３を参考

参考として入所者ごとに口腔に関する問題点、歯科医師からの として入所者ごとに口腔に関する問題点、口腔ケアの方法及び

指示内容の要点、口腔ケアの方法及びその他必要と思われる事 その他必要と思われる事項に係る記録（以下「口腔衛生管理に

項に係る記録（以下「口腔機能維持管理に関する実施記録」と 関する実施記録」という を作成し保管するとともに、その写

いう を作成し保管するとともに、その写しを当該入所者に対 しを当該入所者に対して提供すること。

して提供すること。

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケア ③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケア

を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指 を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指

示内容の要点、口腔ケアの方法及びその他必要と思われる事項 示内容の要点（ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、

を口腔機能維持管理に関する記録に記入すること。また、当該 特に歯科衛生士が入所者に対する口腔ケアを行うにあたり配慮

歯科衛生士は、入所者の口腔の状態により医療保険における対 すべき事項とする 、口腔ケアの方法及びその他必要と思われ

応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供され る事項を口腔衛生管理に関する記録に記入すること。また、当

るよう当該歯科医師及び当該施設の介護職員等への情報提供を 該歯科衛生士は、入所者の口腔の状態により医療保険における

的確に行うこと。 対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供さ

れるよう当該歯科医師及び当該施設の介護職員等への情報提供

を的確に行うこと。

④ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月 ④ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月

であっても口腔機能維持管理加算を算定できるが、訪問歯科衛 であっても口腔衛生管理加算を算定できるが、訪問歯科衛生指

生指導料が算定された日の属する月においては、口腔機能維持 導料が算定された日の属する月においては、口腔衛生管理加算

管理加算を算定しない。 を算定しない。

療養食加算について 療養食加算について(23） (23）

２の⑾を準用する。 ２の⒀を準用する。 なお、経口による食事の摂取を進めるため

の栄養管理及び支援が行われている場合にあっては、経口移行加

算又は経口維持加算を併せて算定することが可能である。

看取り介護加算について 看取り介護加算について(24） (24）

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見 ① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見

に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人 に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、その

及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、 旨を入所者又はその家族等（以下「入所者等」という に対し

随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしな て説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意
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がら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援するこ を得た場合において、入所者等とともに、医師、看護職員、生

とを主眼として設けたものである。 活相談員、介護職員、介護支援専門員等が共同して、随時、入

所者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意

を得ながら、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が

迎えられるよう支援することを主眼として設けたものである。

② 「24時間連絡できる体制」については、⑺④を準用する。 ② 施設は、入所者に提供する看取り介護の質を常に向上させて

いくため、計画（Plan 、実行（Do 、評価（Check 、改善（Ac） ） ）

tion）のサイクル（PDCAサイクル）により、看取り介護を実施

する体制を構築するとともに、それを強化していくことが重要

であり、具体的には、次のような取組が求められる。

イ 看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する

方針等を明らかにする（Plan 。）

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該入所者に係る医師の

診断を前提にして、介護に係る計画に基づいて、入所者がそ

の人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援を

行う（Do 。）

ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施し

た看取り介護の検証や、職員の精神的負担の把握及びそれに

対する支援を行う（Check 。）

ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制に

ついて、適宜、適切な見直しを行う（Action 。）

なお、施設は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に

対する看取り介護に関する報告会並びに入所者等及び地域住民

との意見交換による地域への啓発活動を行うことが望ましい。

、 、（新設） ③ 質の高い看取り介護を実施するためには 多職種連携により

入所者等に対し、十分な説明を行い、理解を得るよう努めるこ

とが不可欠である。具体的には、施設は、看取り介護を実施す

るに当たり、終末期にたどる経過、施設等において看取りに際

して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制

などについて、入所者等の理解が得られるよう継続的な説明に

努めることが重要である。加えて、説明の際には、入所者等の

理解を助けるため、入所者に関する記録を活用した説明資料を

作成し、その写しを提供すること。

③ 管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介 ④ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、生活

護支援専門員等による協議の上 「看取りに関する指針」が定め 相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の、
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られていることが必要であり、同指針に盛り込むべき項目とし 上、看取りに関する指針が定められていることが必要であり、

ては、例えば、当該施設の看取りに関する考え方、終末期の経 同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の事項が考

過（時期、プロセス毎）の考え方、施設において看取りに際し えられる。

て行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制、 イ 当該施設の看取りに関する考え方

本人及び家族との話し合いや同意、意思確認の方法、職員の具 ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じ

体的対応等が考えられる。 た介護の考え方

ハ 施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含

む）

ホ 入所者等への情報提供及び意思確認の方法

ヘ 入所者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式

ト 家族への心理的支援に関する考え方

チ その他看取り介護を受ける入所者に対して施設の職員が取

るべき具体的な対応の方法

（新設） ⑤ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録

等に記録するとともに、多職種連携を図るため、医師、看護職

員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共有に努め

ること。

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等について

の記録

ロ 療養や死別に関する入所者及び家族の精神的な状態の変化

及びこれに対するケアについての記録

ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した入所者等の意向

と、それに基づくアセスメント及び対応についての記録

（新設） ⑥ 入所者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で

同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載す

るとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。

また、入所者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族

の来所が見込まれないような場合も、医師、看護職員、介護職

員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取り介

護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認めら

れる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保

されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載する

とともに、入所者の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわら
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。ず施設への来所がなかった旨を記載しておくことが必要である

なお、家族が入所者の看取りについて共に考えることは極め

て重要であり、施設は、連絡をしたにもかかわらず来所がなか

ったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意

思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。

④ 看取り介護加算は、95号告示第53号に定める基準に適合する ⑦ 看取り介護加算は、利用者等告示第61号に定める基準に適合

看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて する看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含

30日を上限として、施設において行った看取り介護を評価する めて30日を上限として、施設において行った看取り介護を評価

ものである。 するものである。

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在 死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在

、 、 、 、宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが その際には 宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが その際には

施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日 施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日

から死亡日までの間は、算定することができない （したがっ から死亡日までの間は、算定することができない （したがっ。 。

て、退所した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上あった て、退所した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上あった

場合には、看取り介護加算を算定することはできない 場合には、看取り介護加算を算定することはできない

⑤ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能 ⑧ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能

であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することか であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することか

ら、入所者側にとっては、施設に入所していない月についても ら、入所者側にとっては、施設に入所していない月についても

、 、 、 、自己負担を請求されることになるため 入所者が退所等する際 自己負担を請求されることになるため 入所者が退所等する際

退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に 退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に

係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて 係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて

同意を得ておくことが必要である。 同意を得ておくことが必要である。

⑥ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医 ⑨ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族への指導

療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所

家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者 者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、入

の死亡を確認することが可能である。 所者の死亡を確認することができる。

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医 なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医

療機関等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施 療機関等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施

、 、 、 、設に対して本人の状態を伝えることについて 施設退所等の際 設に対して本人の状態を伝えることについて 施設退所等の際

本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくこと 入所者等に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必

が必要である。 要である。

⑦ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院 ⑩ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院

又は外泊期間が死亡日以前30日の範囲内であれば、当該入院又 又は外泊期間が死亡日以前30日の範囲内であれば、当該入院又

は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可 は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可

能である。 能である。
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⑧ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を ⑪ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を

算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどう 算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどう

かによる。 かによる。

⑨ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については ⑫ 「24時間連絡できる体制」については、⑺④を準用する。、

口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を

記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で

ある。

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に

連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介

護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取

り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認

められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保

されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載する

とともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず

来てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極

めて重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれな

かったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の

意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。

⑩ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又 ⑬ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又

は静養室の利用により、プライバシー及び家族への配慮の確保 は静養室の利用により、プライバシー及び家族への配慮の確保

が可能となるようにすることが必要である。 が可能となるようにすることが必要である。

在宅復帰支援機能加算について 在宅復帰支援機能加算について(25） (25）

① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所す ① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所す

るに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援 るに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援

を行うこと。 を行うこと。

退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サ 退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入 ービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入

所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包 所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包

括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者 括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者

の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス

に必要な情報を提供すること。 に必要な情報を提供すること。

② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであるこ ② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであるこ

と。 と。
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イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援 イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援

助 助

ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向 ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向

上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言 上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言

ハ 家屋の改善に関する相談援助 ハ 家屋の改善に関する相談援助

ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助 ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助

③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠 ③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠

等の関係書類を整備しておくこと。 等の関係書類を整備しておくこと。

在宅・入所相互利用加算について 在宅・入所相互利用加算について(26) (26)

① 在宅・入所相互利用（ホームシェアリング）加算は、可能な ① 在宅・入所相互利用（ベッド・シェアリング）加算は、可能

限り対象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼とし な限り対象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼と

て設けたものであり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了 して設けたものであり、施設の介護支援専門員は、入所期間終

に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該対象 了に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該対

者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供 象者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提

しながら、在宅の介護支援専門員とともに、在宅での生活継続 供しながら、在宅の介護支援専門員とともに、在宅での生活継

を支援する観点から介護に関する目標及び方針を定めることが 続を支援する観点から介護に関する目標及び方針を定めること

必要である。 が必要である。

② 具体的には、 ② 具体的には、

イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所 イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所

期間（入所期間については３月を限度とする）について、文 期間（入所期間については３月を限度とする）について、文

書による同意を得ることが必要である。 書による同意を得ることが必要である。

ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進 ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進

める観点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、 める観点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、

在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サ 在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サ

ービス事業者等による支援チームをつくること。 ービス事業者等による支援チームをつくること。

ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所 ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所

する前及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須と する前及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須と

し、概ね１月に１回）カンファレンスを開くこと。 し、おおむね１月に１回）カンファレンスを開くこと。

ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は

入所期間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方 入所期間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方

針に照らした介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又 針に照らした介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又

は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ、記録する は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ、記録する

こと。 こと。

ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及 ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及

び役割分担については、支援チームの中で協議して適切な形 び役割分担については、支援チームの中で協議して適切な形
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態を定めること。 態を定めること。

③ 在宅・入所相互利用加算は、②に適合する介護を行っている （削除）

場合に、対象者の入所期間１日につき30単位を加算するもので

ある。

④ 在宅・入所相互利用加算は、同一の個室を複数人で交互に利 （削除）

用するものであるが、この場合の「個室」とは、ユニット型個

室、ユニット型準個室、従来型個室又は準ユニットケア加算を

算定している個室的なしつらえを有している居室のいずれでも

よいものとする。なお、平成18年３月31日までに多床室を活用

して在宅・入所相互利用加算の加算対象となりうる事業を試行

的に行っている施設において、同年４月１日以降も多床室を利

用して在宅・入所相互利用を行う場合については、当該加算を

算定すること。

認知症専門ケア加算について 認知症専門ケア加算について(27) (27)

① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が ① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認

認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常 められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生

生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入所者を指すもの 活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入所者を指すものと

とする。 する。

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは 「認知症介護実践 ② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは 「認知症介護実践、 、

者等養成事業の実施について （平成18年３月31日老発第03310 者等養成事業の実施について （平成18年３月31日老発第03310」 」

10号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成 10号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成

事業の円滑な運営について （平成18年３月31日老計第0331007 事業の円滑な運営について （平成18年３月31日老計第0331007」 」

号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リー 号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リー

ダー研修」を指すものとする。 ダー研修」を指すものとする。

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは 「認知症介 ③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは 「認知症介、 、

護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者 護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者

等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指 等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指

導者研修」を指すものとする。 導者研修」を指すものとする。

認知症行動・心理症状緊急対応加算について 認知症行動・心理症状緊急対応加算について(28） (28）

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の ① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の

障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものであ 障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものであ

る。 る。

② 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動 ② 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動

・心理症状」が認められた際に、介護老人福祉施設に一時的に ・心理症状」が認められた際に、介護老人福祉施設に一時的に

入所することにより、当該利用者の在宅での療養が継続される 入所することにより、当該利用者の在宅での療養が継続される
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ことを評価するものである。 ことを評価するものである。

③ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知 ③ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知

症の行動・心理症状」が認められ、緊急に介護老人福祉施設へ 症の行動・心理症状」が認められ、緊急に介護老人福祉施設へ

の入所が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援 の入所が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援

専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意 専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意

の上、当該施設に入所した場合に算定することができる。本加 の上、当該施設に入所した場合に算定することができる。本加

算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場 算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場

合に限り算定できるものとする。この際、当該施設への入所で 合に限り算定できるものとする。この際、当該施設への入所で

はなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合 はなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合

にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行う にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行う

ことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要が ことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要が

ある。 ある。

④ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評 ④ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評

価するものであるため、入所後速やかに退所に向けた施設サー 価するものであるため、入所後速やかに退所に向けた施設サー

ビス計画を策定し、当該入所者の「認知症の行動・心理症状」 ビス計画を策定し、当該入所者の「認知症の行動・心理症状」

が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるようにするこ が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるようにするこ

と。 と。

⑤ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該 ⑤ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該

加算は算定できないものであること。 加算は算定できないものであること。

ａ 病院又は診療所に入院中の者 ａ 病院又は診療所に入院中の者

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又 ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又

は入所中の者 は入所中の者

ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生 ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生

活介護、短期利用特定施設入居者生活介護、認知症対応型共 活介護、短期利用特定施設入居者生活介護、認知症対応型共

同生活介護、短期利用共同生活介護、地域密着型特定施設入 同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、地域密着

居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介 型特定施設入居者生活介護及び短期利用地域密着型特定施設

護を利用中の者 入居者生活介護を利用中の者

⑥ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録し ⑥ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録し

ておくこと。また、施設も判断を行った医師名、日付及び利用 ておくこと。また、施設も判断を行った医師名、日付及び利用

開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録して 開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録して

おくこと。 おくこと。

⑦ 当該加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理 ⑦ 当該加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理

症状の増悪した者の療養に相応しい設備を整備すること。 症状の増悪した者の療養に相応しい設備を整備すること。

⑧ 当該加算は、当該入所者が入所前１月の間に、当該介護老人 ⑧ 当該加算は、当該入所者が入所前１月の間に、当該介護老人

福祉施設に入所したことがない場合及び過去１月の間に当該加 福祉施設に入所したことがない場合及び過去１月の間に当該加
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算（他サービスを含む）を算定したことがない場合に限り算定 算（他サービスを含む）を算定したことがない場合に限り算定

できることとする。 できることとする。

サービス提供体制強化加算について サービス提供体制強化加算について(29） (29)

① ２の⒁①から④まで及び⑥を準用する。 ① ２の⒄①から④まで及び⑥を準用する。

、 、② 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは ② 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは

生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤 生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤

務を行う職員を指すものとする。 務を行う職員を指すものとする。

介護職員処遇改善加算について 介護職員処遇改善加算について（30） (30）

２の⒂を準用する。 ２の⒅を準用する。

６ 介護保健施設サービス ６ 介護保健施設サービス

⑴ 所定単位数を算定するための施設基準について ⑴ 所定単位数を算定するための施設基準について

介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看 介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看

護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ 護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ

、 、 、 、 、 、 、 、か 医師 理学療法士 作業療法士及び介護支援専門員について か 医師 理学療法士 作業療法士及び介護支援専門員について

人員基準欠如の状態にないことが必要であること（施設基準第56 人員基準欠如の状態にないことが必要であること（施設基準第55

号 。 号 。） ）

（ ） （ ） （ ） （ ）⑵ 介護保健施設サービス費 Ⅰ の介護保健施設サービス費 ⅱ ⑵ 介護保健施設サービス費 Ⅰ の介護保健施設サービス費 ⅱ

若しくは（ⅳ）又はユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）の 若しくは（ⅳ）又はユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）の

ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）若しくは（ⅳ）を算定 ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）若しくは（ⅳ）を算定

する介護老人保健施設における介護保健施設サービスについて する介護老人保健施設における介護保健施設サービスについて

３⑴②を準用すること。 ３⑴②を準用すること。

⑶ 介護保健施設サービス費（Ⅱ）若しくは介護保健施設サービス ⑶ 介護保健施設サービス費（Ⅱ）若しくは介護保健施設サービス

費（Ⅲ）又はユニット型介護保健施設サービス費（Ⅱ）若しくは 費（Ⅲ）又はユニット型介護保健施設サービス費（Ⅱ）若しくは

ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅲ）を算定する介護老人保 ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅲ）を算定する介護老人保

健施設（以下この号において「介護療養型老人保健施設」という 健施設（以下この号において「介護療養型老人保健施設」という

における介護保健施設サービスについて における介護保健施設サービスについて

① ３⑴③イ及びロを準用すること。 ① ３⑴③イ及びロを準用すること。

② 施設基準第56号イ⑶㈡について 「自宅等」とあるのは、自 ② 施設基準第55号イ⑶㈡について 「自宅等」とあるのは、自、 、

宅その他自宅に類する住まいをいうものであり、社会福祉施設 宅その他自宅に類する住まいをいうものであり、社会福祉施設

等は含まないものであること。 等は含まないものであること。

また、当該基準については、当該施設が介護療養型老人保健 また、当該基準については、当該施設が介護療養型老人保健

施設への転換以後の新規入所者の実績が12月に達した時点から 施設への転換以後の新規入所者の実績が12月に達した時点から

適用するものとすること。 適用するものとすること。

なお、同告示中「特段の事情」とは、以下のいずれかの場合 なお、同告示中「特段の事情」とは、以下のいずれかの場合

を指すこと。 を指すこと。
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イ 半径４㎞以内に病床を有する医療機関がないこと。 イ 半径４㎞以内に病床を有する医療機関がないこと。

ロ 病床数が19以下であること。 ロ 病床数が19以下であること。

③ 特別療養費について ③ 特別療養費について

３の⑴③ハを準用するものとすること。 ３の⑴③ハを準用するものとすること。

④ 療養体制維持特別加算について ④ 療養体制維持特別加算について

３の⑴③ニを準用するものとすること。 ３の⑴③ニを準用するものとすること。

⑷ 介護保健施設サービス費を算定するための基準について ⑷ 介護保健施設サービス費を算定するための基準について

① 介護保健施設サービス費は、施設基準第57号に規定する基準 ① 介護保健施設サービス費は、施設基準第56号に規定する基準

に従い、以下の通り、算定すること。 に従い、以下の通り、算定すること。

イ 施設基準第57号イに規定する介護保健施設サービス費 イ 施設基準第56号イに規定する介護保健施設サービス費

介護保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員 介護保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員

が１人のものに限る （｢従来型個室」という の入所者に が１人のものに限る （｢従来型個室」という の入所者に

対して行われるものであること。 対して行われるものであること。

ロ 施設基準第57号ロに規定する介護保健施設サービス費 ロ 施設基準第56号ロに規定する介護保健施設サービス費

介護保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員 介護保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員

が２人以上のものに限る （｢多床室」という の入所者に が２人以上のものに限る （｢多床室」という の入所者に

対して行われるものであること。 対して行われるものであること。

ハ 施設基準第57号ハに規定する介護保健施設サービス費 ハ 施設基準第56号ハに規定する介護保健施設サービス費

介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老 介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老

人保健施設基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満たすもの 人保健施設基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満たすもの

に限る （ ユニット型個室」という の入居者に対して行 に限る （ ユニット型個室」という の入居者に対して行「 「

われるものであること。 われるものであること。

ニ 施設基準第57号ニに規定する介護保健施設サービス費 ニ 施設基準第56号ニに規定する介護保健施設サービス費

介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老 介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老

人保健施設基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅱ （指定居宅サ 人保健施設基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅱ （指定居宅サ） ）

ービス基準改正省令附則第５条第１項の規定により読み替え ービス基準改正省令附則第５条第１項の規定により読み替え

て適用する場合を含む を満たすものに限るものとし、同 て適用する場合を含む を満たすものに限るものとし、同

（ⅰ）を満たすものを除く （｢ユニット型準個室」という （ⅰ）を満たすものを除く （｢ユニット型準個室」という

の入居者に対して行われるものであること。 の入居者に対して行われるものであること。

② ユニットに属する療養室であって、介護保健施設サービス費 ② ユニットに属する療養室であって、介護保健施設サービス費

の注１による届出がなされているものについては、ユニット型 の注１による届出がなされているものについては、ユニット型

介護保健施設サービス費を算定するものとすること。 介護保健施設サービス費を算定するものとすること。

③ 分館型介護老人保健施設については、介護保健施設サービス ③ 分館型介護老人保健施設については、介護保健施設サービス

費又はユニット型介護保健施設サービス費を算定するものとす 費又はユニット型介護保健施設サービス費を算定するものとす

る。 る。
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⑸ ユニットにおける職員に係る減算について ⑸ ユニットにおける職員に係る減算について

５の⑷を準用する。 ５の⑷を準用する。

⑹ 身体拘束廃止未実施減算について ⑹ 身体拘束廃止未実施減算について

５の⑸を準用する。 ５の⑸を準用する。

⑺ 夜勤職員配置加算について ⑺ 夜勤職員配置加算について

① ３の⑵を準用する。 ① ３の⑵を準用する。

② 認知症ケア加算を算定している介護老人保健施設の場合にあ ② 認知症ケア加算を算定している介護老人保健施設の場合にあ

っては、夜勤職員配置加算の基準は、認知症専門棟とそれ以外 っては、夜勤職員配置加算の基準は、認知症専門棟とそれ以外

の部分のそれぞれで満たさなければならない。 の部分のそれぞれで満たさなければならない。

⑻ 短期集中リハビリテーション実施加算について ⑻ 短期集中リハビリテーション実施加算について

① 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハ ① 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハ

ビリテーションとは、20分以上の個別リハビリテーションを、 ビリテーションとは、20分以上の個別リハビリテーションを、

１週につき概ね３日以上実施する場合をいう。 １週につきおおむね３日以上実施する場合をいう。

② 当該加算は、当該入所者が過去３月間の間に、介護老人保健 ② 当該加算は、当該入所者が過去３月間の間に、介護老人保健

施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。 施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。

ただし、以下の③及び④の場合はこの限りではない。 ただし、以下の③及び④の場合はこの限りではない。

③ 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終 ③ 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終

了後３月に満たない期間に４週間以上の入院後に介護老人保健 了後３月に満たない期間に４週間以上の入院後に介護老人保健

施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーション 施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーション

の必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することがで の必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することがで

きる。 きる。

④ 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終 ④ 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は算定終

了後３月に満たない期間に４週間未満の入院後に介護老人保健 了後３月に満たない期間に４週間未満の入院後に介護老人保健

、 、 、 、施設に再入所した場合であって 以下に定める状態である者は 施設に再入所した場合であって 以下に定める状態である者は

当該加算を算定できる。 当該加算を算定できる。

ア 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症 ア 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症

（低酸素脳症等 、髄膜炎等を急性発症した者 （低酸素脳症等 、髄膜炎等を急性発症した者） ）

イ 上・下肢の複合損傷（骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のう イ 上・下肢の複合損傷（骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のう

ち３種類以上の複合損傷 、脊椎損傷による四肢麻痺（一肢 ち３種類以上の複合損傷 、脊椎損傷による四肢麻痺（一肢） ）

以上 、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断（義肢 、 以上 、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断（義肢 、） ） ） ）

運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術 運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術

後の者 後の者

⑼ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について ⑼ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について

① 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症入所者の在宅 ① 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症入所者の在宅

復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動 復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動
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の訓練等を組み合わせたプログラムを週３日、実施することを の訓練等を組み合わせたプログラムを週３日、実施することを

標準とする。 標準とする。

② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内 ② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内

科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的 科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的

な研修を修了した医師により、認知症の入所者であって生活機 な研修を修了した医師により、認知症の入所者であって生活機

能の改善が見込まれると判断された者に対して、在宅復帰に向 能の改善が見込まれると判断された者に対して、在宅復帰に向

けた生活機能の改善を目的として、リハビリテーション実施計 けた生活機能の改善を目的として、リハビリテーション実施計

画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療 画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士（以下⑥において「理学療法士等」という 法士又は言語聴覚士が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組

。が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログ み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである

ラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓 なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプロ

練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症 グラムは認知症に対して効果の期待できるものであること。

に対して効果の期待できるものであること。

③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経 ③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経

内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する 内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する

研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテー 研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテー

ションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断、及び記 ションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断、及び記

憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーショ 憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーショ

ンのプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビ ンのプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビ

リテーションを実施するためにふさわしいと認められるもので リテーションを実施するためにふさわしいと認められるもので

あること。 あること。

④ 当該リハビリテーションにあっては、１人の医師又は理学療 ④ 当該リハビリテーションにあっては、１人の医師又は医師の

法士等が１人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。 指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が１人の

利用者に対して行った場合にのみ算定する。

⑤ 当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に20分 ⑤ 当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に20分

以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するもので 以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するもので

あり、時間が20分に満たない場合は、介護保健施設サービス費 あり、時間が20分に満たない場合は、介護保健施設サービス費

に含まれる。 に含まれる。

⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者はMMSE（MiniMe ⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者はMMSE（MiniMe

ntalStateExamination）又はHDS―R（改訂長谷川式簡易知能評 ntalStateExamination）又はHDS―R（改訂長谷川式簡易知能評

） 。価スケール）において概ね５点～25点に相当する者とする。 価スケール においておおむね５点～25点に相当する者とする

（ 、 、 （ 、 、⑦ 当該リハビリテーションに関する記録 実施時間 訓練内容 ⑦ 当該リハビリテーションに関する記録 実施時間 訓練内容

訓練評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。 訓練評価、担当者等）は利用者ごとに保管されること。

⑧ 注５の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している ⑧ 注５の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している

場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合 場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合
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は当該リハビリテーション加算を算定することができる。 は当該リハビリテーション加算を算定することができる。

⑨ 当該リハビリテーション加算は、当該入所者が過去３月の間 ⑨ 当該リハビリテーション加算は、当該入所者が過去３月の間

に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り

算定できることとする。 算定できることとする。

⑽ 認知症ケア加算について ⑽ 認知症ケア加算について

① 注７において「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又 ① 注７において「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は

は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者 行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者」」

とあるのは日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当し、認 とあるのは日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当し、認

知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当 知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当

であると医師が認めた者をいうものであること。 であると医師が認めた者をいうものであること。

② 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継 ② 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継

続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。こ 続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。こ

れは、従業者が一人一人の入居者について個性、心身の状況、 れは、従業者が一人一人の入居者について個性、心身の状況、

生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を 生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を

適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」が求められ 適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」が求められ

る。以上のことから認知症専門棟における介護職員等の配置に る。以上のことから認知症専門棟における介護職員等の配置に

ついては、次の配置を行うことを標準とする。 ついては、次の配置を行うことを標準とする。

イ 日中については利用者10人に対し常時１人以上の介護職員 イ 日中については利用者10人に対し常時１人以上の介護職員

又は看護職員を配置すること。 又は看護職員を配置すること。

ロ 夜間及び深夜については、20人に１人以上の看護職員又は ロ 夜間及び深夜については、20人に１人以上の看護職員又は

介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置す 介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置す

ること。 ること。

③ ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合 ③ ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合

は、認知症ケア加算は算定しない。 は、認知症ケア加算は算定しない。

⑾ 若年性認知症入所者受入加算について ⑾ 若年性認知症入所者受入加算について

２の⑽を準用する。 ２の⑽を準用する。

⑿ 入所者が外泊したときの費用の算定について ⑿ 入所者が外泊したときの費用の算定について

５の⒁（④のニを除く を準用する。この場合において「入院 ５の⒁（④のニを除く を準用する。この場合において「入院

又は外泊」とあるのは 「外泊」と読み替えるものとする。 又は外泊」とあるのは 「外泊」と読み替えるものとする。、 、

⒀ ターミナルケア加算について ⒀ ターミナルケア加算について

イ ターミナルケア加算は、医師が一般に認められている医学的 イ ターミナルケア加算は、医師が一般に認められている医学的

知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、 知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、

本人及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同し 本人及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同し

て、随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意を て、随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意を

しながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援す しながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援す
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ることを主眼として設けたものである。 ることを主眼として設けたものである。

ロ ターミナルケア加算は、95号告示第57号に定める基準に適合 ロ ターミナルケア加算は、利用者等告示第65号に定める基準に

するターミナルケアを受けた入所者が死亡した場合に、死亡日 適合するターミナルケアを受けた入所者が死亡した場合に、死

を含めて30日を上限として、老人保健施設において行ったター 亡日を含めて30日を上限として、老人保健施設において行った

ミナルケアを評価するものである。 ターミナルケアを評価するものである。

死亡前に他の医療機関等に移った場合又は自宅等に戻った場 死亡前に他の医療機関等に移った場合又は自宅等に戻った場

合には、当該施設においてターミナルケアを直接行っていない 合には、当該施設においてターミナルケアを直接行っていない

退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができ 退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができ

ない （したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期間 ない （したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期間。 。

が30日以上あった場合には、ターミナルケア加算を算定するこ が30日以上あった場合には、ターミナルケア加算を算定するこ

とはできない とはできない

ハ 老人保健施設を退所した月と死亡した月が異なる場合でも算 ハ 老人保健施設を退所した月と死亡した月が異なる場合でも算

定可能であるが、ターミナルケア加算は死亡月にまとめて算定 定可能であるが、ターミナルケア加算は死亡月にまとめて算定

することから、入所者側にとっては、当該施設に入所していな することから、入所者側にとっては、当該施設に入所していな

い月についても自己負担を請求されることになるため、入所者 い月についても自己負担を請求されることになるため、入所者

が退所する際、退所の翌月に亡くなった場合に、前月分のター が退所する際、退所の翌月に亡くなった場合に、前月分のター

ミナルケア加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを ミナルケア加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを

説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。 説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。

ニ 老人保健施設は、施設退所の後も、継続して入所者の家族指 ニ 老人保健施設は、施設退所の後も、継続して入所者の家族指

導等を行うことが必要であり、入所者の家族等との継続的な関 導等を行うことが必要であり、入所者の家族等との継続的な関

わりの中で、入所者の死亡を確認することが可能である。 わりの中で、入所者の死亡を確認することが可能である。

ホ 外泊又は退所の当日についてターミナルケア加算を算定でき ホ 外泊又は退所の当日についてターミナルケア加算を算定でき

、 。 、 。るかどうかは 当該日に所定単位数を算定するかどうかによる るかどうかは 当該日に所定単位数を算定するかどうかによる

したがって、入所者が外泊した場合（外泊加算を算定した場合 したがって、入所者が外泊した場合（外泊加算を算定した場合

を除く には、当該外泊期間が死亡日以前30日の範囲内であれ を除く には、当該外泊期間が死亡日以前30日の範囲内であれ

ば、当該外泊期間を除いた期間について、ターミナルケア加算 ば、当該外泊期間を除いた期間について、ターミナルケア加算

の算定が可能である。 の算定が可能である。

、 、ヘ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については ヘ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については

口頭で同意を得た場合は、その説明日時、内容等を記録すると 口頭で同意を得た場合は、その説明日時、内容等を記録すると

ともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 ともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の

連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介 来所が見込めないような場合も、医師、看護職員、介護職員等

護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対するター が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対するターミナルケ

ミナルケアについて相談し、共同してターミナルケアを行って アについて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認

いると認められる場合には、ターミナルケア加算の算定は可能 められる場合には、ターミナルケア加算の算定は可能である。
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である。

この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが

担保されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録するととも 担保されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録するととも

に、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来ても に、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来所が

らえなかった旨を記載しておくことが必要である。 なかった旨を記載しておくことが必要である。

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極 なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極

めて重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれな めて重要であり、施設としては、一度連絡を取ったにもかかわ

かったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の らず来所がなかったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能

意思を確認しながらターミナルケアを進めていくことが重要で な限り家族の意思を確認しながらターミナルケアを進めていく

ある。 ことが重要である。

ト ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその ト ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその

家族が個室でのターミナルケアを希望する場合には、当該施設 家族が個室でのターミナルケアを希望する場合には、当該施設

は、その意向に沿えるよう考慮すべきであること。なお、個室 は、その意向に沿えるよう考慮すべきであること。なお、個室

に移行した場合の入所者については、注11に規定する措置の対 に移行した場合の入所者については、注11に規定する措置の対

象とする。 象とする。

⒁ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算について ⒁ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算について

① 在宅については、３の⑴の②のロのｂを準用する。なお、当 ① 在宅については、３の⑴の②のロのｂを準用する。なお、当

該施設から退所した入所者の総数には、短期入所療養介護の利 該施設から退所した入所者の総数には、短期入所療養介護の利

用者は含まない。 用者は含まない。

② 30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数につ ② 30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数につ

いては、３の⑴の②のロのｃを準用する。 いては、３の⑴の②のロのｃを準用する。

③ ３の⑴の②のロのｅからｇまでを準用する。 ③ ３の⑴の②のロのｅからｇまでを準用する。

⒂ 初期加算について ⒂ 初期加算について

① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係 ① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係

初期加算は、当該入所者が過去３月間（ただし、日常生活自 初期加算は、当該入所者が過去３月間（ただし、日常生活自

立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間と 立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間と

する の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場 する の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場

合に限り算定できることとする。 合に限り算定できることとする。

なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用して なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用して

いた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合 いた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合

については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日 については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日

数を30日から控除して得た日数に限り算定するものとする。 数を30日から控除して得た日数に限り算定するものとする。

② ５の⒂の①及び②は、この場合に準用する。 ② ５の⒂の①及び②は、この場合に準用する。

⒃ 入所前後訪問指導加算について ⒃ 入所前後訪問指導加算について

① 入所前後訪問指導加算は、入所期間が１月を超えると見込ま ① 入所前後訪問指導加算（Ⅰ）は、入所期間が１月を超えると
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れる入所予定者の入所予定日前30日から入所後７日までの間に 見込まれる入所予定者の入所予定日前30日から入所後７日まで、

当該入所予定者が退所後生活する居宅を訪問して退所を目的と の間に、当該入所予定者が退所後生活する居宅を訪問して退所

した施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定を行った場 を目的とした施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定（以

合に、入所中に１回に限り加算を行うものである。 下「施設サービス計画の策定等」という を行った場合に、入

所中に１回に限り加算を行うものである。

（新設） ② 入所前後訪問指導加算（Ⅱ）は、①における施設サービス計

画の策定等にあたり、⑤に掲げる職種が会議を行い、次のイ及

びロを共同して定めた場合に、入所中に１回に限り加算を行う

ものである。

イ 生活機能の具体的な改善目標

当該入所予定者が退所後生活する居宅の状況に合わせ、ま

た入所予定者及びその家族等の意向を踏まえ、入浴や排泄等

の生活機能について、入所中に到達すべき具体的な改善目標

を定めること。

ロ 退所後の生活に係る支援計画

入所予定者の生活を総合的に支援するため、入所予定者お

よびその家族等の意向を踏まえた施設及び在宅の双方にわた

。 、る切れ目のない支援計画を作成すること 当該支援計画には

反復的な入所や併設サービスの利用、インフォーマルサービ

スの活用等を広く含み得るものであること。当該支援計画の

策定に当たっては、終末期の過ごし方及び看取りについても

話し合いを持つように努め、入所予定者およびその家族等が

、 。希望する場合には その具体的な内容を支援計画に含むこと

② 入所前に居宅を訪問した場合は入所日に算定し、入所後に訪 ③ 入所前に居宅を訪問した場合は入所日に算定し、入所後に訪

問した場合は訪問日に算定すること。 問した場合は訪問日に算定すること。

③ 入所前後訪問指導加算は、次の場合には算定できないもので ④ 入所前後訪問指導加算は、次の場合には算定できないもので

あること。 あること。

イ 病院又は診療所のみを訪問し、居宅を訪問しない場合 イ 病院又は診療所のみを訪問し、居宅を訪問しない場合

ロ 他の介護保険施設のみを訪問し、居宅を訪問しない場合 ロ 他の介護保険施設のみを訪問し、居宅を訪問しない場合

ハ 予定の変更に伴い、入所しなかった場合 ハ 予定の変更に伴い、入所しなかった場合

④ 入所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療 ⑤ 入所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療

法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行 法士、作業療法士又は言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員等

うこと。 が協力して行うこと。

⑤ 入所前後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行 ⑥ 入所前後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行

うこと。 うこと。
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⑥ 入所前後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要 ⑦ 入所前後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要

点を診療録等に記載すること。 点を診療録等に記載すること。

⒄ 退所時指導等加算について ⒄ 退所時指導等加算について

① 退所前訪問指導加算・退所後訪問指導加算 ① 退所前訪問指導加算・退所後訪問指導加算

イ 退所前訪問指導加算については、入所期間が１月を超える イ 退所前訪問指導加算については、入所期間が１月を超える

と見込まれる入所者の退所に先立って、在宅療養に向けた最 と見込まれる入所者の退所に先立って、在宅療養に向けた最

終調整を目的として入所者が退所後生活する居宅を訪問して 終調整を目的として入所者が退所後生活する居宅を訪問して

退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中１回に限り算 退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中１回に限り算

定するものである。 定するものである。

なお、介護療養型老人保健施設においては、入所後早期に なお、介護療養型老人保健施設においては、入所後早期に

退所に向けた訪問指導の必要があると認められる場合につい 退所に向けた訪問指導の必要があると認められる場合につい

ては、２回の訪問指導について加算が行われるものであるこ ては、２回の訪問指導について加算が行われるものであるこ

と。この場合にあっては、１回目の訪問指導は退所を念頭に と。この場合にあっては、１回目の訪問指導は退所を念頭に

おいた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定に当た おいた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定に当た

って行われるものであり、２回目の訪問指導は在宅療養に向 って行われるものであり、２回目の訪問指導は在宅療養に向

けた最終調整を目的として行われるものであること。 けた最終調整を目的として行われるものであること。

ロ 退所後訪問指導加算については、入所者の退所後30日以内 ロ 退所後訪問指導加算については、入所者の退所後30日以内

に入所者の居宅を訪問して療養上の指導を行った場合に、１ に入所者の居宅を訪問して療養上の指導を行った場合に、１

回に限り加算を行うものである。 回に限り加算を行うものである。

ハ 退所前訪問指導加算は退所日に算定し、退所後訪問指導加 ハ 退所前訪問指導加算は退所日に算定し、退所後訪問指導加

算は訪問日に算定すること。 算は訪問日に算定すること。

ニ 退所前訪問指導加算及び退所後訪問指導加算は、次の場合 ニ 退所前訪問指導加算及び退所後訪問指導加算は、次の場合

には算定できないものであること。 には算定できないものであること。

ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合 ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合

ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合

ｃ 死亡退所の場合 ｃ 死亡退所の場合

ホ 退所前訪問指導及び退所後訪問指導は、医師、看護職員、 ホ 退所前訪問指導及び退所後訪問指導は、医師、看護職員、

支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援 支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援

専門員等が協力して行うこと。 専門員等が協力して行うこと。

ヘ 退所前訪問指導及び退所後訪問指導は、入所者及びその家 ヘ 退所前訪問指導及び退所後訪問指導は、入所者及びその家

族等のいずれにも行うこと。 族等のいずれにも行うこと。

ト 退所前訪問指導及び退所後訪問指導を行った場合は、指導 ト 退所前訪問指導及び退所後訪問指導を行った場合は、指導

日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。

② 退所時指導加算 ② 退所時指導加算

イ 退所時指導の内容は、次のようなものであること。 イ 退所時指導の内容は、次のようなものであること。
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ａ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 ａ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導

ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び

向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立 向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立

訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 訓練、食事訓練、排泄訓練の指導

ｃ 家屋の改善の指導 ｃ 家屋の改善の指導

ｄ 退所する者の介助方法の指導 ｄ 退所する者の介助方法の指導

ロ 注３のロにより算定を行う場合には、以下の点に留意する ロ 注３のロにより算定を行う場合には、以下の点に留意する

こと。 こと。

ａ 試行的退所を行うに当たっては、その病状及び身体の状 ａ 試行的退所を行うに当たっては、その病状及び身体の状

況に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうか 況に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうか

について医師、薬剤師（配置されている場合に限る 、看 について医師、薬剤師（配置されている場合に限る 、看

護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、退 護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、退

所して、その居宅において療養を継続する可能性があるか 所して、その居宅において療養を継続する可能性があるか

どうか検討すること。 どうか検討すること。

ｂ 当該入所者又は家族に対し、趣旨を十分説明し、同意を ｂ 当該入所者又は家族に対し、趣旨を十分説明し、同意を

得た上で実施すること。 得た上で実施すること。

ｃ 試行的退所中の入所者の状況の把握を行っている場合に ｃ 試行的退所中の入所者の状況の把握を行っている場合に

あっては、外泊時加算を併せて算定することが可能である あっては、外泊時加算を併せて算定することが可能である

こと。 こと。

ｄ 入所者の試行的退所期間中は、当該入所者の同意があり ｄ 入所者の試行的退所期間中は、当該入所者の同意があり

外泊時加算を算定していない場合は、そのベッドを短期入 外泊時加算を算定していない場合は、そのベッドを短期入

所療養介護に活用することが可能であること。 所療養介護に活用することが可能であること。

ｅ 試行的退所期間中は、居宅サービス等の利用はできない ｅ 試行的退所期間中は、居宅サービス等の利用はできない

こと。 こと。

ｆ 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場 ｆ 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場

合においては、介護老人保健施設で療養を続けることとな 合においては、介護老人保健施設で療養を続けることとな

るが、居宅において療養が続けられない理由等を分析した るが、居宅において療養が続けられない理由等を分析した

上でその問題解決に向けたリハビリ等を行うため、施設サ 上でその問題解決に向けたリハビリ等を行うため、施設サ

ービス計画の変更を行うとともに適切な支援を行うこと。 ービス計画の変更を行うとともに適切な支援を行うこと。

ハ ①のニからトまでは、退所時指導加算について準用する。 ハ ①のニからトまでは、退所時指導加算について準用する。

③ 退所時情報提供加算 ③ 退所時情報提供加算

イ 退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たって イ 退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たって

は、事前に主治の医師と調整し、別紙様式２の文書に必要な は、事前に主治の医師と調整し、別紙様式２の文書に必要な

、 、 、 、事項を記載の上 入所者又は主治の医師に交付するとともに 事項を記載の上 入所者又は主治の医師に交付するとともに

交付した文書の写しを診療録に添付すること。また、当該文 交付した文書の写しを診療録に添付すること。また、当該文
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書に入所者の諸検査の結果、日常生活動作能力、心理状態な 書に入所者の諸検査の結果、日常生活動作能力、心理状態な

どの心身機能の状態、薬歴、退所後の治療計画等を示す書類 どの心身機能の状態、薬歴、退所後の治療計画等を示す書類

を添付すること。 を添付すること。

ロ ①のニを準用する。 ロ ①のニを準用する。

④ 退所前連携加算 ④ 退所前連携加算

イ ５の⒃の③イ及びロを準用する。 イ ５の⒃の③イ及びロを準用する。

ロ ①のニ及びホを準用する。 ロ ①のニ及びホを準用する。

⑤ 老人訪問看護指示加算 ⑤ 老人訪問看護指示加算

イ 介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書（様式は イ 介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書（様式は

別途通知するところによるものとする に指示期間の記載が 別途通知するところによるものとする に指示期間の記載が

ない場合は、その指示期間は１月であるものとみなすこと。 ない場合は、その指示期間は１月であるものとみなすこと。

ロ 訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付する ロ 訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付する

こと。 こと。

ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所 ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所

する者又はその家族等を介して訪問看護ステーション、定期 する者又はその家族等を介して訪問看護ステーション、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事 巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事

業所に交付しても差し支えないこと。 業所に交付しても差し支えないこと。

。 。ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること

ホ 訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は、訪問看護ス ホ 訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は、訪問看護ス

テーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は テーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は

複合型サービス事業所からの訪問看護の対象者についての相 複合型サービス事業所からの訪問看護の対象者についての相

談等に懇切丁寧に応じること。 談等に懇切丁寧に応じること。

⒅ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて ⒅ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて

５の⒄を準用する。 ５の⒄を準用する。

⒆ 栄養マネジメント加算について ⒆ 栄養マネジメント加算について

５の⒅を準用する。 ５の⒅を準用する。

⒇ 経口移行加算について ⒇ 経口移行加算について

５の⒆を準用する。 ５の⒆を準用する。

経口維持加算について 経口維持加算について（21） (21）

５の⒇を準用する。 ５の⒇を準用する。

口腔機能維持管理体制加算について 口腔衛生管理体制加算について（22） (22）

５の を準用する。 ５の を準用する。（21） (21）

口腔機能維持管理加算について 口腔衛生管理加算について（23） (23）

５の を準用する。 ５の を準用する。（22） (22）

療養食加算について 療養食加算について（24） (24）
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２の⑾を準用する。 ５の を準用する。(23）

在宅復帰支援機能加算について 在宅復帰支援機能加算について（25） (25）

５の を準用する。 ５の を準用する。（25） (25）

緊急時施設療養費に関する事項 緊急時施設療養費に関する事項（26） (26）

入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる 入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる

場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要で 場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要で

あるが、こうした場合であっても、介護老人保健施設において緊 あるが、こうした場合であっても、介護老人保健施設において緊

、 、急その他やむを得ない事情により施設療養を行うときがあるので 急その他やむを得ない事情により施設療養を行うときがあるので

緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評価 緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評価

するために設けられていること。 するために設けられていること。

① 緊急時治療管理 ① 緊急時治療管理

イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急 イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急

医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投 医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投

薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、１日につき511 薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、１日につき511

単位を算定すること。 単位を算定すること。

ロ 緊急時治療管理は、１回に連続する３日を限度とし、月１ ロ 緊急時治療管理は、１回に連続する３日を限度とし、月１

回に限り算定するものであるので、例えば、１月に連続しな 回に限り算定するものであるので、例えば、１月に連続しな

い２日を３回算定することは認められないものであること。 い２日を３回算定することは認められないものであること。

ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定すること ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定すること

はできないこと。 はできないこと。

ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりである ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりである

こと。 こと。

ａ 意識障害又は昏睡 ａ 意識障害又は昏睡

ｂ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 ｂ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪

ｃ 急性心不全（心筋梗塞を含む ｃ 急性心不全（心筋梗塞を含む

ｄ ショック ｄ ショック

ｅ 重篤な代謝障害 ｅ 重篤な代謝障害

ｆ その他薬物中毒等で重篤なもの ｆ その他薬物中毒等で重篤なもの

② 特定治療 ② 特定治療

イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情 イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情

により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は

放射線治療について、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労 放射線治療について、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労

働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表により算定す 働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表により算定す

る点数に10円を乗じた額を算定すること。 る点数に10円を乗じた額を算定すること。

ロ 算定できないものは 95号告示第59号に示されていること ロ 算定できないものは、利用者等告示第67号に示されている、 。
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こと。

ハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法（平成20年厚生 ハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法（平成20年厚生

労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表の取扱いの 労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表の取扱いの

例によること。 例によること。

所定疾患施設療養費について 所定疾患施設療養費について(27） (27）

① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態 ① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態

となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処 となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処

置等が行われた場合に、１回に連続する７日を限度とし、月１ 置等が行われた場合に、１回に連続する７日を限度とし、月１

回に限り算定するものであるので、１月に連続しない１日を７ 回に限り算定するものであるので、１月に連続しない１日を７

回算定することは認められないものであること。 回算定することは認められないものであること。

② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定するこ ② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定するこ

とはできないこと。 とはできないこと。

③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおり ③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおり

であること。 であること。

イ 肺炎 イ 肺炎

ロ 尿路感染症 ロ 尿路感染症

ハ 帯状疱疹（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限 ハ 帯状疱疹（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限

る） る）

④ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施し ④ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施し

た投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこ た投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこ

と。 と。

⑤ 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載するこ ⑤ 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載するこ

と。 と。

⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表する ⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表する

こととする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度 こととする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度

を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告する を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告する

こと。 こと。

認知症専門ケア加算について 認知症専門ケア加算について(28） (28）

５の を準用する。 ５の を準用する。(27） (27）

認知症行動・心理症状緊急対応加算について 認知症行動・心理症状緊急対応加算について(29） (29）

５の を準用する。 ５の を準用する。(28） (28）

認知症情報提供加算について 認知症情報提供加算について(30） (30）

① 「認知症の原因疾患に関する確定診断」とは、脳血管疾患、 ① 「認知症の原因疾患に関する確定診断」とは、脳血管疾患、

アルツハイマー病等、認知症の原因疾患が特定されたことをい アルツハイマー病等、認知症の原因疾患が特定されたことをい

う。 う。



- 97 -

② 「認知症のおそれがある」とは （Mini Mental State Exami ② 「認知症のおそれがある」とは （Mini Mental State Exami、 、

nation）において概ね23点以下、又はＨＤＳ―Ｒ（改訂長谷川 nation）においておおむね23点以下、又はＨＤＳ―Ｒ（改訂長

式簡易知能評価スケール）において概ね20点以下といった認知 谷川式簡易知能評価スケール）においておおむね20点以下とい

機能の低下を認め、これにより日常生活に支障が生じている状 った認知機能の低下を認め、これにより日常生活に支障が生じ

態をいう。 ている状態をいう。

「 」 、 、 「 」 、 、③ 施設内での診断が困難 とは 介護老人保健施設の医師が ③ 施設内での診断が困難 とは 介護老人保健施設の医師が

入所者の症状、施設の設備、医師の専門分野等の状況から、当 入所者の症状、施設の設備、医師の専門分野等の状況から、当

該施設内での認知症の鑑別診断等が困難であると判断した場合 該施設内での認知症の鑑別診断等が困難であると判断した場合

を指すものである。 を指すものである。

④ 「診療状況を示す文書」とは、入所者の症状経過、介護老人 ④ 「診療状況を示す文書」とは、入所者の症状経過、介護老人

、 。 、 。保健施設内で行った検査結果 現在の処方等を示す文書をいう 保健施設内で行った検査結果 現在の処方等を示す文書をいう

⑤ 「これに類する保険医療機関」とは、認知症疾患医療センタ ⑤ 「これに類する保険医療機関」とは、認知症疾患医療センタ

ーが一定程度整備されるまでの間に限り、以下のいずれの要件 ーが一定程度整備されるまでの間に限り、以下のいずれの要件

も満たす保険医療機関をいう。 も満たす保険医療機関をいう。

イ 認知症疾患の鑑別診断等を主たる業務とした経験（10年以 イ 認知症疾患の鑑別診断等を主たる業務とした経験（10年以

上）を有する医師がいること。 上）を有する医師がいること。

ロ コンピューター断層撮影装置（ＣＴ）及び磁気共鳴画像検 ロ コンピューター断層撮影装置（ＣＴ）及び磁気共鳴画像検

査（ＭＲＩ）の両方を有する、又は認知症疾患医療センター 査（ＭＲＩ）の両方を有する、又は認知症疾患医療センター

の運営事業実施要綱に定める要件を満たしており、かつ認知 の運営事業実施要綱に定める要件を満たしており、かつ認知

症疾患医療センターに関する申請届出を都道府県若しくは政 症疾患医療センターに関する申請届出を都道府県若しくは政

令指定都市にしている又は明らかに申請の意思を示しかつ何 令指定都市にしている又は明らかに申請の意思を示しかつ何

らかの具体的な手続きを行っていると都道府県若しくは政令 らかの具体的な手続きを行っていると都道府県若しくは政令

指定都市が認めるもの。 指定都市が認めるもの。

ハ 併設の介護老人保健施設に認知症専門棟があること。 ハ 併設の介護老人保健施設に認知症専門棟があること。

⑥ 「認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関」とは、認知症の ⑥ 「認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関」とは、認知症の

鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行う 鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行う

につき必要な医師が配置され、十分な体制が整備されている保 につき必要な医師が配置され、十分な体制が整備されている保

険医療機関である。ここでいう必要な医師の配置とは、専任の 険医療機関である。ここでいう必要な医師の配置とは、専任の

認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした10年以 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした10年以

上の臨床経験を有する医師が１名以上配置されていることをい 上の臨床経験を有する医師が１名以上配置されていることをい

い、十分な体制とは、血液検査、尿一般検査、心電図検査、神 い、十分な体制とは、血液検査、尿一般検査、心電図検査、神

経心理検査が実施できる体制を確保するとともに、神経画像検 経心理検査が実施できる体制を確保するとともに、神経画像検

査の体制として、ＣＴ又はＭＲＩを有していることをいう。 査の体制として、ＣＴ又はＭＲＩを有していることをいう。

地域連携診療計画情報提供加算について 地域連携診療計画情報提供加算について(31) (31)

① 地域連携診療計画は、医科診療報酬点数表に掲げる地域連携 ① 地域連携診療計画は、医科診療報酬点数表に掲げる地域連携
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（ 「 」 （ 「 」診療計画管理料を算定する保険医療機関 以下 計画管理病院 診療計画管理料を算定する保険医療機関 以下 計画管理病院

という において作成され、当該計画管理病院からの転院後又 という において作成され、当該計画管理病院からの転院後又

は退院後の治療を担う複数の連携保険医療機関又は介護サービ は退院後の治療を担う複数の連携保険医療機関又は介護サービ

ス事業所との間で共有して活用されるものであり、病名、入院 ス事業所との間で共有して活用されるものであり、病名、入院

、 、 、 、 、 、時の症状 予定されている診療内容 標準的な転院までの期間 時の症状 予定されている診療内容 標準的な転院までの期間

転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標 転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標

準的な期間（以下本区分において「総治療期間」という 、退 準的な期間（以下本区分において「総治療期間」という 、退

院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準、その他必 院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準、その他必

要な事項が記載されたものである。 要な事項が記載されたものである。

② 当該加算は、医科診療報酬点数表に掲げる以下の疾患につい ② 当該加算は、医科診療報酬点数表に掲げる以下の疾患につい

て、地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導 て、地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導

料（Ⅰ）を算定して当該医療機関を退院した患者が、介護老人 料（Ⅰ）を算定して当該医療機関を退院した患者が、介護老人

保健施設に入所した場合に限り算定するものである。 保健施設に入所した場合に限り算定するものである。

イ 大腿骨頸部骨折（大腿骨頸部骨折骨接合術、大腿骨頸部骨 イ 大腿骨頸部骨折（大腿骨頸部骨折骨接合術、大腿骨頸部骨

折人工骨頭置換術等を実施している場合に限る 折人工骨頭置換術等を実施している場合に限る

ロ 脳卒中（急性発症又は急性増悪した脳梗塞、脳出血又はく ロ 脳卒中（急性発症又は急性増悪した脳梗塞、脳出血又はく

も膜下出血の治療を実施している場合に限る も膜下出血の治療を実施している場合に限る

③ 当該加算は、計画管理病院又は計画管理病院からの転院後若 ③ 当該加算は、計画管理病院又は計画管理病院からの転院後若

しくは退院後の治療を担う保険医療機関からの退院後の療養を しくは退院後の治療を担う保険医療機関からの退院後の療養を

担う介護老人保健施設において、診療計画に基づく療養を提供 担う介護老人保健施設において、診療計画に基づく療養を提供

するとともに、退院時の患者の状態や、在宅復帰後の患者の状 するとともに、退院時の患者の状態や、在宅復帰後の患者の状

況等について、退院の属する月又はその翌月までに計画管理病 況等について、退院の属する月又はその翌月までに計画管理病

院に対して情報提供を行った場合に、算定する。 院に対して情報提供を行った場合に、算定する。

④ また、当該加算を算定する施設は、以下のいずれも満たすも ④ また、当該加算を算定する施設は、以下のいずれも満たすも

のであること。 のであること。

イ あらかじめ計画管理病院において作成された疾患や患者の イ あらかじめ計画管理病院において作成された疾患や患者の

状態等に応じた地域連携診療計画が、当該施設および連携保 状態等に応じた地域連携診療計画が、当該施設および連携保

険医療機関と共有されていること。 険医療機関と共有されていること。

ロ イについて、内容、開催日等必要な事項について診療録等 ロ イについて、内容、開催日等必要な事項について診療録等

に記録されていること。 に記録されていること。

サービス提供体制強化加算について サービス提供体制強化加算について(32） (32）

① ２の⒁①から④まで及び⑥を準用する。 ① ２の⒄①から④まで及び⑥を準用する。

② 介護保健施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看 ② 介護保健施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看

護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は 護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。 言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。
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介護職員処遇改善加算について 介護職員処遇改善加算について(33） (33）

２の⒂を準用する。 ２の⒅を準用する。

７ 介護療養施設サービス ７ 介護療養施設サービス

⑴ 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービ ⑴ 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービ

ス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費の対象となるサービ ス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費の対象となるサービ

スの範囲 スの範囲

① 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サー ① 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サー

ビス費については、医療保険の診療報酬点数表における入院基 ビス費については、医療保険の診療報酬点数表における入院基

本料（入院診療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を 本料（入院診療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を

除く 、夜間勤務等看護加算及び療養病棟療養環境加算並びに 除く 、夜間勤務等看護加算及び療養病棟療養環境加算並びに

おむつ代を含むものであること。 おむつ代を含むものであること。

② 認知症疾患型介護療養施設サービス費については、医療保険 ② 認知症疾患型介護療養施設サービス費については、医療保険

の診療報酬点数表における特定入院料（入院診療計画、院内感 の診療報酬点数表における特定入院料（入院診療計画、院内感

染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く 及びおむつ代を含むも 染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く 及びおむつ代を含むも

のであること。 のであること。

⑵ 診療録への記載 ⑵ 診療録への記載

介護療養型医療施設の入院患者に係る診療録について、医療保 介護療養型医療施設の入院患者に係る診療録について、医療保

険の診療録の様式を用いる場合にあっては 「保険者番号」の欄 険の診療録の様式を用いる場合にあっては 「保険者番号」の欄、 、

には介護保険者の番号を 「被保険者証・被保険者手帳」の「記 には介護保険者の番号を 「被保険者証・被保険者手帳」の「記、 、

号・番号」の欄には介護保険の被保険者証の番号を 「有効期限」 号・番号」の欄には介護保険の被保険者証の番号を 「有効期限」、 、

の欄には要介護認定の有効期限を 「被保険者氏名」の欄には要 の欄には要介護認定の有効期限を 「被保険者氏名」の欄には要、 、

介護状態区分をそれぞれ記載し 「資格取得 「事業所」及び「保 介護状態区分をそれぞれ記載し 「資格取得 「事業所」及び「保、 」、 、 」、

険者」の欄は空白とし 「備考欄」に医療保険に係る保険者番号 険者」の欄は空白とし 「備考欄」に医療保険に係る保険者番号、 、

等の情報を記載すること。緊急時等で医療保険に請求する医療行 等の情報を記載すること。緊急時等で医療保険に請求する医療行

為等を行った場合には、当該医療行為等に係る記載部分に下線を 為等を行った場合には、当該医療行為等に係る記載部分に下線を

。 、 。 、引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにすること なお 引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにすること なお

介護療養型医療施設の入院患者の診療録については、医療保険適 介護療養型医療施設の入院患者の診療録については、医療保険適

用病床の患者と見分けられるようにすること。 用病床の患者と見分けられるようにすること。

⑶ 所定単位数の算定単位について ⑶ 所定単位数の算定単位について

介護療養型医療施設においては、各類型の介護療養施設サービ 介護療養型医療施設においては、各類型の介護療養施設サービ

ス費のうち、介護保険適用病床の看護職員等の配置によって一種 ス費のうち、介護保険適用病床の看護職員等の配置によって一種

類を選定し届け出ることとする。病棟によって、複数の届出を行 類を選定し届け出ることとする。病棟によって、複数の届出を行

うことはできない。なお、一病棟において介護保険適用病床と医 うことはできない。なお、一病棟において介護保険適用病床と医

療保険適用病床が混在する場合には、当該病棟すべてが介護保険 療保険適用病床が混在する場合には、当該病棟すべてが介護保険

適用病床とみなして、必要な人員を確保していることが必要であ 適用病床とみなして、必要な人員を確保していることが必要であ
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る。ただし、療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成12 る。ただし、療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成12

年法律第141号）附則第２条第３項第５号に規定する経過的旧療養 年法律第141号）附則第２条第３項第５号に規定する経過的旧療養

型病床群を含む 、老人性認知症疾患療養病棟が混在している場 型病床群を含む 、老人性認知症疾患療養病棟が混在している場

合には、それぞれの類型毎に一種類を選定して届け出ること。 合には、それぞれの類型ごとに一種類を選定して届け出ること。

⑷ 「病棟」について ⑷ 「病棟」について

① 病棟の概念は、病院である医療機関の各病棟における看護体 ① 病棟の概念は、病院である医療機関の各病棟における看護体

制の一単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高 制の一単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高

層建築等の場合であって、複数階（原則として２つの階）を一 層建築等の場合であって、複数階（原則として２つの階）を一

病棟として認めることは差し支えないが、３つ以上の階を一病 病棟として認めることは差し支えないが、３つ以上の階を一病

棟とすることは、④の要件を満たしている場合に限り、特例と 棟とすることは、④の要件を満たしている場合に限り、特例と

して認められるものであること。 して認められるものであること。

② 一病棟当たりの病床数については、効率的な看護管理、夜間 ② 一病棟当たりの病床数については、効率的な看護管理、夜間

における適正な看護の確保、当該病棟に係る建物等の構造の観 における適正な看護の確保、当該病棟に係る建物等の構造の観

点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則と 点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則と

して60床以下を標準とする。 して60床以下を標準とする。

③ ②の病床数の標準を上回っている場合については、２以上の ③ ②の病床数の標準を上回っている場合については、２以上の

病棟に分割した場合には、片方について一病棟として成り立た 病棟に分割した場合には、片方について一病棟として成り立た

ない、建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である、近 ない、建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である、近

く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理 く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理

由がある場合に限り、認められるものであること。 由がある場合に限り、認められるものであること。

④ 複数階で一病棟を構成する場合についても前記②及び③と同 ④ 複数階で一病棟を構成する場合についても前記②及び③と同

様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護 様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護

職員の配置を工夫すること。 職員の配置を工夫すること。

⑸ 100床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について ⑸ 100床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について

① 医療法（昭和23年法律第205号）上の許可病床数（感染症病床 ① 医療法（昭和23年法律第205号）上の許可病床数（感染症病床

を除く が100床未満の病院においては、やむを得ない事情によ を除く が100床未満の病院においては、やむを得ない事情によ

り配置されていた職員数が１割の範囲内で減少した場合の人員 り配置されていた職員数が１割の範囲内で減少した場合の人員

基準欠如による所定単位数の減算については、当分の間、次の 基準欠如による所定単位数の減算については、当分の間、次の

とおり取り扱うものとする。 とおり取り扱うものとする。

イ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 イ 看護・介護職員の人員基準欠如については、

ａ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した ａ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した

場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至っ 場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至っ

た月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護 た月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護

費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、 費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

ｂ １割の範囲内で減少した場合には、その３月後から人員 ｂ １割の範囲内で減少した場合には、その３月後から人員
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基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員に 基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員に

ついて所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算 ついて所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算

定方法に従って減算される（ただし、翌々月の末日におい 定方法に従って減算される（ただし、翌々月の末日におい

て人員基準を満たすに至っている場合を除く 。 て人員基準を満たすに至っている場合を除く 。

ロ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その３月 ロ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その３月

後から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等 後から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等

の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定 の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定

する算定方法に従って減算される（ただし、翌々月の末日に する算定方法に従って減算される（ただし、翌々月の末日に

おいて人員基準を満たすに至っている場合を除く 。 おいて人員基準を満たすに至っている場合を除く 。

② 医療法上の許可病床数（感染症病床を除く が100床未満の病 ② 医療法上の許可病床数（感染症病床を除く が100床未満の病

院において、届け出ていた看護職員・介護職員の職員配置を満 院において、届け出ていた看護職員・介護職員の職員配置を満

たせなくなった場合のより低い所定単位数の適用（人員基準欠 たせなくなった場合のより低い所定単位数の適用（人員基準欠

如の場合を除く については、①の例によるものとすること。 如の場合を除く については、①の例によるものとすること。

⑹ 看護職員の数の算定について ⑹ 看護職員の数の算定について

看護職員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっ 看護職員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっ

ている看護職員の数であり、その算定にあたっては、看護部長等 ている看護職員の数であり、その算定にあたっては、看護部長等

（専ら、病院全体の看護管理に従事する者をいう 、当該医療機 （専ら、病院全体の看護管理に従事する者をいう 、当該医療機

関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は 関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は

中央材料室勤務等の看護職員の数は算入しない。ただし、病棟勤 中央材料室勤務等の看護職員の数は算入しない。ただし、病棟勤

務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務、集中治療室勤務、 務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務、集中治療室勤務、

褥瘡対策に係る専任の看護師等を兼務する場合は、勤務計画表に 褥瘡対策に係る専任の看護師等を兼務する場合は、勤務計画表に

よる病棟勤務の時間を比例計算のうえ、看護職員の数に算入する よる病棟勤務の時間を比例計算のうえ、看護職員の数に算入する

ことができる。なお、兼務者の時間割比例計算による算入は、兼 ことができる。なお、兼務者の時間割比例計算による算入は、兼

務者の病棟勤務延時間数を所定労働時間で除して得た数をもって 務者の病棟勤務延時間数を所定労働時間で除して得た数をもって

看護職員の人員とすること。 看護職員の人員とすること。

⑺ 夜勤体制による減算及び加算の特例について ⑺ 夜勤体制による減算及び加算の特例について

療養型介護療養施設サービス費については、所定単位数及び夜 療養型介護療養施設サービス費については、所定単位数及び夜

間勤務等看護（Ⅰ）から（Ⅲ）までを算定するための基準を夜勤 間勤務等看護（Ⅰ）から（Ⅲ）までを算定するための基準を夜勤

職員基準において定めている（第７号イにおいて準用する第２号 職員基準において定めている（第７号イにおいて準用する第２号

ロ⑴）ところであるが、その取扱いについては、以下のとおりと ロ⑴）ところであるが、その取扱いについては、以下のとおりと

すること。 すること。

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく、 ① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく、

病棟単位で職員数を届け出ること。 病棟単位で職員数を届け出ること。

② 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平 ② 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平

均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時から翌日の 均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時から翌日の
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午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう における 午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう における

延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除するこ 延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除するこ

、 。 、 。とによって算定し 小数点第３位以下は切り捨てるものとする とによって算定し 小数点第３位以下は切り捨てるものとする

③ 月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前１月又は４週間の ③ 月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前１月又は４週間の

夜勤時間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜 夜勤時間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜

勤時間帯に従事した実人員で除して得た数とし、当該月当たり 勤時間帯に従事した実人員で除して得た数とし、当該月当たり

の平均夜勤時間数の直近１月又は直近４週間の実績の平均値に の平均夜勤時間数の直近１月又は直近４週間の実績の平均値に

よって判断する。なお、届出直後においては、当該病棟の直近 よって判断する。なお、届出直後においては、当該病棟の直近

３月間又は12週間の実績の平均値が要件を満たしていれば差し ３月間又は12週間の実績の平均値が要件を満たしていれば差し

支えない。 支えない。

④ 専ら夜間勤務時間帯に従事する者（以下「夜勤専従者」とい ④ 専ら夜間勤務時間帯に従事する者（以下「夜勤専従者」とい

う については、それぞれの夜勤時間数は基準の概ね２倍以内 う については、それぞれの夜勤時間数は基準のおおむね２倍

であること。月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及び延 以内であること。月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及

夜勤時間数には、夜勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が16時 び延夜勤時間数には、夜勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が1

間以下の者は除く。ただし、１日平均夜勤職員数の算定におい 6時間以下の者は除く。ただし、１日平均夜勤職員数の算定にお

ては、全ての夜勤従事者の夜勤時間数が含まれる。 いては、全ての夜勤従事者の夜勤時間数が含まれる。

⑤ １日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれか ⑤ １日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれか

に該当する月においては、入院患者の全員について、所定単位 に該当する月においては、入院患者の全員について、所定単位

数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している病院にお 数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している病院にお

いて、届け出ていた夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合 いて、届け出ていた夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合

も同様に取り扱うものとする。 も同様に取り扱うものとする。

イ 前月において１日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により イ 前月において１日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により

確保されるべき員数から１割を超えて不足していたこと。 確保されるべき員数から１割を超えて不足していたこと。

ロ １日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべ ロ １日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべ

き員数から１割の範囲内で不足している状況が過去３月間 暦 き員数から１割の範囲内で不足している状況が過去３月間 暦（ （

月）継続していたこと。 月）継続していたこと。

ハ 前月において月平均夜勤時間数が、夜勤職員基準上の基準 ハ 前月において月平均夜勤時間数が、夜勤職員基準上の基準

時間を１割以上上回っていたこと。 時間を１割以上上回っていたこと。

ニ 月平均夜勤時間数の過去３月間（暦月）の平均が、夜勤職 ニ 月平均夜勤時間数の過去３月間（暦月）の平均が、夜勤職

員基準上の基準時間を超えていたこと。 員基準上の基準時間を超えていたこと。

⑥ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算 ⑥ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算

は算定しないものとする。 は算定しないものとする。

⑦ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の ⑦ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の

員数を置いていない場合について施設利用者全員に対して行わ 員数を置いていない場合について施設利用者全員に対して行わ

れるものであること。具体的には、ユニット部分について夜勤 れるものであること。具体的には、ユニット部分について夜勤
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体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤体 体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤体

制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が 制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が

行われること。 行われること。

⑻ 人員基準欠如による所定単位数の減算について ⑻ 人員基準欠如による所定単位数の減算について

病院である介護療養型医療施設の人員基準欠如による所定単位 病院である介護療養型医療施設の人員基準欠如による所定単位

数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第14号イ⑵において 数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第14号イ⑵において

規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりで 規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりで

あること。 あること。

① 介護療養施設サービスを行う病棟における看護職員又は介護 ① 介護療養施設サービスを行う病棟における看護職員又は介護

職員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満 職員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満

たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、 たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、

イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施 イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施

設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認 設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認

知症疾患型経過型介護療養施設サービス費については、療養 知症疾患型経過型介護療養施設サービス費については、療養

型介護療養施設サービス費の（Ⅲ）若しくは療養型経過型介 型介護療養施設サービス費の（Ⅲ）若しくは療養型経過型介

護療養施設サービス費の（Ⅱ）又は認知症疾患型介護療養施 護療養施設サービス費の（Ⅱ）又は認知症疾患型介護療養施

設サービス費の（Ⅰ （Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症 設サービス費の（Ⅰ （Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症）、 ）、

疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に100分の 疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に100分の

70を乗じて得た単位数が算定される。 70を乗じて得た単位数が算定される。

ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療 ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療

養型経過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾 養型経過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾

患型介護療養施設サービス費については、所定単位数に100分 患型介護療養施設サービス費については、所定単位数に100分

の70を乗じて得た単位数が算定される。 の70を乗じて得た単位数が算定される。

② 介護支援専門員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定 ② 介護支援専門員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定

、 、 、 、める員数を満たさない場合は 他の職種の配置数とは関係なく める員数を満たさない場合は 他の職種の配置数とは関係なく

各類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配 各類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配

置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定さ 置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定さ

れる。 れる。

③ 介護支援専門員及び介護療養施設サービスを行う病棟におけ ③ 介護支援専門員及び介護療養施設サービスを行う病棟におけ

る看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基 る看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基

準に定める員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数 準に定める員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数

に対する割合（以下「正看比率」という が２割未満である場 に対する割合（以下「正看比率」という が２割未満である場

合は、 合は、

イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施 イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施

設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認 設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認
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知症疾患型経過型介護療養施設サービス費については、療養 知症疾患型経過型介護療養施設サービス費については、療養

型介護療養施設サービス費の（Ⅲ）若しくは療養型経過型介 型介護療養施設サービス費の（Ⅲ）若しくは療養型経過型介

護療養施設サービス費の（Ⅱ）又は認知症疾患型介護療養施 護療養施設サービス費の（Ⅱ）又は認知症疾患型介護療養施

設サービス費の（Ⅰ （Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症 設サービス費の（Ⅰ （Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症）、 ）、

疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に100分の 疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に100分の

90を乗じて得た単位数が算定される。 90を乗じて得た単位数が算定される。

ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療 ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療

養型経過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾 養型経過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾

患型介護療養施設サービス費については、所定単位数に100分 患型介護療養施設サービス費については、所定単位数に100分

の90を乗じて得た単位数が算定される。 の90を乗じて得た単位数が算定される。

④ 僻地に所在する病院であって、介護支援専門員及び介護療養 ④ 僻地に所在する病院であって、介護支援専門員及び介護療養

施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数につい 施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数につい

ては指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たし、正看 ては指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たし、正看

比率も２割以上であるが、医師の員数が指定介護療養型医療施 比率も２割以上であるが、医師の員数が指定介護療養型医療施

設基準に定める員数の６割未満であるもの（医師の確保に関す 設基準に定める員数の６割未満であるもの（医師の確保に関す

る計画を都道府県知事に届け出たものに限る においては、各 る計画を都道府県知事に届け出たものに限る においては、各

類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置 類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置

に応じた所定単位数から12単位を控除して得た単位数が算定さ に応じた所定単位数から12単位を控除して得た単位数が算定さ

れる。 れる。

⑤ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道 ⑤ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道

府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院で 府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院で

あって、介護支援専門員及び介護療養施設サービスを行う病棟 あって、介護支援専門員及び介護療養施設サービスを行う病棟

における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療 における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療

施設基準に定める員数を満たしているが、医師の員数が指定介 施設基準に定める員数を満たしているが、医師の員数が指定介

護療養型医療施設基準に定める員数の６割未満であるもの（正 護療養型医療施設基準に定める員数の６割未満であるもの（正

看比率は問わない）においては、療養型介護療養施設サービス 看比率は問わない）においては、療養型介護療養施設サービス

（ ） （ ） （ ） （ ）費の Ⅲ 若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の Ⅱ 費の Ⅲ 若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の Ⅱ

又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の（Ⅰ （Ⅳ）若し 又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の（Ⅰ （Ⅳ）若し）、 ）、

くは（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス くは（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス

費の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。 費の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。

⑥ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数 ⑥ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数

の減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和23年厚生省 の減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和23年厚生省

令第50号）第49条の規定が適用される病院に係る減算は適用さ 令第50号）第49条の規定が適用される病院に係る減算は適用さ

れない。 れない。

⑼ 所定単位数を算定するための施設基準について ⑼ 所定単位数を算定するための施設基準について
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療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービ 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービ

ス費又は認知症疾患型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単 ス費又は認知症疾患型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単

位数を算定するためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の 位数を算定するためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の

員数以上配置されることのほか、次に掲げる基準を満たす必要が 員数以上配置されることのほか、次に掲げる基準を満たす必要が

あること。 あること。

① 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設 ① 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設

サービス費、ユニット療養型介護療養施設サービス費又はユニ サービス費、ユニット療養型介護療養施設サービス費又はユニ

ット型療養型経過型介護療養施設サービス費（施設基準第63号 ット型療養型経過型介護療養施設サービス費（施設基準第62号

において準用する施設基準第17号ニからヘまで） において準用する施設基準第14号ニからヘまで）

イ 看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であること。 イ 看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であること。

ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如 ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如

になっていないこと。 になっていないこと。

ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。 ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。

ａ ユニット型でない場合 ａ ユニット型でない場合

⒜ 一の病室の病床数が４床以下であること。 ⒜ 一の病室の病床数が４床以下であること。

⒝ 入院患者１人当たりの病室の床面積が6.4平方メートル ⒝ 入院患者１人当たりの病室の床面積が6.4平方メートル

以上であること。 以上であること。

⒞ 隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8メートル（両 ⒞ 隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8メートル（両

側に居室がある廊下については、2.7メートル）以上であ 側に居室がある廊下については、2.7メートル）以上であ

ること。ただし、療養型経過型介護療養施設サービス費 ること。ただし、療養型経過型介護療養施設サービス費

を算定する介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊 を算定する介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊

下については、1.2メートル（両側に居室がある廊下につ 下については、1.2メートル（両側に居室がある廊下につ

いては、1.6メートル）以上とする。 いては、1.6メートル）以上とする。

ｂ ユニット型の場合 ｂ ユニット型の場合

⒜ 一の病院の定員は、１人とすること。ただし、入院患 ⒜ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患

者への介護療養施設サービスの提供上必要と認められる 者への介護療養施設サービスの提供上必要と認められる

場合は、２人とすることができること。 場合は、二人とすることができること。

⒝ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該 ⒝ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該

ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。

ただし、一のユニットの入院患者の定員は、概ね10人以 ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね10

下としなければならないこと。 人以下としなければならないこと。

⒞ 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 ⒞ 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。

（ⅰ） 10.65平方メートル以上とすること。ただし⒜た （ⅰ） 10.65平方メートル以上とすること。ただし⒜た

だし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上と だし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上と

すること。 すること。
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（ⅱ） ユニットに属さない病室を改修したものについ （ⅱ） ユニットに属さない病室を改修したものについ

ては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とし ては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とし

た上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一 た上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一

定の隙間が生じていても差し支えないこと。 定の隙間が生じていても差し支えないこと。

⒟ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 ⒟ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

ニ 機能訓練室が内法による測定で40平方メートル以上の床面 ニ 機能訓練室が内法による測定で40平方メートル以上の床面

積を有すること。 積を有すること。

ホ 入院患者１人につき１平方メートル以上の広さを有する食 ホ 入院患者１人につき１平方メートル以上の広さを有する食

堂、及び浴室を有すること（ユニット型個室及びユニット型 堂、及び浴室を有すること（ユニット型個室及びユニット型

準個室を除く 。 準個室を除く 。

（新設） ② 療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ （ⅱ （ⅲ （ⅴ）若） ）、 ）、

しくは（ⅵ （Ⅱ （ⅱ）若しくは（ⅳ）又はユニット型療養）、 ）

型介護療養施設サービス費（Ⅱ （Ⅲ （Ⅴ）若しくは（Ⅵ）を） ）

算定するための基準について

３の⑸②を準用する。この場合において 「当該基準を満た、

す利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニ

に示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要

領に示す記号を用いてその状態を記入すること 」とあるのは、。

「当該基準を満たす患者については、給付費請求明細書の摘要

欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかに

、 。ついて 記載要領に示す記号を用いてその状態を記入すること

また、すべての患者（短期入所療養介護の利用者を除く ）に。

ついて、医療資源を最も投入した傷病名を、医科診療報酬にお

ける診断群分類(DPC)コードの上６桁を用いて記載すること 」。

と読み替えるものとする。なお、DPCコードの上６桁を用いた傷

病名については、平成27年度中においては記載するよう努める

ものとし、詳細は別途通知するところによるものとする。

② 診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介 ③ 診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介

護療養施設サービス費（施設基準第63号において準用する施設 護療養施設サービス費（施設基準第62号において準用する施設

基準第17号チ及びリ） 基準第14号チ及びリ）

イ 療養病室が、次の基準を満たすこと。 イ 療養病室が、次の基準を満たすこと。

ａ ユニット型でない場合 ａ ユニット型でない場合

⒜ 一の病室の病床数が４床以下であること。 ⒜ 一の病室の病床数が４床以下であること。

⒝ 入院患者１人当たりの病室の床面積が6.4平方メートル ⒝ 入院患者１人当たりの病室の床面積が6.4平方メートル

以上であること。 以上であること。
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⒞ 隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8メートル（両 ⒞ 隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8メートル（両

側に居室がある廊下については、2.7メートル）以上であ 側に居室がある廊下については、2.7メートル）以上で

ること。 あること。

ｂ ユニット型の場合 ｂ ユニット型の場合

⒜ 一の病院の定員は、１人とすること。ただし、入院患 ⒜ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患

者への介護療養施設サービスの提供上必要と認められる 者への介護療養施設サービスの提供上必要と認められる

場合は、２人とすることができること。 場合は、２人とすることができること。

⒝ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該 ⒝ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該

ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。

ただし、一のユニットの入院患者の定員は、概ね10人以 ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね10

下としなければならないこと。 人以下としなければならないこと。

⒞ 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 ⒞ 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。

（ ） 。 、（ ） （ ） 。 、（ ）ⅰ 10.65平方メートル以上とすること ただし a ⅰ 10.65平方メートル以上とすること ただし a

ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上 ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上

とすること。 とすること。

（ⅱ） ユニットに属さない病室を改修したものについ （ⅱ） ユニットに属さない病室を改修したものについ

ては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とし ては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とし

た上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一 た上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一

定の隙間が生じていても差し支えないこと。 定の隙間が生じていても差し支えないこと。

⒟ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 ⒟ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

ロ 入院患者１人につき、１平方メートル以上の広さを有する ロ 入院患者１人につき、１平方メートル以上の広さを有する

食堂、及び浴室を有すること（ユニット型個室、ユニット型 食堂、及び浴室を有すること（ユニット型個室、ユニット型

準個室を除く 。 準個室を除く 。

（新設） ④ 診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ （ⅱ （ⅲ （ⅴ 、） ）、 ）、 ）

若しくは（ⅵ）又はユニット型診療所型介護療養施設サービス

費（Ⅱ （Ⅲ （Ⅴ）若しくは（Ⅵ）を算定するための基準につ） ）

いて

３の⑸③を準用する。この場合において 「当該基準を満た、

す利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニ

に示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要

領に示す記号を用いてその状態を記入すること 」とあるのは、。

「当該基準を満たす患者については、給付費請求明細書の摘要

欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかに

、 。ついて 記載要領に示す記号を用いてその状態を記入すること

また、すべての患者（短期入所療養介護の利用者を除く ）に。
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ついて、医療資源を最も投入した傷病名を、医科診療報酬にお

ける診断群分類(DPC)コードの上６桁を用いて記載すること 」。

と読み替えるものとする。なお、DPCコードの上６桁を用いた傷

病名については、平成27年度中においては記載するよう努める

ものとし、詳細は別途通知するところによるものとする。

③ 認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型 ⑤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型

介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養 介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養

施設サービス費（施設基準第63号において準用する施設基準第1 施設サービス費（施設基準第62号において準用する施設基準第1

7号ルからワまで） 4号ルからワまで）

イ 看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であること。 イ 看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であること。

ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如 ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如

になっていないこと。 になっていないこと。

。 。ハ 老人性認知症疾患療養病棟の病室が次の基準を満たすこと ハ 老人性認知症疾患療養病棟の病室が次の基準を満たすこと

ａ 一の病室の病床数が４床以下であること。 ａ 一の病室の病床数が４床以下であること。

ｂ 入院患者１人当たりの病室の床面積が6.4平方メートル以 ｂ 入院患者１人当たりの病室の床面積が6.4平方メートル以

上であること。 上であること。

ｃ 隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8メートル（両側 ｃ 隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8メートル（両側

に居室がある廊下については、2.7メートル）以上であるこ に居室がある廊下については、2.7メートル）以上であるこ

と。ただし、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費 と。ただし、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費

を算定する介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下 を算定する介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下

については、1.2メートル（両側に居室がある廊下について については、1.2メートル（両側に居室がある廊下について

は、1.6メートル）以上とする。 は、1.6メートル）以上とする。

⑽ 介護療養施設サービス費を算定するための基準について ⑽ 介護療養施設サービス費を算定するための基準について

① 介護療養施設サービス費は、施設基準第67号に規定する基準 ① 介護療養施設サービス費は、施設基準第66号に規定する基準

に従い、以下の通り、算定すること。 に従い、以下の通り、算定すること。

イ 施設基準第67号イに規定する介護療養施設サービス費 イ 施設基準第66号イに規定する介護療養施設サービス費

介護療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員 介護療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員

が一人のものに限る （｢従来型個室」という の入院患者に が一人のものに限る （｢従来型個室」という の入院患者に

対して行われるものであること。 対して行われるものであること。

ロ 施設基準第67号ロに規定する介護療養施設サービス費 ロ 施設基準第66号ロに規定する介護療養施設サービス費

介護療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員 介護療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員

が２人以上のものに限る （｢多床室」という の入院患者に が２人以上のものに限る （｢多床室」という の入院患者に

対して行われるものであること。 対して行われるものであること。

ハ 施設基準第67号ハに規定する介護療養施設サービス費 ハ 施設基準第66号ハに規定する介護療養施設サービス費

介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（健康保 介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介
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険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第1 護療養型医療施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅰ 、第40）

（ ） （ ）30条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ 条第２項第１号イ⑶ ⅰ 又は第41条第２項第１号イ⑶ ⅰ

れた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する を満たすものに限る （｢ユニット型個室」という の入院患

基準（平成12年厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療 者に対して行われるものであること。

施設基準」という 第39条第２項第１号イ⑶（ⅰ 、第40条）

第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）

を満たすものに限る （｢ユニット型個室」という の入院患

者に対して行われるものであること。

ニ 施設基準第67号ニに規定する介護療養施設サービス費 ニ 施設基準第66号ニに規定する介護療養施設サービス費

介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介 介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介

護療養型医療施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅱ 、第40 護療養型医療施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅱ 、第40） ）

（ ） （ ） （ ） （ ）条第２項第１号イ⑶ ⅱ 又は第41条第２項第１号イ⑶ ⅱ 条第２項第１号イ⑶ ⅱ 又は第41条第２項第１号イ⑶ ⅱ

を満たすものに限るものとし、指定介護療養型医療施設基準 を満たすものに限るものとし、指定介護療養型医療施設基準

介護老人保健施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅰ 、第40 介護老人保健施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅰ 、第40） ）

（ ） （ ） （ ） （ ）条第２項第１号イ⑶ ⅰ 又は第41条第２項第１号イ⑶ ⅰ 条第２項第１号イ⑶ ⅰ 又は第41条第２項第１号イ⑶ ⅰ

（指定居宅サービス基準改正省令附則第７条第１項の規定に （指定居宅サービス基準改正省令附則第７条第１項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む を満たすものを除く より読み替えて適用する場合を含む を満たすものを除く

（｢ユニット型準個室」という の入院患者に対して行われる （｢ユニット型準個室」という の入院患者に対して行われる

ものであること。 ものであること。

② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サー ② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サー

ビス費の注１による届出がなされているものについては、ユニ ビス費の注１による届出がなされているものについては、ユニ

ット型介護療養施設サービス費を算定するものとすること。 ット型介護療養施設サービス費を算定するものとすること。

⑾ ユニットにおける職員に係る減算について ⑾ ユニットにおける職員に係る減算について

５の⑷を準用する。 ５の⑷を準用する。

⑿ 身体拘束廃止未実施減算について ⑿ 身体拘束廃止未実施減算について

５の⑸を準用する。 ５の⑸を準用する。

⒀ 療養環境減算の適用について ⒀ 療養環境減算の適用について

① 病院療養病床療養環境減算の基準 ① 病院療養病床療養環境減算の基準

病院療養病床療養環境減算は、指定介護療養型医療施設基準 病院療養病床療養環境減算は、指定介護療養型医療施設基準

附則第７条に規定する病床転換による旧療養型病床群又は医療 附則第７条に規定する病床転換による旧療養型病床群又は医療

法施行規則の一部を改正する省令（平成13年厚生労働省令第８ 法施行規則の一部を改正する省令（平成13年厚生労働省令第８

号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という 附則 号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という 附則

第41条の規定の適用を受ける療養病床に係る病室であって、隣 第41条の規定の適用を受ける療養病床に係る病室であって、隣

接する廊下の幅が内法による測定で1.8メートル（両側に居室が 接する廊下の幅が内法による測定で1.8メートル（両側に居室が

ある廊下については、2.7メートル）未満である場合に適用され ある廊下については、2.7メートル）未満である場合に適用され
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ること （施設基準第65号において準用する施設基準第21号） ること （施設基準第64号において準用する施設基準第19号）。 。

② 診療所療養病床設備基準減算の基準 ② 診療所療養病床設備基準減算の基準

診療所療養病床設備基準減算は、指定介護療養型医療施設基 診療所療養病床設備基準減算は、指定介護療養型医療施設基

準附則第12条に規定する病床転換による診療所旧療養型病床群 準附則第12条に規定する病床転換による診療所旧療養型病床群

又は平成13年医療法施行規則等改正省令附則第41条の規定の適 又は平成13年医療法施行規則等改正省令附則第41条の規定の適

用を受ける療養病床に係る病室にあっては、隣接する廊下の幅 用を受ける療養病床に係る病室にあっては、隣接する廊下の幅

が内法による測定で1.8メートル（両側に居室がある廊下につい が内法による測定で1.8メートル（両側に居室がある廊下につい

ては、2.7メートル）未満であること （施設基準第66号におい ては、2.7メートル）未満であること （施設基準第65号におい。 。

て準用する施設基準第22号） て準用する施設基準第20号）

③ 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合 ③ 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合

特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合

（ユニット型個室・２人室、ユニット型準個室・２人室、ユニ （ユニット型個室・２人室、ユニット型準個室・２人室、ユニ

ット型個室・ユニット型準個室以外の個室、２人室を除く に ット型個室・ユニット型準個室以外の個室、２人室を除く に

あっては、当該病室に入院している患者について、病院療養病 あっては、当該病室に入院している患者について、病院療養病

床療養環境減算（Ⅲ）又は診療所療養病床療養環境減算（Ⅱ） 床療養環境減算（Ⅲ）又は診療所療養病床療養環境減算（Ⅱ）

を適用するものとすること。 を適用するものとすること。

④ 病棟ごとの適用の原則 ④ 病棟ごとの適用の原則

療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うも 療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うも

のであり、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場 のであり、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場

合には、同一施設であっても異なる療養環境減算の適用を受け 合には、同一施設であっても異なる療養環境減算の適用を受け

ることとなること。 ることとなること。

⒁ 若年性認知症患者受入加算について ⒁ 若年性認知症患者受入加算について

２の⑽を準用する。 ２の⑽を準用する。

⒂ 入院患者が外泊したときの費用の算定について ⒂ 入院患者が外泊したときの費用の算定について

６の⑿を準用する。 ６の⑿を準用する。

⒃ 入院患者が試行的退院したときの費用の算定について ⒃ 入院患者が試行的退院したときの費用の算定について

① 試行的退院サービスの提供を行うに当たっては、その病状及 ① 試行的退院サービスの提供を行うに当たっては、その病状及

び身体の状況に照らし、退院して居宅において生活ができるか び身体の状況に照らし、退院して居宅において生活ができるか

どうかについて医師、薬剤師（配置されている場合に限る 、 どうかについて医師、薬剤師（配置されている場合に限る 、

看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、退院 看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、退院

して、その居宅において療養を継続する可能性があるかどうか して、その居宅において療養を継続する可能性があるかどうか

検討すること。 検討すること。

、 、 、 、② 当該入院患者又は家族に対し この加算の趣旨を十分説明し ② 当該入院患者又は家族に対し この加算の趣旨を十分説明し

同意を得た上で実施すること。 同意を得た上で実施すること。

、 、③ 試行的退院サービスによる居宅サービスの提供に当たっては ③ 試行的退院サービスによる居宅サービスの提供に当たっては



- 111 -

介護療養型医療施設の介護支援専門員が、試行的退院サービス 介護療養型医療施設の介護支援専門員が、試行的退院サービス

に係る居宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指 に係る居宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指

定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可 定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した 能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した

日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成するこ 日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成するこ

と。 と。

④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 ④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。

イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導

ロ 当該入院患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び ロ 当該入院患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び

向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓 向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓

練、食事訓練、排泄訓練の指導 練、食事訓練、排泄訓練の指導

ハ 家屋の改善の指導 ハ 家屋の改善の指導

ニ 当該入院患者の介助方法の指導 ニ 当該入院患者の介助方法の指導

⑤ 試行的退院サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指 ⑤ 試行的退院サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指

定居宅サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅サー 定居宅サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅サー

ビスを提供することとし、居宅サービスの提供を行わない場合 ビスを提供することとし、居宅サービスの提供を行わない場合

はこの加算は対象とならないこと。 はこの加算は対象とならないこと。

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定 ⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定

方法は、５の⒁の①及び②を準用する。１回の試行的退院サー 方法は、５の⒁の①及び②を準用する。１回の試行的退院サー

ビス費が月をまたがる場合であっても、連続して算定できるの ビス費が月をまたがる場合であっても、連続して算定できるの

は６日以内とする。 は６日以内とする。

⑦ 利用者の試行的退院期間中は、当該利用者の同意があれば、 ⑦ 利用者の試行的退院期間中は、当該利用者の同意があれば、

そのベッドを短期入所療養介護に活用することは可能であるこ そのベッドを短期入所療養介護に活用することは可能であるこ

と。この場合において試行的退院サービス費を併せて算定する と。この場合において試行的退院サービス費を併せて算定する

ことは可能であること。 ことは可能であること。

⑧ 試行的退院期間が終了してもその居宅に退院できない場合に ⑧ 試行的退院期間が終了してもその居宅に退院できない場合に

おいては、介護療養型医療施設で療養を続けることとなるが、 おいては、介護療養型医療施設で療養を続けることとなるが、

居宅において療養が続けられない理由等を分析した上でその問 居宅において療養が続けられない理由等を分析した上でその問

題解決に向けたリハビリ等を行うため、施設サービス計画の変 題解決に向けたリハビリ等を行うため、施設サービス計画の変

更を行うとともに適切な支援を行うこと。 更を行うとともに適切な支援を行うこと。

⒄ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて ⒄ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて

５の⒄を準用する。 ５の⒄を準用する。

⒅ 栄養マネジメント加算について ⒅ 栄養マネジメント加算について

５の⒅を準用する。 ５の⒅を準用する。

⒆ 経口移行加算について ⒆ 経口移行加算について
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５の⒆を準用する。 ５の⒆を準用する。

⒇ 経口維持加算について ⒇ 経口維持加算について

５の⒇を準用する。 ５の⒇を準用する。

口腔機能維持管理体制加算について 口腔衛生管理体制加算について(21） (21）

５の を準用する。 ５の を準用する。（21） （21）

口腔機能維持管理加算について 口腔衛生管理加算について(22） (22）

５の を準用する。 ５の を準用する。（22） （22）

療養食加算について 療養食加算について(23） (23）

２の⑾を準用する。 ５の を準用する。（23）

認知症専門ケア加算について 認知症専門ケア加算について(24） (24）

５の を準用する。 ５の を準用する。（27） （27）

認知症行動・心理症状緊急対応加算について 認知症行動・心理症状緊急対応加算について(25） (25）

５の を準用する。 ５の を準用する。（28） （28）

サービス提供体制強化加算について サービス提供体制強化加算について(26） (26）

① ２の⒁①から④まで及び⑥を準用する。 ① ２の⒄①から④まで及び⑥を準用する。

② 介護療養施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看 ② 介護療養施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看

護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士として勤務を行 護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士として勤務を行

う職員を指すものとする。 う職員を指すものとする。

入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について 入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について(27） (27）

① 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因とな ① 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因とな

った傷病以外の傷病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外で った傷病以外の傷病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外で

の診療の必要が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求 の診療の必要が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求

めることを原則とする。 めることを原則とする。

② 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該 ② 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該

介護療養施設サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った 介護療養施設サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った

場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。 場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。

③ ②にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に ③ ②にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に

対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合（当該介護療養 対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合（当該介護療養

型医療施設に当該診療に係る診療科がない場合に限る であっ 型医療施設に当該診療に係る診療科がない場合に限る であっ

て、当該患者に対し当該診療が行われた場合（当該診療に係る て、当該患者に対し当該診療が行われた場合（当該診療に係る

専門的な診療科を標榜する他医療機関（特別の関係にあるもの 専門的な診療科を標榜する他医療機関（特別の関係にあるもの

を除く において、別途定める診療行為が行われた場合に限る を除く において、別途定める診療行為が行われた場合に限る

は、当該他医療機関において診療が行われた日に係る介護療 は、当該他医療機関において診療が行われた日に係る介護療

養施設サービス費は、１月に４日を限度として所定単位数に代 養施設サービス費は、１月に４日を限度として所定単位数に代

えて１日につき632単位を算定するものとする。 えて１日につき632単位を算定するものとする。
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当該所定単位数を算定した日においては、特定診療費に限り 当該所定単位数を算定した日においては、特定診療費に限り

別途算定できる。 別途算定できる。

④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することので ④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することので

きる診療が行われた場合には、当該患者が入院している介護療 きる診療が行われた場合には、当該患者が入院している介護療

養型医療施設において、当該他医療機関に対し、当該診療に必 養型医療施設において、当該他医療機関に対し、当該診療に必

要な情報（当該介護療養型医療施設での介護療養施設サービス 要な情報（当該介護療養型医療施設での介護療養施設サービス

費及び必要な診療科を含む を文書により提供する（これらに 費及び必要な診療科を含む を文書により提供する（これらに

要する費用は患者の入院している介護療養型医療施設が負担す 要する費用は患者の入院している介護療養型医療施設が負担す

る とともに、診療録にその写しを添付する。 る とともに、診療録にその写しを添付する。

⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。 ⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。

ア 当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれか ア 当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれか

に該当する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特別 に該当する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特別

の関係にあると認められる。 の関係にあると認められる。

（イ） 当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設 （イ） 当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設

者と同一の場合 者と同一の場合

（ロ） 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表 （ロ） 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表

者と同一の場合 者と同一の場合

（ハ） 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表 （ハ） 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表

者の親族等の場合 者の親族等の場合

（ニ） 当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等 （ニ） 当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等

のうち、当該他の医療機関の役員等の親族等の占める のうち、当該他の医療機関の役員等の親族等の占める

割合が10分の３を超える場合 割合が10分の３を超える場合

ホ イ から ニ までに掲げる場合に準ずる場合 人 ホ イ から ニ までに掲げる場合に準ずる場合 人（ ） （ ） （ ） （ （ ） （ ） （ ） （

事、資金等の関係を通じて、当該医療機関が、当該他 事、資金等の関係を通じて、当該医療機関が、当該他

の医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えるこ の医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えるこ

とができると認められる場合に限る とができると認められる場合に限る

イ 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。 イ 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。

ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者 ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者

をいう。 をいう。

（イ） 事実上婚姻関係と同様の事情にある者 （イ） 事実上婚姻関係と同様の事情にある者

（ロ） 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける （ロ） 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける

金銭その他の財産によって生計を維持しているもの 金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

（ハ） （イ）又は（ロ）に掲げる者の親族でこれらの者と （ハ） （イ）又は（ロ）に掲げる者の親族でこれらの者と

生計を一にしているもの 生計を一にしているもの

初期加算について 初期加算について(28） (28）



- 114 -

６の⒂を準用する。 ６の⒂を準用する。

退院時指導等加算について 退院時指導等加算について(29） (29）

６の⒄（⑤のイの訪問看護指示書の様式に係る部分を除く を ６の⒄（⑤のイの訪問看護指示書の様式に係る部分を除く を

準用する。この場合において、①のイ中「介護療養型老人保健施 準用する。この場合において、①のイ中「介護療養型老人保健施

設」とあるのは 「介護療養型医療施設」と読み替えるものとす 設」とあるのは 「介護療養型医療施設」と読み替えるものとす、 、

る。 る。

在宅復帰支援機能加算について 在宅復帰支援機能加算について(30） (30）

５の を準用する。 ５の を準用する。（25） （25）

特定診療費について 特定診療費について(31） (31）

別途通知するところによるものとする。 別途通知するところによるものとする。

介護職員処遇改善加算について 介護職員処遇改善加算について(32） (32）

２の⒂を準用する。 ２の⒅を準用する。
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○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月17日老計発0317001・老振発0
317001・老老発0317001、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知 （抄））

（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

第一 届出手続の運用 第一 届出手続の運用

１ 届出の受理 １ 届出の受理

⑴ 届出書類の受取り ⑴ 届出書類の受取り

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー 指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー

ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷 ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷

地内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可 地内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可

とする 。 とする 。。） 。）

⑵ 要件審査 ⑵ 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜 届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜

補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として２週 補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として２週

間以内を標準とし、遅くても概ね１月以内とすること（相手方の 間以内を標準とし、遅くてもおおむね１月以内とすること（相手

補正に要する時間は除く 。 方の補正に要する時間は除く 。。） 。）

⑶ 届出の受理 ⑶ 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応 要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応

じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

⑷ 国保連合会等への通知 ⑷ 国保連合会等への通知

届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体 届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体

連合会（以下「国保連合会」という ）に通知すること。 連合会（以下「国保連合会」という ）に通知すること。。 。

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 ⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以 届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以

下同じ ）については、適正な支給限度額管理のため、利用者や 下同じ ）については、適正な支給限度額管理のため、利用者や。 。

介護予防支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出 介護予防支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出

が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされ が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされ

た場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。 た場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者 また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者

生活介護については、届出に係る加算等については、届出が受理 生活介護については、届出に係る加算等については、届出が受理

された日が属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日であ された日が属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日であ
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る場合は当該月）から算定を開始するものとすること。 る場合は当該月）から算定を開始するものとすること。

ただし、平成24年４月から算定を開始する加算等の届出につい ただし、平成27年４月から算定を開始する加算等の届出につい

ては、前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防 ては、前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防

居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予 居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予

防支援に係るものについては、同年３月25日以前に、介護予防短 防支援に係るものについては、同年４月１日以前に、介護予防短

期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に係るもの 期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に係るもの

については、同年４月１日までになされれば足りるものとする。 については、同年４月１日までになされれば足りるものとする。

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリ 介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリ

テーションについては、月額定額報酬であることから、月途中か テーションについては、月額定額報酬であることから、月途中か

らのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、 らのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、

原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定する 原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定する

こととし、日割り計算は行わない。 こととし、日割り計算は行わない。

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、② ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②

要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転 要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転

、 。 、 。居等により事業所を変更した場合については 日割り計算による 居等により事業所を変更した場合については 日割り計算による

また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り

計算により、それぞれの単位数を算定するものとする。なお、要 計算により、それぞれの単位数を算定するものとする。なお、要

支援二であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場 支援二であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場

、 、 、 、 、 、合であって 月途中に 要支援１に変更となった場合については 合であって 月途中に 要支援１に変更となった場合については

認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。

２ 届出事項の公開 ２ 届出事項の公開

届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者 届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者

においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになる においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになる

こと。 こと。

３ 届出事項に係る事後調査の実施 ３ 届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後 届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後

的な調査を行うこと。 的な調査を行うこと。

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場 ４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場

合の届出の取扱い 合の届出の取扱い

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないこ ① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないこ

とが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該 とが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該

届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該 届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該

届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体 届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体

が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領し が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領し

ていた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは ていた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは
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当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、 当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、

厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪 厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪

質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。 質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至る ② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至る

までは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致して までは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致して

いないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場 いないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場

合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。 合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い ５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場

合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに 合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに

その旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定 その旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定

されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの

とする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定につい とする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定につい

て請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は て請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は

不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である 不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である

が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。 が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 ６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業 ４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業

所においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護 所においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護

給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞ 給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞ

。 、 。 、れの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること その場合 れの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること その場合

返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保 返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保

存しておくこと。 存しておくこと。

第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項

１ 通則 １ 通則

⑴ 算定上における端数処理について ⑴ 算定上における端数処理について

単位数の算定については 基本となる単位数に加減算の計算 何 単位数の算定については 基本となる単位数に加減算の計算 何、 （ 、 （

らかの割合を乗ずる計算に限る ）を行う度に、小数点以下の端 らかの割合を乗ずる計算に限る ）を行う度に、小数点以下の端。 。

数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数 数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数

値に割合を乗じていく計算になる。 値に割合を乗じていく計算になる。

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合 なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合

成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理 成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理

をした単位数(整数値)である。 をした単位数(整数値)である。

⑵ サービス種類相互の算定関係について ⑵ サービス種類相互の算定関係について

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共 介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共
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同生活介護費を受けている間については、その他の介護予防サー 同生活介護費を受けている間については、その他の介護予防サー

ビス費又は地域密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管 ビス費又は地域密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管

理指導費を除く ）は算定しないものであること。ただし、指定 理指導費を除く ）は算定しないものであること。ただし、指定。 。

介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当 介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の介護予 該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の介護予

防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用させることは 防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用させることは

差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介護 差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介護

又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護 又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護

、 、 、 、 、 、予防訪問介護費 介護予防訪問入浴介護費 介護予防訪問看護費 予防訪問介護費 介護予防訪問入浴介護費 介護予防訪問看護費

介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通所介護費及び介 介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通所介護費及び介

護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応型通 護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応型通

所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護費は算定しないも 所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護費は算定しないも

のであること。 のであること。

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所 なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所

生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者について 生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者について

も算定が可能であること。 も算定が可能であること。

⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について ⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日） 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）

については、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーシ については、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリ ョン費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリ

テーション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サー テーション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サー

ビスは別に算定できるが、介護予防短期入所サービスにおいても ビスは別に算定できるが、介護予防短期入所サービスにおいても

、 （ ） 、 （ ）機能訓練やリハビリテーションを行えることから 退所 退院日 機能訓練やリハビリテーションを行えることから 退所 退院日

に介護予防通所介護を機械的に組み込むといった介護予防サービ に介護予防通所介護を機械的に組み込むといった介護予防サービ

ス計画は適正でない。 ス計画は適正でない。

なお、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用 なお、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用

する介護予防訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所 する介護予防訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所

（入院）前に介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーシ （入院）前に介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーシ

ョンを機械的に組み込むといった介護予防サービス計画は適正で ョンを機械的に組み込むといった介護予防サービス計画は適正で

はない。 はない。

⑷ 同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合 ⑷ 同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合

の取扱いについて の取扱いについて

利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用す 利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用す

ることを原則とする。ただし、介護予防訪問介護と介護予防訪問 ることを原則とする。ただし、介護予防訪問介護と介護予防訪問

看護、又は介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーション 看護、又は介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーション
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を、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の を、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の

状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護の 状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護の

ために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービス ために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービス

についてそれぞれの所定単位数が算定される。 についてそれぞれの所定単位数が算定される。

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について ⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について

、 、 、 、 、 、介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成９年法律第 介護予防訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成９年法律第

123号)第８条の２の定義上、要支援者の居宅において行われるも 123号)第８条の２の定義上、要支援者の居宅において行われるも

のとされており、要支援者の居宅以外で行われるものは算定でき のとされており、要支援者の居宅以外で行われるものは算定でき

ない。 ない。

⑹ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について ⑹ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① 加算の算定要件として「 認知症高齢者の日常生活自立度判 ① 加算の算定要件として「 認知症高齢者の日常生活自立度判「 「

定基準」の活用について （平成５年10月26日老健第135号厚生 定基準」の活用について （平成５年10月26日老健第135号厚生」 」

省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生 省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生

活自立度 （以下「日常生活自立度」という ）を用いる場合の 活自立度 （以下「日常生活自立度」という ）を用いる場合の」 。 」 。

日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治 日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治

医意見書（以下この号において「判定結果」という ）を用い 医意見書（以下この号において「判定結果」という ）を用い。 。

るものとする。 るものとする。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、介護予防 ② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、介護予防

サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものと サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものと

する。また、主治医意見書とは 「要介護認定等の実施につい する。また、主治医意見書とは 「要介護認定等の実施につい、 、

て （平成21年９月30日老発0930第５号厚生労働省老健局長通 て （平成21年９月30日老発0930第５号厚生労働省老健局長通」 」

知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の 知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の

聴取」に規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関する 聴取」に規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関する

意見 (1)日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常 意見 (1)日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常

生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結 生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結

、 。 、 。果がある場合にあっては 最も新しい判定を用いるものとする 果がある場合にあっては 最も新しい判定を用いるものとする

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて ③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて

同意が得られていない場合を含む ）にあっては 「要介護認定 同意が得られていない場合を含む ）にあっては 「要介護認定。 、 。 、

等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中 等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中

「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票 「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票

（基本調査 」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記 （基本調査 」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記） ）

載を用いるものとする。 載を用いるものとする。

⑺ 栄養管理について ⑺ 栄養管理について

介護サービス事業者は、利用者に対し、各利用者の年齢、心身 介護サービス事業者は、利用者に対し、各利用者の年齢、心身
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の状況に応じた栄養状態の管理を適切に実施すること。特に、介 の状況に応じた栄養状態の管理を適切に実施すること。特に、介

護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護において 護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護において

は、常勤の管理栄養士又は栄養士が、各利用者の年齢等に応じて は、常勤の管理栄養士又は栄養士が、各利用者の年齢等に応じて

適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者 適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者

の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。 の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。

２ 介護予防訪問介護費 ２ 介護予防訪問介護費

⑴ 介護予防訪問介護の意義について ⑴ 介護予防訪問介護の意義について

注１の「介護予防訪問介護」については 「身体介護中心型」 注１の「介護予防訪問介護」については 「身体介護中心型」、 、

「 」 。 、 「 」 。 、及び 生活援助中心型 の区分を一本化することとする ただし 及び 生活援助中心型 の区分を一本化することとする ただし

介護予防訪問介護においては、通院等のための乗車又は降車の介 介護予防訪問介護においては、通院等のための乗車又は降車の介

助が中心である場合の単位数（以下この号において「通院等乗降 助が中心である場合の単位数（以下この号において「通院等乗降

介助」という ）は算定しないこととし、通院等乗降介助以外の 介助」という ）は算定しないこととし、通院等乗降介助以外の。 。

サービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱いとする。 サービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱いとする。

⑵ 介護予防訪問介護費の支給区分 ⑵ 介護予防訪問介護費の支給区分

介護予防訪問介護費については、月当たりの定額払いによるこ 介護予防訪問介護費については、月当たりの定額払いによるこ

ととする。注１に掲げる各支給区分（介護予防訪問介護費(Ⅰ)、 ととする。注１に掲げる各支給区分（介護予防訪問介護費(Ⅰ)、

(Ⅱ)又は(Ⅲ)をいう。以下同じ ）の算定に関する取扱いは次に (Ⅱ)又は(Ⅲ)をいう。以下同じ ）の算定に関する取扱いは次に。 。

定めるところによる。 定めるところによる。

・ あらかじめ、介護予防支援事業者による適切なアセスメント ・ あらかじめ、介護予防支援事業者による適切なアセスメント

により作成された介護予防サービス計画において、サービス担 により作成された介護予防サービス計画において、サービス担

当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案し 当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案し

て、標準的に想定される１週当たりのサービス提供頻度に基づ て、標準的に想定される１週当たりのサービス提供頻度に基づ

き、各区分を位置付けること。 き、各区分を位置付けること。

・ その際、１回当たりのサービス提供時間については、介護予 ・ その際、１回当たりのサービス提供時間については、介護予

防サービス計画において設定された生活機能向上に係る目標の 防サービス計画において設定された生活機能向上に係る目標の

達成状況に応じて必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が 達成状況に応じて必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が

作成する介護予防訪問介護計画に位置付けること。なお、サー 作成する介護予防訪問介護計画に位置付けること。なお、サー

ビス提供の時間や回数については、利用者の状態の変化、目標 ビス提供の時間や回数については、利用者の状態の変化、目標

の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであっ の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであっ

て、当初の介護予防訪問介護計画における設定に必ずしも拘束 て、当初の介護予防訪問介護計画における設定に必ずしも拘束

されるべきものではなく、目標が達成された場合は、新たな課 されるべきものではなく、目標が達成された場合は、新たな課

題に対する目標を設定し改善に努めること。 題に対する目標を設定し改善に努めること。

・ こうしたサービス提供の程度の変更に際しては、介護予防サ ・ こうしたサービス提供の程度の変更に際しては、介護予防サ

ービス計画との関係を十分に考慮し、介護予防支援事業者と十 ービス計画との関係を十分に考慮し、介護予防支援事業者と十

分な連携を取ること。利用者の状態像の改善に伴って、当初の 分な連携を取ること。利用者の状態像の改善に伴って、当初の
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支給区分において想定されているよりも少ないサービス提供に 支給区分において想定されているよりも少ないサービス提供に

なること、又はその逆に、傷病等で利用者の状態が悪化するこ なること、又はその逆に、傷病等で利用者の状態が悪化するこ

とによって、当初の支給区分において想定された以上に多くの とによって、当初の支給区分において想定された以上に多くの

サービス提供になることがあり得るが その場合であっても 月 サービス提供になることがあり得るが その場合であっても 月、 「 、 「

単位定額報酬」の性格上、月の途中での支給区分の変更は不要 単位定額報酬」の性格上、月の途中での支給区分の変更は不要

である。なお、この場合にあっては、翌月の支給区分について である。なお、この場合にあっては、翌月の支給区分について

は、利用者の新たな状態や新たに設定した目標に応じた区分に は、利用者の新たな状態や新たに設定した目標に応じた区分に

よる介護予防サービス計画及び介護予防訪問介護計画が定めら よる介護予防サービス計画及び介護予防訪問介護計画が定めら

れることとなる。 れることとなる。

⑶ 介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者を配 ⑶ 介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者を配

置する指定介護予防訪問介護事業所の減算について 置する指定介護予防訪問介護事業所の減算について

① 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する ① 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する

基準について （平成11年９月17日老企第25号厚生省老人保健 基準について （平成11年９月17日老企第25号厚生省老人保健」 」

福祉局企画課長通知）において 「サービス提供責任者の任用 福祉局企画課長通知）において 「サービス提供責任者の任用、 、

要件として 「３年以上介護等の業務に従事した者であって、 要件として 「３年以上介護等の業務に従事した者であって、、 、

介護職員初任者研修課程を修了したもの （介護職員基礎研修 介護職員初任者研修課程を修了したもの （介護職員基礎研修」 」

課程又は一級課程を修了した者を除く ）を定めているところ 課程又は一級課程を修了した者を除く ）を定めているところ。 。

であるが、この要件については暫定的なものである」とされて であるが、この要件については暫定的なものである」とされて

おり、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、将来に おり、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、将来に

向け当該暫定措置を解消することとしている。このため、介護 向け当該暫定措置を解消することとしている。このため、介護

職員初任者研修課程修了者（介護職員基礎研修課程修了者、一 職員初任者研修課程修了者（介護職員基礎研修課程修了者、一

級課程修了者又は看護師等の資格を有する者を除く ）である 級課程修了者又は看護師等の資格を有する者を除く ）である。 。

サービス提供責任者を配置する事業所に係る介護予防訪問介護 サービス提供責任者を配置する事業所に係る介護予防訪問介護

費を減算することとしたところであり、当該者を配置する介護 費を減算することとしたところであり、当該者を配置する介護

予防訪問介護事業所は、早期にこれらの者に介護福祉士の資格 予防訪問介護事業所は、早期にこれらの者に介護福祉士の資格

取得等をさせるよう努めること。 取得等をさせるよう努めること。

② 本減算は、１月間（暦月）で１日以上、介護職員初任者研修 ② 本減算は、１月間（暦月）で１日以上、介護職員初任者研修

課程修了者（介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又 課程修了者（介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又

は看護師等の資格を有する者を除く ）であるサービス提供責 は看護師等の資格を有する者を除く ）であるサービス提供責。 。

任者を配置している事業所について、当該月の翌月に提供され 任者を配置している事業所について、当該月の翌月に提供され

た全ての指定介護予防訪問介護に適用となること。ただし、当 た全ての指定介護予防訪問介護に適用となること。ただし、当

該サービス提供責任者が月の途中に介護福祉士（介護福祉士試 該サービス提供責任者が月の途中に介護福祉士（介護福祉士試

験の合格者を含む ）又は実務者研修を修了（全カリキュラム 験の合格者を含む ）又は実務者研修を修了（全カリキュラム。 。

を修了している場合、必ずしも修了証明書の交付を求めない ） を修了している場合、必ずしも修了証明書の交付を求めない ）。 。

した者（以下この②において介護福祉士等という ）となった した者（以下この②において介護福祉士等という ）となった。 。
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場合については、翌月から減算は適用されないこと。また、配 場合については、翌月から減算は適用されないこと。また、配

置時点で介護福祉士等である者についても、本減算の適用対象 置時点で介護福祉士等である者についても、本減算の適用対象

者とはならないこと。 者とはならないこと。

⑷ 指定介護予防訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に ⑷ 指定介護予防訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する

対する取扱い 敷地内の建物に居住する利用者に対する取扱い

訪問介護と同様であるので老企第36号２の⑾を参照されたい。 訪問介護と同様であるので老企第36号２の⑾を参照されたい。

⑸ 注５の取扱い ⑸ 注５の取扱い

① 実利用者数は前年度（３月を除く ）の１月当たりの平均実 ① 実利用者数は前年度（３月を除く ）の１月当たりの平均実。 。

利用者数をいうものとする。 利用者数をいうものとする。

（ 、 （ 、② 前年度の実績が６月に満たない事業所 新たに事業を開始し ② 前年度の実績が６月に満たない事業所 新たに事業を開始し

又は再開した事業所を含む ）については、直近の３月におけ 又は再開した事業所を含む ）については、直近の３月におけ。 。

る１月当たりの平均実利用者数を用いるものとする。したがっ る１月当たりの平均実利用者数を用いるものとする。したがっ

て、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四 て、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四

月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数に 月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数に

ついては、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回っ ついては、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回っ

た場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければな た場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければな

らない。 らない。

③ 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前 ③ 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前

に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。 に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。

⑹ 注６の取扱い ⑹ 注６の取扱い

注６の加算を算定する利用者については指定介護予防サービス 注６の加算を算定する利用者については介護保険法施行規則等

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４号）附則第２

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18 条第３号及び第４条第３号の規定によりなおその効力を有するも

年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」とい のとされた同令第５条の規定による改正前の指定介護予防サービ

う ）第20条第３項に規定する交通費の支払いを受けることはで ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等。

きないこととする。 に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成

十八年厚生労働省令第三十五号。以下「旧指定介護予防サービス

基準」という ）第20条第３項に規定する交通費の支払いを受け。

ることはできないこととする。

⑺ 生活機能向上連携加算の取扱い ⑺ 生活機能向上連携加算の取扱い

「 」 、 「 」 、① 生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護計画 とは ① 生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護計画 とは

利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、 利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、

単に訪問介護員等が介助等を行うのみならず、利用者本人が、 単に訪問介護員等が介助等を行うのみならず、利用者本人が、

日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことが 日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことが

できるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目 できるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目
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標を定めた上で、訪問介護員等が提供する介護予防訪問介護の 標を定めた上で、訪問介護員等が提供する介護予防訪問介護の

内容を定めたものでなければならない。 内容を定めたものでなければならない。

② ①の介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、介護予防訪 ② ①の介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、介護予防訪

問リハビリテーションを行う理学療法士、作業療法士又は言語 問リハビリテーションを行う理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士（以下この号において「理学療法士等」という ）にサ 聴覚士（以下この号において「理学療法士等」という ）にサ。 。

ービス提供責任者が同行し、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起 ービス提供責任者が同行し、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起

き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ

（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者 （調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者

、 、 、 、の状況につき 理学療法士等とサービス提供責任者が共同して の状況につき 理学療法士等とサービス提供責任者が共同して

現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセス 現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセス

メント」という ）を行うものとする。 メント」という ）を行うものとする。。 。

③ ①の介護予防訪問介護計画には、生活機能アセスメントの結 ③ ①の介護予防訪問介護計画には、生活機能アセスメントの結

果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能 果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能

の向上に資する内容を記載しなければならない。 の向上に資する内容を記載しなければならない。

ア 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうと ア 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうと

する行為の内容 する行為の内容

イ 生活機能アセスメントの結果に基づき、アの内容について イ 生活機能アセスメントの結果に基づき、アの内容について

定めた３月を目途とする達成目標 定めた３月を目途とする達成目標

ウ イの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 ウ イの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標

エ イ及びウの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助 エ イ及びウの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助

等の内容 等の内容

④ ③のイ及びウの達成目標については、利用者の意向及び利用 ④ ③のイ及びウの達成目標については、利用者の意向及び利用

、 、者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定するとともに 者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定するとともに

利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲 利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲

の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数 の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数

や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位又 や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位又

は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限 は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限

り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。

⑤ ①の介護予防訪問介護計画及び当該計画に基づく訪問介護員 ⑤ ①の介護予防訪問介護計画及び当該計画に基づく訪問介護員

等が行う介護予防訪問介護の具体的な内容は、例えば次のよう 等が行う介護予防訪問介護の具体的な内容は、例えば次のよう

なものが考えられること。 なものが考えられること。

転倒の不安から閉じこもりがちになり、次第に生活機能が低 転倒の不安から閉じこもりがちになり、次第に生活機能が低

下し家事の遂行が困難となった利用者に対し、介護予防訪問介 下し家事の遂行が困難となった利用者に対し、介護予防訪問介

護において「浴室とトイレの掃除を週１回、自分で行うことが 護において「浴室とトイレの掃除を週１回、自分で行うことが

できること」を達成目標に設定した場合。 できること」を達成目標に設定した場合。
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（１月目）利用者が、週に１回、浴室の床掃除とトイレの床掃 （１月目）利用者が、週に１回、浴室の床掃除とトイレの床掃

除を行うことを目標にする。訪問介護員等は、利用者が安全 除を行うことを目標にする。訪問介護員等は、利用者が安全

に浴室とトイレの床掃除を行うことができるよう見守りを主 に浴室とトイレの床掃除を行うことができるよう見守りを主

体とした対応を行いつつ、利用者が一人で困難な部分につい 体とした対応を行いつつ、利用者が一人で困難な部分につい

て支援を行う。次に、掃除終了後に、床掃除に必要なしゃが て支援を行う。次に、掃除終了後に、床掃除に必要なしゃが

みこむ動作や床からの立ち上がり動作を安定して行うことが みこむ動作や床からの立ち上がり動作を安定して行うことが

できるよう反復練習や体操の時間を設け、利用者と一緒に行 できるよう反復練習や体操の時間を設け、利用者と一緒に行

う。 う。

（２月目）利用者が、浴室の床と浴槽をそれぞれ隔週で、かつ （２月目）利用者が、浴室の床と浴槽をそれぞれ隔週で、かつ

トイレの床及び便器を週に１回行うことを目標にする。訪問 トイレの床及び便器を週に１回行うことを目標にする。訪問

介護員等は、見守りを主体とした対応を行いつつ、利用者が 介護員等は、見守りを主体とした対応を行いつつ、利用者が

１人で困難な部分について支援を行う。併せて、前月に引き １人で困難な部分について支援を行う。併せて、前月に引き

続き、掃除の動作に必要な体操を利用者と一緒に行う。 続き、掃除の動作に必要な体操を利用者と一緒に行う。

（３月目）利用者が、週に１回、浴室の床及び浴槽、トイレの （３月目）利用者が、週に１回、浴室の床及び浴槽、トイレの

。 、 。 、床及び便器の掃除を行うことを目標とする 訪問介護員等は 床及び便器の掃除を行うことを目標とする 訪問介護員等は

見守りを主体とした対応を行う。併せて、当初から実施して 見守りを主体とした対応を行う。併せて、当初から実施して

いる体操を引き続き利用者と一緒に行う。さらに、４月目以 いる体操を引き続き利用者と一緒に行う。さらに、４月目以

降から、見守りを必要とせずに安全に行うことを想定して、 降から、見守りを必要とせずに安全に行うことを想定して、

注意が必要な点や工夫等についてわかりやすく記載したもの 注意が必要な点や工夫等についてわかりやすく記載したもの

を壁に掲示する等の準備を行う （例えば、手が届きにくく を壁に掲示する等の準備を行う （例えば、手が届きにくく。 。

バランスを崩しやすい箇所やその際の動作上の注意点等） バランスを崩しやすい箇所やその際の動作上の注意点等）

なお、利用者の動作の安定に伴い、見守りの度合いは低減す なお、利用者の動作の安定に伴い、見守りの度合いは低減す

るため、他の援助内容を並行して行うことも可能である （例 るため、他の援助内容を並行して行うことも可能である （例。 。

えば、２月目以降は、利用者が掃除を行っている間に、訪問介 えば、２月目以降は、利用者が掃除を行っている間に、訪問介

護員は動作の見守りと並行して調理等を行う等 ） 護員は動作の見守りと並行して調理等を行う等 ）。 。

また、利用者の状況に応じて簡単な動作から複雑な動作へと また、利用者の状況に応じて簡単な動作から複雑な動作へと

適切な段階づけを行い、それぞれの動作を安全に行うために必 適切な段階づけを行い、それぞれの動作を安全に行うために必

要な体操等を行うことにより、利用者が確実に動作を行うこと 要な体操等を行うことにより、利用者が確実に動作を行うこと

ができるよう支援すること （例えば、浴槽の縁をまたぐ動作 ができるよう支援すること （例えば、浴槽の縁をまたぐ動作。 。

を安全に行うために、片足立ちバランスや姿勢保持に必要な筋 を安全に行うために、片足立ちバランスや姿勢保持に必要な筋

力強化の体操を取り入れる等 ） 力強化の体操を取り入れる等 ）。 。

また、期間を通じて、利用者が達成感を得られるよう、訪問 また、期間を通じて、利用者が達成感を得られるよう、訪問

介護員等と共に記録する日誌の作成や本人が毎日行う体操メニ 介護員等と共に記録する日誌の作成や本人が毎日行う体操メニ

ューを理学療法士等と共同して用意し、本人との会話や日誌を ューを理学療法士等と共同して用意し、本人との会話や日誌を

通じて把握するとともに、利用者の変化をフィードバックしな 通じて把握するとともに、利用者の変化をフィードバックしな



- 11 -

がら、定着に向けて利用者の意欲が高まるようはたらきかける がら、定着に向けて利用者の意欲が高まるようはたらきかける

こと。 こと。

⑥ 本加算は②の評価に基づき、①の介護予防訪問介護計画に基 ⑥ 本加算は②の評価に基づき、①の介護予防訪問介護計画に基

づき提供された初回の指定訪問介護の提供日が属する月以降三 づき提供された初回の指定訪問介護の提供日が属する月以降三

月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算を 月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算を

算定しようとする場合は、再度の評価に基づき介護予防訪問介 算定しようとする場合は、再度の評価に基づき介護予防訪問介

護計画を見直す必要があること。なお、当該三月の間に利用者 護計画を見直す必要があること。なお、当該三月の間に利用者

に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供が終了し に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供が終了し

た場合であっても、３月間は本加算の算定が可能であること。 た場合であっても、３月間は本加算の算定が可能であること。

⑦ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合い ⑦ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合い

につき、利用者及び介護予防訪問リハビリテーションの理学療 につき、利用者及び介護予防訪問リハビリテーションの理学療

法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理 法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理

学療法士等から必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩ 学療法士等から必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩ

ＡＤＬの改善状況及び③のイの達成目標を踏まえた適切な対応 ＡＤＬの改善状況及び③のイの達成目標を踏まえた適切な対応

を行うこと。 を行うこと。

⑻ 介護職員処遇改善加算について ⑻ 介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護 介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（ 介護職「

職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、 員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

当該交付金を円滑に介護報酬に移行することを目的とし平成26年 式例の提示について ）を参照すること。」

度までの間に限り創設したものである。その内容については、別

途通知（ 介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事「

務処理手順及び様式例の提示について ）を参照すること。」

⑼ その他の取扱い ⑼ その他の取扱い

前記以外の基本的な取扱いについては、訪問介護の取扱方針に 前記以外の基本的な取扱いについては、訪問介護の取扱方針に

従うこととする。 従うこととする。

なお、通院等乗降介助については、算定されない。 なお、通院等乗降介助については、算定されない。

３ 介護予防訪問入浴介護費 ３ 介護予防訪問入浴介護費

⑴ 看護、介護職員の取扱い ⑴ 看護、介護職員の取扱い

介護予防訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を 介護予防訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を

介護職員として数えることができるものであること。例えば、派 介護職員として数えることができるものであること。例えば、派

遣する３人の職員のうち２人が看護職員であっても差し支えない 遣する３人の職員のうち２人が看護職員であっても差し支えない

こと。 こと。

⑵ 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められ ⑵ 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められ

る場合の取扱い る場合の取扱い

注２の場合に、介護予防訪問入浴介護の提供に当たる３人の職 注２の場合に、介護予防訪問入浴介護の提供に当たる３人の職
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員のうち、看護職員が含まれている場合であっても所定単位数に1 員のうち、看護職員が含まれている場合であっても所定単位数に1

00分の95を乗じて得た単位数が算定されることには変わりがない 00分の95を乗じて得た単位数が算定されることには変わりがない

ものであること。 ものであること。

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い ⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせ 実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせ

た場合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部 た場合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部

分浴を実施した場合には、所定単位数に100分の70を乗じて得た単 分浴を実施した場合には、所定単位数に100分の70を乗じて得た単

位数を算定できる。 位数を算定できる。

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物に居住する利用 ⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物に居住する利用

者に対する取扱い 者に対する取扱い

２の⑷を参照のこと。 ２の⑷を参照のこと。

⑸ 注６の取扱い ⑸ 注６の取扱い

２の⑸を参照のこと。 ２の⑸を参照のこと。

⑹ 注７の取扱い ⑹ 注７の取扱い

２の⑹を参照のこと。 ２の⑹を参照のこと。

⑺ サービス提供体制強化加算の取扱い ⑺ サービス提供体制強化加算の取扱い

① 研修について ① 研修について

「 」 、 「 」 、介護予防訪問入浴介護従業者ごとの 研修計画 については 介護予防訪問入浴介護従業者ごとの 研修計画 については

当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内 当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内

容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めると 容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めると

ともに、介護予防訪問入浴介護従業者について個別具体的な研 ともに、介護予防訪問入浴介護従業者について個別具体的な研

修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定し 修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定し

なければならない。 なければならない。

② 会議の開催について ② 会議の開催について

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留 「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留

意事項に係る伝達又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に 意事項に係る伝達又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に

おける介護予防訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会 おける介護予防訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会

議」とは、当該事業所においてサービス提供に当たる介護予防 議」とは、当該事業所においてサービス提供に当たる介護予防

訪問入浴介護従業者のすべてが参加するものでなければならな 訪問入浴介護従業者のすべてが参加するものでなければならな

い。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必 い。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必

要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差 要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差

し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しな し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しな

ければならない。なお 「定期的」とは、概ね１月に１回以上 ければならない。なお 「定期的」とは、おおむね１月に１回、 、

開催されている必要がある。 以上開催されている必要がある。

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留 「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留
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意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変 意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変

化の動向を含め、記載しなければならない。 化の動向を含め、記載しなければならない。

・利用者のＡＤＬや意欲 ・利用者のＡＤＬや意欲

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望

・家族を含む環境 ・家族を含む環境

・前回のサービス提供時の状況 ・前回のサービス提供時の状況

・その他サービス提供に当たって必要な事項 ・その他サービス提供に当たって必要な事項

③ 健康診断等について ③ 健康診断等について

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施す 健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施す

ることが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない ることが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない

介護予防訪問入浴介護従業者も含めて、少なくとも１年以内ご 介護予防訪問入浴介護従業者も含めて、少なくとも１年以内ご

とに１回、事業主の費用負担により実施しなければならない。 とに１回、事業主の費用負担により実施しなければならない。

新たに加算を算定しようとする場合にあっては、当該健康診断 新たに加算を算定しようとする場合にあっては、当該健康診断

等が１年以内に実施されることが計画されていることをもって 等が１年以内に実施されることが計画されていることをもって

足りるものとする。 足りるものとする。

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出し ④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出し

（ 。） 。 、 （ 。） 。 、た前年度 ３月を除く の平均を用いることとする ただし た前年度 ３月を除く の平均を用いることとする ただし

前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、

又は再開した事業所を含む ）については、届出日の属する月 又は再開した事業所を含む ）については、届出日の属する月。 。

の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる

こととする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した こととする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した

事業者については、４月目以降届出が可能となるものであるこ 事業者については、４月目以降届出が可能となるものであるこ

と。 と。

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基 なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基

礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を 礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を

取得している又は研修の課程を修了している者とすること。 取得している又は研修の課程を修了している者とすること。

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降におい ⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降におい

ても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割 ても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割

合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎 合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎

月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、 月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、

直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。

⑥ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っ ⑥ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っ

ている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととす ている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととす

る。 る。

⑻ 介護職員処遇改善加算の取扱い ⑻ 介護職員処遇改善加算の取扱い
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２⑻を参照のこと。 ２⑻を参照のこと。

⑼ その他の取扱い ⑼ その他の取扱い

前記以外の基本的な取扱いについては、訪問入浴介護の取扱方 前記以外の基本的な取扱いについては、訪問入浴介護の取扱方

針に従うこととする。 針に従うこととする。

４ 介護予防訪問看護費 ４ 介護予防訪問看護費

⑴ 「通院が困難な利用者」について ⑴ 「通院が困難な利用者」について

介護予防訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付す 介護予防訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付す

ることとされているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送 ることとされているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送

る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、介護予防ケアマネ る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、介護予防ケアマネ

ジメントの結果、介護予防訪問看護の提供が必要と判断された場 ジメントの結果、介護予防訪問看護の提供が必要と判断された場

合は介護予防訪問看護費を算定できるものである 「通院が困難 合は介護予防訪問看護費を算定できるものである 「通院が困難。 。

な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保される な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保される

のであれば、通院サービスを優先すべきということである。 のであれば、通院サービスを優先すべきということである。

⑵ 介護予防訪問看護指示の有効期間について ⑵ 介護予防訪問看護指示の有効期間について

介護予防訪問看護費は、介護予防訪問看護ステーションにあっ 介護予防訪問看護費は、介護予防訪問看護ステーションにあっ

ては、主治の医師の判断に基づいて交付（２か所以上の介護予防 ては、主治の医師の判断に基づいて交付（２か所以上の介護予防

訪問看護ステーションからの介護予防訪問看護の場合は各介護予 訪問看護ステーションからの介護予防訪問看護の場合は各介護予

防訪問看護ステーションごとに交付）された指示書の有効期間内 防訪問看護ステーションごとに交付）された指示書の有効期間内

に介護予防訪問看護を行った場合に算定する。 に介護予防訪問看護を行った場合に算定する。

なお、当該介護予防訪問看護に係る指示料は、医療保険に請求 なお、当該介護予防訪問看護に係る指示料は、医療保険に請求

すべきものであること。 すべきものであること。

なお、医療機関にあっては、指示を行う医師の診療の日から１ なお、医療機関にあっては、指示を行う医師の診療の日から１

月以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の医師から診療 月以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の医師から診療

情報提供を受けて、介護予防訪問看護を実施した場合には、診療 情報提供を受けて、介護予防訪問看護を実施した場合には、診療

情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎とな 情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎とな

る診療の日から１月以内に行われた場合に算定する。 る診療の日から１月以内に行われた場合に算定する。

⑶ 介護予防訪問看護の提供時間について ⑶ 介護予防訪問看護の提供時間について

① 20分未満の介護予防訪問看護費の算定について ① 20分未満の介護予防訪問看護費の算定について

20分未満の介護予防訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置 20分未満の介護予防訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置

等が必要な利用者に対し、日中等の介護予防訪問看護における 等が必要な利用者に対し、日中等の介護予防訪問看護における

十分な観察、必要な助言・指導が行われることを前提として行 十分な観察、必要な助言・指導が行われることを前提として行

われるものである。したがって、介護予防サービス計画又は介 われるものである。したがって、介護予防サービス計画又は介

護予防訪問看護計画において20分未満の介護予防訪問看護のみ 護予防訪問看護計画において20分未満の介護予防訪問看護のみ

が設定されることは適切ではなく、20分以上の介護予防訪問看 が設定されることは適切ではなく、20分以上の介護予防訪問看

護を週１回以上含む設定とすること。なお20分未満の介護予防 護を週１回以上含む設定とすること。なお20分未満の介護予防
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訪問看護は、介護予防訪問看護を24時間行うことができる体制 訪問看護は、介護予防訪問看護を24時間行うことができる体制

を整えている事業所として緊急時介護予防訪問看護加算の届け を整えている事業所として緊急時介護予防訪問看護加算の届け

出をしている場合に算定可能である。 出をしている場合に算定可能である。

② 介護予防訪問看護は在宅の要支援者の生活パターンや看護の ② 介護予防訪問看護は在宅の要支援者の生活パターンや看護の

必要性に合わせて提供されるべきであることから、単に長時間 必要性に合わせて提供されるべきであることから、単に長時間

の介護予防訪問看護を複数回に区分して行うことは適切ではな の介護予防訪問看護を複数回に区分して行うことは適切ではな

い。そのため、次のような取扱いとして行うこと。 い。そのため、次のような取扱いとして行うこと。

㈠ 前回提供した介護予防訪問看護から概ね２時間未満の間隔 ㈠ 前回提供した介護予防訪問看護からおおむね２時間未満の

で介護予防訪問看護を行う場合（20分未満の介護予防訪問看 間隔で介護予防訪問看護を行う場合（20分未満の介護予防訪

護費を算定する場合及び利用者の状態の変化等により緊急の 問看護費を算定する場合及び利用者の状態の変化等により緊

介護予防訪問看護を行う場合を除く ）は、それぞれの所要 急の介護予防訪問看護を行う場合を除く ）は、それぞれの。 。

時間を合算するものとする。 所要時間を合算するものとする。

㈡ １人の看護職員又は理学療法士等（理学療法士、作業療法 ㈡ １人の看護職員又は理学療法士、作業療法士若しくは言語

士若しくは言語聴覚士をいう。以下４において同じ ）が介 聴覚士が介護予防訪問看護を行った後に、続いて同じ職種の。

護予防訪問看護を行った後に、続いて同じ職種の別の看護 別の看護職員又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

職員又は理学療法士等が続いて介護予防訪問看護を行った 士が続いて介護予防訪問看護を行った場合（看護職員が介護

場合（看護職員が介護予防訪問看護を行った後に続いて別 予防訪問看護を行った後に続いて別の看護職員が介護予防訪

の看護職員が介護予防訪問看護を行うような場合）も、所 問看護を行うような場合）も、所要時間を合算することとす

要時間を合算することとする。なお、看護職員による介護 る。なお、看護職員による介護予防訪問看護の提供時間を合

予防訪問看護の提供時間を合算した場合に、准看護師によ 算した場合に、准看護師による介護予防訪問看護が含まれる

る介護予防訪問看護が含まれる場合には、当該介護予防訪 場合には、当該介護予防訪問看護費は、准看護師による介護

問看護費は、准看護師による介護予防訪問看護費を算定す 予防訪問看護費を算定する。

る。

㈢ １人の看護職員又は理学療法士等が介護予防訪問看護を行 ㈢ １人の看護職員又は理学療法士、作業療法士若しくは言語

った後に、続いて他の職種の看護職員又は理学療法士等が介 聴覚士が介護予防訪問看護を行った後に、続いて他の職種の

護予防訪問看護を実施した場合（看護職員が介護予防訪問看 看護職員又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が

護を行った後に続いて別の理学療法士等が介護予防訪問看護 介護予防訪問看護を実施した場合（看護職員が介護予防訪問

を行う場合など）は職種ごとに算定できる。 看護を行った後に続いて別の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が介護予防訪問看護を行う場合など）は職種ごとに

算定できる。

㈣ なお、１人の利用者に対して、連続して介護予防訪問看護 ㈣ なお、１人の利用者に対して、連続して介護予防訪問看護

を提供する必要性については、適切なケアマネジメントに基 を提供する必要性については、適切なケアマネジメントに基

づき判断すること。 づき判断すること。

⑷ 理学療法士等の訪問について ⑷ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について

① 理学療法士等による介護予防訪問看護は、その訪問が看護業 ① 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問
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務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである 看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーショ

場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置付けのもの ンを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問さ

である。 せるという位置付けのものである。

なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あ なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あ

くまで看護業務の一部であることから、言語聴覚士の業務のう くまで看護業務の一部であることから、言語聴覚士の業務のう

ち保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）の規定に関わ ち保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）の規定にかか

らず業とすることができるとされている診療の補助行為（言語 わらず業とすることができるとされている診療の補助行為（言

聴覚士法（平成９年法律第132号）第42条第１項）に限る。 語聴覚士法（平成９年法律第132号）第42条第１項）に限る。

② 理学療法士等による介護予防訪問看護は、１回当たり20分以 ② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問

上介護予防訪問看護を実施することとし、１人の利用者につき 看護は、１回当たり20分以上実施することとし、１人の利用者

１週に６回を限度として算定する。 につき１週に６回を限度として算定する。

⑸ 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて ⑸ 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて

末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等（厚生労働 末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等（厚生労働

大臣が定める基準に適合する利用者等（平成24年厚生労働省告示 大臣が定める基準に適合する利用者等（平成27年厚生労働省告示

第95号。以下「95号告示」という ）第67号において準用する第 第94号。以下「利用者等告示」という ）第75号において準用す。 。

４号を参照のこと ）の患者については、医療保険の給付の対象 る第４号を参照のこと ）の患者については、医療保険の給付の。 。

となるものであり、介護予防訪問看護費は算定しない。 対象となるものであり、介護予防訪問看護費は算定しない。

⑹ 介護予防訪問看護事業所と同一の建物に居住する利用者に対す ⑹ 指定介護予防訪問看護事業所と同一の敷地内若しくは隣接す

る取扱い る敷地内の建物に居住する利用者に対する取扱い

介護予防訪問介護と同様であるので、２(4)を参照されたい。 介護予防訪問介護と同様であるので、２⑷を参照されたい。

⑺ ２人の看護師等が同時に介護予防訪問看護を行う場合の加算に ⑺ ２人の看護師等が同時に介護予防訪問看護を行う場合の加算に

ついて ついて

① ２人の看護師等が同時に介護予防訪問看護を行う場合の加算 ① ２人の看護師等が同時に介護予防訪問看護を行う場合の加算

は、体重が重い利用者を１人が支持しながら、必要な処置を行 は、体重が重い利用者を１人が支持しながら、必要な処置を行

う場合等、１人で看護を行うことが困難な場合に算定を認める う場合等、１人で看護を行うことが困難な場合に算定を認める

ものであり、これらの事情がない場合に、単に２人の看護師等 ものであり、これらの事情がない場合に、単に２人の看護師等

が同時に介護予防訪問看護を行ったことのみをもって算定する が同時に介護予防訪問看護を行ったことのみをもって算定する

ことはできない。 ことはできない。

② 訪問を行うのは、両名とも保健師、看護師、准看護師又は理 ② 訪問を行うのは、両名とも保健師、看護師、准看護師又は理

、 。 、 。学療法士 作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する 学療法士 作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する

⑻ 介護予防サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合 ⑻ 介護予防サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合

に准看護師以外の看護師等により介護予防訪問看護が行われた場 に准看護師以外の看護師等により介護予防訪問看護が行われた場

合の取扱い 合の取扱い

介護予防サービス計画上、准看護師が訪問することとされてい 介護予防サービス計画上、准看護師が訪問することとされてい

る場合に、事業所の事情により准看護師以外の看護師等が訪問す る場合に、事業所の事情により准看護師以外の看護師等が訪問す
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る場合については、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を る場合については、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を

算定すること。また、介護予防サービス計画上、准看護師以外の 算定すること。また、介護予防サービス計画上、准看護師以外の

看護師等が訪問することとされている場合に、准看護師が訪問す 看護師等が訪問することとされている場合に、准看護師が訪問す

る場合については、准看護師が訪問する場合の単位数（所定単位 る場合については、准看護師が訪問する場合の単位数（所定単位

数の100分の90）を算定すること。 数の100分の90）を算定すること。

⑼ 早朝・夜間、深夜の介護予防訪問看護の取扱い ⑼ 早朝・夜間、深夜の介護予防訪問看護の取扱い

介護予防サービス計画上又は介護予防訪問看護計画上、介護予 介護予防サービス計画上又は介護予防訪問看護計画上、介護予

防訪問看護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある 防訪問看護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある

場合に、当該加算を算定するものとすること。なお、利用時間が 場合に、当該加算を算定するものとすること。なお、利用時間が

長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービ 長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービ

ス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずか ス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずか

な場合においては、当該加算は算定できない。なお、20分未満の な場合においては、当該加算は算定できない。なお、20分未満の

訪問の場合についても、同様の取扱いとする。 訪問の場合についても、同様の取扱いとする。

⑽ 特別地域介護予防訪問看護加算の取扱い ⑽ 特別地域介護予防訪問看護加算の取扱い

注６の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具 注６の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具

の保管、着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」と の保管、着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」と

いう ）を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、 いう ）を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、。 。

サテライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の サテライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の

本拠とする看護職員による介護予防訪問看護は加算の対象となら 本拠とする看護職員による介護予防訪問看護は加算の対象となら

ず、サテライト事業所を業務の本拠とする看護職員による介護予 ず、サテライト事業所を業務の本拠とする看護職員による介護予

防訪問看護は加算の対象となるものであること。 防訪問看護は加算の対象となるものであること。

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテ サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテ

ライト事業所を本拠とする看護職員を明確にするとともに、当該 ライト事業所を本拠とする看護職員を明確にするとともに、当該

サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記 サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記

録を別に行い、管理すること。 録を別に行い、管理すること。

なお、当該加算は所定単位数の15％加算としているが、この場 なお、当該加算は所定単位数の15％加算としているが、この場

合の所定単位数には緊急時介護予防訪問看護加算及び特別管理加 合の所定単位数には緊急時介護予防訪問看護加算及び特別管理加

算を含まないこと。 算を含まないこと。

⑾ 注７の取扱い ⑾ 注７の取扱い

２⑸を参照のこと。 ２⑸を参照のこと。

⑿ 注８の取扱い ⑿ 注８の取扱い

２⑹を参照のこと。 ２⑹を参照のこと。

⒀ 長時間介護予防訪問看護への加算の取扱い ⒀ 長時間介護予防訪問看護への加算の取扱い

① 「指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用 ① 「指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用

者」については⒂を参照のこと。 者」については⒂を参照のこと。
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② 本加算については、看護師が行う場合であっても准看護師が ② 本加算については、看護師が行う場合であっても准看護師が

行う場合であっても、同じ単位を算定するものとする。 行う場合であっても、同じ単位を算定するものとする。

⒁ 緊急時介護予防訪問看護加算 ⒁ 緊急時介護予防訪問看護加算

① 緊急時介護予防訪問看護加算については、利用者又はその家 ① 緊急時介護予防訪問看護加算については、利用者又はその家

族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常 族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常

時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師 時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師

等が介護予防訪問看護を受けようとする者に対して、当該体制 等が介護予防訪問看護を受けようとする者に対して、当該体制

にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問 にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問

を行った場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を を行う場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得

得た場合に加算する。 た場合に加算する。

② 緊急時介護予防訪問看護加算については、当該月の第１回目 ② 緊急時介護予防訪問看護加算については、当該月の第１回目

の介護保険の給付対象となる介護予防訪問看護を行った日の所 の介護保険の給付対象となる介護予防訪問看護を行った日の所

定単位数に加算するものとする。なお当該加算を介護保険で請 定単位数に加算するものとする。なお当該加算を介護保険で請

求した場合には、同月に医療保険における訪問看護を利用した 求した場合には、同月に医療保険における訪問看護を利用した

場合の当該訪問看護における24時間連絡体制加算及び24時間対 場合の当該訪問看護における24時間連絡体制加算及び24時間対

応体制加算は算定できないこと。 応体制加算は算定できないこと。

③ 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時 ③ 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時

訪問を行った場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応 訪問を行った場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応

じた所定単位数（准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位 じた所定単位数（准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位

数の100分の90）を算定する。この場合、介護予防サービス計画 数の100分の90）を算定する。この場合、介護予防サービス計画

の変更を要する。なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早 の変更を要する。なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早

、 。 、 。朝・夜間 深夜の介護予防訪問看護に係る加算は算定できない 朝・夜間 深夜の介護予防訪問看護に係る加算は算定できない

ただし、特別管理加算を算定する状態の者に対する１月以内の ただし、特別管理加算を算定する状態の者に対する１月以内の

２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の介護 ２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の介護

予防訪問看護に係る加算を算定する。 予防訪問看護に係る加算を算定する。

④ 緊急時介護予防訪問看護加算は、１人の利用者に対し、１か ④ 緊急時介護予防訪問看護加算は、１人の利用者に対し、１か

所の事業所に限り算定できる。このため、緊急時介護予防訪問 所の事業所に限り算定できる。このため、緊急時介護予防訪問

看護加算に係る介護予防訪問看護を受けようとする利用者に説 看護加算に係る介護予防訪問看護を受けようとする利用者に説

明するに当たっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊 明するに当たっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊

急時介護予防訪問看護加算に係る介護予防訪問看護を受けてい 急時介護予防訪問看護加算に係る介護予防訪問看護を受けてい

ないか確認すること。 ないか確認すること。

⑤ 介護予防訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時介 ⑤ 介護予防訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時介

護予防訪問看護加算の届出は利用者や介護予防支援事業所が介 護予防訪問看護加算の届出は利用者や介護予防支援事業所が介

護予防訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出 護予防訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出

させること。なお、介護予防訪問看護ステーションにおける緊 させること。なお、介護予防訪問看護ステーションにおける緊
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急時介護予防訪問看護加算の算定に当たっては、第一の１(5)に 急時介護予防訪問看護加算の算定に当たっては、第一の１(5)に

よらず、届出を受理した日から算定するものとする。 よらず、届出を受理した日から算定するものとする。

⒂ 特別管理加算 ⒂ 特別管理加算

① 特別管理加算については、利用者や介護予防支援事業所が介 ① 特別管理加算については、利用者や介護予防支援事業所が介

護予防訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出 護予防訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出

させること。 させること。

② 特別管理加算は、当該月の第１回目の介護保険の給付対象と ② 特別管理加算は、当該月の第１回目の介護保険の給付対象と

なる介護予防訪問看護を行った日の所定単位数に算定するもの なる介護予防訪問看護を行った日の所定単位数に算定するもの

とする。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月 とする。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月

に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護に に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護に

おける特別管理加算は算定できないこと。 おける特別管理加算は算定できないこと。

③ 特別管理加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限 ③ 特別管理加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限

り算定できる。なお、２か所以上の事業所から介護予防訪問看 り算定できる。なお、２か所以上の事業所から介護予防訪問看

護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議に 護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議に

委ねられる。 委ねられる。

④ 「真皮を越える褥瘡の状態」とは、NPUAP（National Pressur ④ 「真皮を越える褥瘡の状態」とは、NPUAP（National Pressur

e Ulcer of Advisory Panel）分類Ⅲ度若しくはⅣ度又はＤＥＳ e Ulcer of Advisory Panel）分類Ⅲ度若しくはⅣ度又はＤＥＳ

ＩＧＮ分類（日本褥瘡学会によるもの）Ｄ３、Ｄ４若しくはＤ ＩＧＮ分類（日本褥瘡学会によるもの）Ｄ３、Ｄ４若しくはＤ

５に該当する状態をいう。 ５に該当する状態をいう。

⑤ 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算 ⑤ 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算

を算定する場合には、定期的（１週間に１回以上）に褥瘡の状 を算定する場合には、定期的（１週間に１回以上）に褥瘡の状

（ 、 、 、 （ 、 、 、態の観察・アセスメント・評価 褥瘡の深さ 滲出液 大きさ 態の観察・アセスメント・評価 褥瘡の深さ 滲出液 大きさ

炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット）を行い、褥瘡の 炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット）を行い、褥瘡の

（ ） （ ）発生部位及び実施したケア 利用者の家族等に行う指導を含む 発生部位及び実施したケア 利用者の家族等に行う指導を含む

について介護予防訪問看護記録書に記録すること。 について介護予防訪問看護記録書に記録すること。

⑥ 「点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態」 ⑥ 「点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態」

とは、主治の医師が点滴注射を週３日以上行うことが必要であ とは、主治の医師が点滴注射を週３日以上行うことが必要であ

る旨の指示を介護予防訪問看護事業所に対して行った場合であ る旨の指示を介護予防訪問看護事業所に対して行った場合であ

って、かつ、当該事業所の看護職員が週３日以上点滴注射を実 って、かつ、当該事業所の看護職員が週３日以上点滴注射を実

施している状態をいう。 施している状態をいう。

⑦ ⑥の状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は、 ⑦ ⑥の状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は、

点滴注射が終了した場合その他必要が認められる場合には、主 点滴注射が終了した場合その他必要が認められる場合には、主

治の医師に対して速やかに当該者の状態を報告するとともに、 治の医師に対して速やかに当該者の状態を報告するとともに、

。 。介護予防訪問看護記録書に点滴注射の実施内容を記録すること 介護予防訪問看護記録書に点滴注射の実施内容を記録すること

⑧ 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師によ ⑧ 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師によ
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。 。る診療を受けることができるよう必要な支援を行うこととする る診療を受けることができるよう必要な支援を行うこととする

⒃ 主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い ⒃ 主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い

利用者が急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問看護を 利用者が急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問看護を

行う必要がある旨の特別指示（介護予防訪問看護ステーションに 行う必要がある旨の特別指示（介護予防訪問看護ステーションに

おいては特別指示書の交付）があった場合は、交付の日から14日 おいては特別指示書の交付）があった場合は、交付の日から14日

間を限度として医療保険の給付対象となるものであり、介護予防 間を限度として医療保険の給付対象となるものであり、介護予防

訪問看護費は算定しない。なお、医療機関の介護予防訪問看護の 訪問看護費は算定しない。なお、医療機関の介護予防訪問看護の

利用者について、急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問 利用者について、急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問

看護を行う必要があって、医療保険の給付対象となる場合には、 看護を行う必要があって、医療保険の給付対象となる場合には、

頻回の介護予防訪問看護が必要な理由、その期間等については、 頻回の介護予防訪問看護が必要な理由、その期間等については、

診療録に記載しなければならない。 診療録に記載しなければならない。

⒄ 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日） ⒄ 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）

の介護予防訪問看護の取扱い の介護予防訪問看護の取扱い

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日） 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）

については、第二の１の(3)に関わらず、厚生労働大臣が定める状 については、第二の１の(3)に関わらず、厚生労働大臣が定める状

態（95号告示第69号において準用する第６号を参照のこと ）に 態（利用者等告示第77号において準用する第６号を参照のこと ）。 。

ある利用者に限り 介護予防訪問看護費を算定できることとする にある利用者に限り、介護予防訪問看護費を算定できることとす、 。

る。

⒅ サービス提供体制強化加算 （削除）

① ３⑺①から⑥までを参照のこと。

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をい

うものとする。具体的には、平成21年４月における勤続年数３

年以上の者とは、平成21年３月31日時点で勤続年数が３年以上

である者をいう。

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数

に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、

社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員

として勤務した年数を含めることができるものとする。

⒆ 初回加算の取扱い ⒅ 初回加算の取扱い

本加算は、新規の利用者又は利用者が過去２月間において、当 本加算は、新規の利用者又は利用者が過去２月間（暦月）にお

該介護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護（医療保険の訪 いて、当該介護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護（医療

問看護を含む）の提供を受けていない場合であって新たに介護予 保険の訪問看護を含む）の提供を受けていない場合であって新た

防訪問看護計画書を作成した場合に算定されるものである。 に介護予防訪問看護計画書を作成した場合に算定されるものであ

る。

⒇ 退院時共同指導加算 ⒆ 退院時共同指導加算
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① 退院時共同指導加算は、病院、診療所に入院中の者が退院す ① 退院時共同指導加算は、病院、診療所に入院中の者が退院す

るに当たり、介護予防訪問看護ステーションの看護師等が、退 るに当たり、介護予防訪問看護ステーションの看護師等が、退

院時共同指導を行った後に当該者の退院後、初回の介護予防訪 院時共同指導を行った後に当該者の退院後、初回の介護予防訪

問看護を実施した場合に、１人の利用者に当該者の退院につき 問看護を実施した場合に、１人の利用者に当該者の退院につき

１回（厚生労働大臣が定める状態（95号告示第５号を参照のこ １回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第５号を参照

と ）にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行っ のこと ）にある利用者について、複数日に退院時共同指導を。 。

た場合には２回）に限り、当該加算を算定できること。この場 行った場合には２回）に限り、当該加算を算定できること。こ

合の当該加算は、初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定 の場合の当該加算は、初回の介護予防訪問看護を実施した日に

すること。 算定すること。

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っ なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っ

ている場合においても算定できること。 ている場合においても算定できること。

② ２回の当該加算の算定が可能である利用者（①の厚生労働大 ② ２回の当該加算の算定が可能である利用者（①の厚生労働大

臣が定める状態の者）に対して複数の介護予防訪問看護ステー 臣が定める状態の者）に対して複数の介護予防訪問看護ステー

ションが退院時共同指導を行う場合にあっては、１回ずつの算 ションが退院時共同指導を行う場合にあっては、１回ずつの算

定も可能であること。 定も可能であること。

③ 複数の介護予防訪問看護ステーションが退院時共同指導を行 ③ 複数の介護予防訪問看護ステーションが退院時共同指導を行

う場合には、主治の医師の所属する保険医療機関に対し、他の う場合には、主治の医師の所属する保険医療機関に対し、他の

介護予防訪問看護ステーション等における退院時共同指導の実 介護予防訪問看護ステーション等における退院時共同指導の実

施の有無について確認すること。 施の有無について確認すること。

④ 退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に ④ 退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に

医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護にお 医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護にお

ける当該加算は算定できないこと（②の場合を除く 。 ける当該加算は算定できないこと（②の場合を除く 。。） 。）

⑤ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を介護予防訪問看 ⑤ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を介護予防訪問看

護記録書に記録すること。 護記録書に記録すること。

（新設） ⒇ 看護体制強化加算について

（ 。① 厚生労働大臣が定める基準 平成27年厚生労働省告示第95号

以下「大臣基準告示」という ）第104号の規定により準用する。

、大臣基準告示第９号イの基準における利用者の割合については

以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する

月の前３月間当たりの割合を算出すること。

ア 指定介護予防訪問看護事業所における緊急時介護予防訪問

看護加算を算定した実利用者数

イ 指定介護予防訪問看護事業所における実利用者の総数

② 大臣基準告示第104号の規定により準用する大臣基準告示第９

号ロの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げ
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る数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前３月間当

たりの割合を算出すること。

ア 指定介護予防訪問看護事業所における特別管理加算を算定

した実利用者数

イ 指定介護予防訪問看護事業所における実利用者の総数

③ ①及び②に規定する実利用者数は、前３月間において、当該

事業所が提供する介護予防訪問看護を２回以上利用した者又は

当該事業所で当該加算を２回以上算定した者であっても、１と

して数えること。そのため、①及び②に規定する割合の算出に

おいて、利用者には、当該指定介護予防訪問看護事業所を現に

利用していない者も含むことに留意すること。

看護体制強化加算を算定するに当たっては、当該指定介護予④

防訪問看護事業所の看護師等が、当該加算の内容について利用

者又はその家族への説明を行い、同意を得ること。

⑤ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第1

04号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ及びロの割合

について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。な

、 、 、お その割合については 台帳等により毎月記録するものとし

所定の基準を下回った場合については、直ちに第一の５に規定

する届出を提出しなければならないこと。

（新設） サービス提供体制強化加算について(21)

① ３⑺①から⑥までを参照のこと。

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をい

うものとする。具体的には、平成21年４月における勤続年数３

年以上の者とは、平成21年３月31日時点で勤続年数が３年以上

である者をいう。

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数

に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、

社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員

として勤務した年数を含めることができるものとする。

５ 介護予防訪問リハビリテーション費 ５ 介護予防訪問リハビリテーション費

⑴ 算定の基準について ⑴ 算定の基準について

① 介護予防訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療 ① 介護予防訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療

の日から３月以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の の日から３月以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の

医師から情報提供を受けて、介護予防訪問リハビリテーション 医師から情報提供を受けて、介護予防訪問リハビリテーション
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を実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師による を実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師による

当該情報提供の基礎となる診療の日から３月以内に行われた場 当該情報提供の基礎となる診療の日から３月以内に行われた場

合に算定する。 合に算定する。

この場合、少なくとも３月に１回は、リハビリテーションの この場合、少なくとも３月に１回は、リハビリテーションの

指示を行った医師は当該情報提供を行った医師に対してリハビ 指示を行った医師は当該情報提供を行った医師に対してリハビ

リテーションによる利用者の状況の変化等について情報提供を リテーションによる利用者の状況の変化等について情報提供を

行う。なお、指示を行う医師の診察の頻度については利用者の 行う。なお、指示を行う医師の診察の頻度については利用者の

状態に応じ、医師がその必要性を適切に判断する。 状態に応じ、医師がその必要性を適切に判断する。

② 介護予防訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等 ② 介護予防訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等

利用者の看護に当たる者に対して１回当たり20分以上指導を行 利用者の看護に当たる者に対して１回当たり20分以上指導を行

った場合に、１週に６回を限度として算定する。 った場合に、１週に６回を限度として算定する。

③ 事業所が介護老人保健施設である場合にあって、医師の指示 ③ 事業所が介護老人保健施設である場合にあって、医師の指示

を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の

居宅を訪問して介護予防訪問リハビリテーションを行った場合 居宅を訪問して介護予防訪問リハビリテーションを行った場合

には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該 には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該

訪問の時間は、介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない 訪問の時間は、介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない

こととする。なお、介護老人保健施設による介護予防訪問リハ こととする。なお、介護老人保健施設による介護予防訪問リハ

ビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施設におい ビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施設におい

て、施設サービスに支障のないよう留意する。 て、施設サービスに支障のないよう留意する。

⑵ 介護予防指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物に居 ⑵ 指定介護予防指定訪問リハビリテーション事業所と同一の敷地

住する利用者に対する取扱い 内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者に対する取扱

い

介護予防訪問介護と同様であるので、２⑷を参照されたい。 介護予防訪問介護と同様であるので、２⑷を参照されたい。

⑶ 「通院が困難な利用者」について ⑶ 「通院が困難な利用者」について

介護予防訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」 介護予防訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」

に対して給付することとされているが、介護予防通所リハビリテ に対して給付することとされているが、介護予防通所リハビリテ

ーションのみでは、家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場 ーションのみでは、家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場

合の家屋状況の確認を含めた介護予防訪問リハビリテーションの 合の家屋状況の確認を含めた介護予防訪問リハビリテーションの

提供など、介護予防ケアマネジメントの結果、必要と判断された 提供など、介護予防ケアマネジメントの結果、必要と判断された

場合は介護予防訪問リハビリテーション費を算定できるものであ 場合は介護予防訪問リハビリテーション費を算定できるものであ

る 「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサー る 「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサー。 。

ビスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきとい ビスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきとい

うことである。 うことである。

⑷ 集中的な訪問リハビリテーションについて ⑷ 集中的な訪問リハビリテーションについて

集中的な訪問リハビリテーションとは、退院（所）日又は認定 集中的な訪問リハビリテーションとは、退院（所）日又は認定
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日から起算して１月以内の期間に行われた場合は１週につき概ね 日から起算して１月以内の期間に行われた場合は１週につきおお

２日以上、１日当たり40分以上、退院（所）日又は認定日から起 むね２日以上、１日当たり40分以上、退院（所）日又は認定日か

算して１月を超え３月以内の期間に行われた場合は１週につき概 ら起算して１月を超え３月以内の期間に行われた場合は１週につ

ね２日以上、１日当たり20分以上実施する場合をいう。 きおおむね２日以上、１日当たり20分以上実施する場合をいう。

⑸ 注３について ⑸ 注３について

２⑹を参照のこと。 ２⑹を参照のこと。

⑹ 介護予防訪問介護事業所のサービス提供責任者に対して行う指 ⑹ 介護予防訪問介護事業所のサービス提供責任者に対して行う指

導及び助言について 導及び助言について

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この項において 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問介護事

「理学療法士等」という ）が介護予防訪問介護事業所のサービ 業所のサービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利。

ス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の身体の 用者の身体の状況、家屋の状況、家屋内におけるＡＤＬ等の評価

状況、家屋の状況、家屋内におけるＡＤＬ等の評価を共同して行 を共同して行い、かつ、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴

い、かつ、当該理学療法士等がサービス提供責任者に対して、介 覚士がサービス提供責任者に対して、介護予防訪問介護計画を作

護予防訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行っ 成する上での必要な指導及び助言を行った場合に、３月に１回を

た場合に ３月に１回を限度として算定する この場合において 限度として算定する。この場合において、指導及び助言を行った、 。 、

指導及び助言を行った日を含む月の翌月から翌々月までは当該加 日を含む月の翌月から翌々月までは当該加算は算定できない。な

算は算定できない。なお、当該加算を算定する日は、算定できる お、当該加算を算定する日は、算定できる介護予防訪問リハビリ

介護予防訪問リハビリテーション費は１回までとする。 テーション費は１回までとする。

また、理学療法士等は指導及び助言の内容について診療録に記 また、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は指導及び助言

載しておくこと。 の内容について診療録に記載しておくこと。

⑺ 頻回のリハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を ⑺ 頻回のリハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を

行った場合の取扱い 行った場合の取扱い

注６の「急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーシ 注６の「急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーシ

ョンを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合」とは、保険 ョンを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合」とは、保険

医療機関の医師が、診療に基づき、利用者の急性増悪等により一 医療機関の医師が、診療に基づき、利用者の急性増悪等により一

時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要性を認め、計画 時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要性を認め、計画

的な医学的管理の下に、在宅で療養を行っている利用者であって 的な医学的管理の下に、在宅で療養を行っている利用者であって

通院が困難なものに対して、訪問リハビリテーションを行う旨の 通院が困難なものに対して、訪問リハビリテーションを行う旨の

指示を行った場合をいう。この場合は、その特別の指示の日から1 指示を行った場合をいう。この場合は、その特別の指示の日から1

4日間を限度として医療保険の給付対象となるため、介護予防訪問 4日間を限度として医療保険の給付対象となるため、介護予防訪問

リハビリテーション費は算定しない。 リハビリテーション費は算定しない。

⑻ サービス提供体制強化加算について ⑻ サービス提供体制強化加算について

① ４⒅②及び③を参照のこと。 ① ４ ②及び③を参照のこと。(21)

② 介護予防訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理 ② 介護予防訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理

学療法士等のうち、勤続年数が３年以上の者が１名以上いれば 学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が３年
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算定可能であること。 以上の者が１名以上いれば算定可能であること。

⑼ 記録の整備について ⑼ 記録の整備について

① 医師は、理学療法士等に対して行った指示内容の要点を診療 ① 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行

録に記入する。 った指示内容の要点を診療録に記入する。

理学療法士等は、リハビリテーション実施計画書の内容を利 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーシ

用者に説明し、記録するとともに、医師の指示に基づき行った ョン実施計画書の内容を利用者に説明し、記録するとともに、

指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく 医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した。

なお、当該記載については、医療保険の診療録に記載すること 時間を記録にとどめておく。なお、当該記載については、医療

としてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別 保険の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲

できるようにすることとする。 う等により、他の記載と区別できるようにすることとする。

② リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担 ② リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担

当者等）は利用者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテ 当者等）は利用者ごとに保管され、常に当該事業所のリハビリ

ーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。 テーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。

６ 介護予防居宅療養管理指導費 ６ 介護予防居宅療養管理指導費

⑴ 同一建物居住者について ⑴ 同一建物居住者について

同一建物居住者とは、以下の利用者をいう。 同一建物居住者とは、以下の利用者をいう。

ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービ ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービ

ス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又 ス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又

は入所している複数の利用者 は入所している複数の利用者

イ 小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る 、認知症対 イ 小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る 、認知症対。） 。）

応型共同生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る 、 応型共同生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る 、。） 。）

介護予防小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る 、介 介護予防小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る 、介。） 。）

護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている 護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている

複数の利用者 複数の利用者

⑵ 医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導について ⑵ 医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導について

① 算定内容 ① 算定内容

主治の医師及び歯科医師の行う介護予防居宅療養管理指導に 主治の医師及び歯科医師の行う介護予防居宅療養管理指導に

ついては、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理 ついては、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理

に基づき、介護支援専門員等（介護予防支援事業者により介護 に基づき、介護支援専門員等（介護予防支援事業者により介護

予防支援を受けている要支援被保険者については介護予防サー 予防支援を受けている要支援被保険者については介護予防サー

ビス計画を作成している保健師その他の介護予防支援に関する ビス計画を作成している保健師その他の介護予防支援に関する

知識を有する職員を、介護予防特定施設入居者生活介護、介護 知識を有する職員を、介護予防特定施設入居者生活介護、介護

予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生 予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生

活介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をい 活介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をい

う。以下この項において「介護支援専門員等」という ）に対 う。以下この項において「介護支援専門員等」という ）に対。 。
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する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利 する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利

用者若しくはその家族等に対する介護予防サービスを利用する 用者若しくはその家族等に対する介護予防サービスを利用する

上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場 上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場

。 、 。 、合に算定する 介護支援専門員等への情報提供がない場合には 合に算定する 介護支援専門員等への情報提供がない場合には

算定できないこととなるため留意すること。 算定できないこととなるため留意すること。

また、利用者が他の介護予防サービスを利用している場合に また、利用者が他の介護予防サービスを利用している場合に

あっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、 あっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、

当該介護予防サービス事業者等に介護予防サービスを提供する 当該介護予防サービス事業者等に介護予防サービスを提供する

上での情報提供及び助言を行うこととする。 上での情報提供及び助言を行うこととする。

なお、当該医師が当該月に医療保険において 「在宅時医学 なお、当該医師が当該月に医療保険において 「在宅時医学、 、

総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医 総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医

師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。 師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 ② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法

ア 介護支援専門員等に対する情報提供の方法 ア 介護支援専門員等に対する情報提供の方法

介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供は、サー 介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供は、サー

ビス担当者会議への参加により行うことを基本とする（必ず ビス担当者会議への参加により行うことを基本とする（必ず

しも文書等による必要はない 。 しも文書等による必要はない 。。） 。）

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開 当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開

、 「 」 、 「 」催されない場合等においては 下記の 情報提供すべき事項 催されない場合等においては 下記の 情報提供すべき事項

（薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等 （薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等

の内容も含む ）について、文書等（メール、ＦＡＸ等でも の内容も含む ）について、文書等（メール、ＦＡＸ等でも。 。

可）により、介護支援専門員等に対して情報提供を行うこと 可）により、介護支援専門員等に対して情報提供を行うこと

で足りるものとする。 で足りるものとする。

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行 なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行

った場合については、その情報提供の要点を記載すること。 った場合については、その情報提供の要点を記載すること。

当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差 当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差

し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別 し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別

できるようにすること。 できるようにすること。

また、文書等により情報提供を行った場合については、当 また、文書等により情報提供を行った場合については、当

該文書等の写しを診療録に添付する等により保存すること。 該文書等の写しを診療録に添付する等により保存すること。

（情報提供すべき事項） （情報提供すべき事項）

⒜ 基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師 ⒜ 基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師

氏名、利用者の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等） 氏名、利用者の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等）

⒝ 利用者の病状、経過等 ⒝ 利用者の病状、経過等

⒞ 介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等 ⒞ 介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等
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⒟ 利用者の日常生活上の留意事項 ⒟ 利用者の日常生活上の留意事項

※ 前記に係る情報提供については、医科診療報酬点数表に ※ 前記に係る情報提供については、医科診療報酬点数表に

おける診療情報提供料に定める様式を活用して行うことも おける診療情報提供料に定める様式を活用して行うことも

できることとする。 できることとする。

イ 利用者・家族等に対する指導又は助言の方法 イ 利用者・家族等に対する指導又は助言の方法

介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等に 介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等に

関する指導又は助言は、文書等の交付により行うよう努める 関する指導又は助言は、文書等の交付により行うよう努める

こと。 こと。

なお、口頭により指導又は助言を行った場合については、 なお、口頭により指導又は助言を行った場合については、

その要点を記録すること。当該記載については、医療保険の その要点を記録すること。当該記載については、医療保険の

診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等 診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等

により、他の記載と区別できるようにすること。 により、他の記載と区別できるようにすること。

、 、 、 、また 文書等により指導又は助言を行った場合については また 文書等により指導又は助言を行った場合については

。 。当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存すること 当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存すること

③ 介護支援専門員等による介護予防サービス計画の作成が行わ ③ 介護支援専門員等による介護予防サービス計画の作成が行わ

れていない場合 れていない場合

介護予防居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない 介護予防居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない

利用者や自ら介護予防サービス計画を作成している場合などの 利用者や自ら介護予防サービス計画を作成している場合などの

介護支援専門員等による介護予防サービス計画の作成が行われ 介護支援専門員等による介護予防サービス計画の作成が行われ

ていない利用者に対して介護予防居宅療養管理指導を行う場合 ていない利用者に対して介護予防居宅療養管理指導を行う場合

は、①の規定にかかわらず算定できること。ただし、当該利用 は、①の規定にかかわらず算定できること。ただし、当該利用

者が、介護予防居宅療養管理指導以外にも他の介護予防サービ 者が、介護予防居宅療養管理指導以外にも他の介護予防サービ

スを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は スを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は

家族の同意を得た上で、当該他の介護予防サービス事業者等に 家族の同意を得た上で、当該他の介護予防サービス事業者等に

対し、介護予防サービスを提供する上での情報提供及び助言を 対し、介護予防サービスを提供する上での情報提供及び助言を

行うこととする。 行うこととする。

④ 算定回数について ④ 算定回数について

主治の医師及び歯科医師が、１人の利用者について、それぞ 主治の医師及び歯科医師が、１人の利用者について、それぞ

れ月２回まで算定することができる。 れ月２回まで算定することができる。

⑤ 算定日について ⑤ 算定日について

算定日は、当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。ま 算定日は、当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。ま

た、請求明細書の摘要欄には、訪問診療若しくは往診の日又は た、請求明細書の摘要欄には、訪問診療若しくは往診の日又は

当該サービス担当者会議に参加した場合においては、参加日若 当該サービス担当者会議に参加した場合においては、参加日若

しくは参加が困難な場合においては、文書等を交付した日を記 しくは参加が困難な場合においては、文書等を交付した日を記

入することとする。 入することとする。
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⑶ 薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について ⑶ 薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について

① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医 ① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医

師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画 師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画

を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医 を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医

師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬 師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬

歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の 歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の

薬学的管理指導を行い、提供した介護予防居宅療養管理指導の 薬学的管理指導を行い、提供した介護予防居宅療養管理指導の

内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等 内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等

、 （ 、 、 （ 、にて提出するよう努め 速やかに記録 薬局薬剤師にあっては にて提出するよう努め 速やかに記録 薬局薬剤師にあっては

薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指 薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指

導記録）を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上 導記録）を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上

で、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の作成等 で、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の作成等

に必要な情報提供を行うこととする。介護支援専門員等への情 に必要な情報提供を行うこととする。介護支援専門員等への情

報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意する 報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意する

こと。ただし、介護支援専門員等による介護予防サービス計画 こと。ただし、介護支援専門員等による介護予防サービス計画

の作成が行われていない場合の取扱いについては、⑵③を準用 の作成が行われていない場合の取扱いについては、⑵③を準用

する。併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題があ する。併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題があ

る場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断さ る場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断さ

れる場合には、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言 れる場合には、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言

を行うこととする。薬局薬剤師にあっては当該介護予防居宅療 を行うこととする。薬局薬剤師にあっては当該介護予防居宅療

養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果に 養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果に

ついて必要な情報提供を文書で行うこととする。また、提供し ついて必要な情報提供を文書で行うこととする。また、提供し

た文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存す た文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存す

ることとする。 ることとする。

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は処方医から ② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は処方医から

提供された医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導におけ 提供された医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導におけ

る情報提供等に基づき、又は必要に応じ処方医と相談するとと る情報提供等に基づき、又は必要に応じ処方医と相談するとと

もに、他の医療関係職種（歯科訪問診療を実施している保険医 もに、他の医療関係職種（歯科訪問診療を実施している保険医

療機関の保険医である歯科医師等及び介護予防訪問看護ステー 療機関の保険医である歯科医師等及び介護予防訪問看護ステー

ションの看護師等）との間で情報を共有しながら、利用者の心 ションの看護師等）との間で情報を共有しながら、利用者の心

身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり、薬剤の 身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり、薬剤の

管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施 管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施

すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載 すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載

する。 する。
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策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付 策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付

する等の方法により保存する。 する等の方法により保存する。

薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問す 薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問す

る前に策定する。 る前に策定する。

訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計 訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計

画の見直しを行う。必要に応じ見直しを行うほか、処方薬剤の 画の見直しを行う。必要に応じ見直しを行うほか、処方薬剤の

変更があった場合にも適宜見直しを行うこと。 変更があった場合にも適宜見直しを行うこと。

③ 薬局薬剤師にあっては、必要に応じて、処方医以外の医療関 ③ 薬局薬剤師にあっては、必要に応じて、処方医以外の医療関

係職種に対しても、介護予防居宅療養管理指導の結果及び当該 係職種に対しても、介護予防居宅療養管理指導の結果及び当該

医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留 医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留

意点について情報提供することとする。 意点について情報提供することとする。

④ 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導費を月２回以上 ④ 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導費を月２回以上

算定する場合（がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者 算定する場合（がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者

に対するものを除く ）にあっては、算定する日の間隔は６日 に対するものを除く ）にあっては、算定する日の間隔は６日。 。

以上とする。がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者に 以上とする。がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者に

ついては、週２回かつ月８回に限り算定できる。医療機関の薬 ついては、週２回かつ月８回に限り算定できる。医療機関の薬

剤師が行う介護予防居宅療養管理指導を月２回算定する場合に 剤師が行う介護予防居宅療養管理指導を月２回算定する場合に

あっては、算定する日の間隔は６日以上とする。 あっては、算定する日の間隔は６日以上とする。

⑤ 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師に ⑤ 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師に

あっては、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア～ツにつ あっては、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア～ツにつ

いて記載しなければならない。 いて記載しなければならない。

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の

番号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者につい 番号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者につい

ての記録 ての記録

イ 処方した医療機関名及び処方医氏名、処方日、処方内容等 イ 処方した医療機関名及び処方医氏名、処方日、処方内容等

の処方についての記録 の処方についての記録

ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての

記録 記録

エ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴等の利用者につい エ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴等の利用者につい

ての情報の記録 ての情報の記録

オ 利用者又はその家族等からの相談事項の要点 オ 利用者又はその家族等からの相談事項の要点

カ 服薬状況 カ 服薬状況

キ 利用者の服薬中の体調の変化 キ 利用者の服薬中の体調の変化

ク 併用薬等（一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食 ク 併用薬等（一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食

品を含む ）の情報 品を含む ）の情報。 。
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ケ 合併症の情報 ケ 合併症の情報

コ 他科受診の有無 コ 他科受診の有無

サ 副作用が疑われる症状の有無 サ 副作用が疑われる症状の有無

シ 飲食物（現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認 シ 飲食物（現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認

められているものに限る ）の摂取状況等 められているものに限る ）の摂取状況等。 。

ス 服薬指導の要点 ス 服薬指導の要点

セ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名 セ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名

ソ 処方医から提供された情報の要点 ソ 処方医から提供された情報の要点

（ 、 （ 、タ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容 薬剤の保管状況 タ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容 薬剤の保管状況

服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、 服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、

副作用、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬 副作用、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬

支援措置等） 支援措置等）

チ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点 チ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

ツ 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場 ツ 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場

合にあっては、当該医療関係職種から提供された情報の要点 合にあっては、当該医療関係職種から提供された情報の要点

及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要 及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要

点 点

⑥ 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬 ⑥ 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬

剤師にあっては薬剤管理指導記録に、少なくとも以下のア～カ 剤師にあっては薬剤管理指導記録に、少なくとも以下のア～カ

について記載しなければならないこととし、最後の記入の日か について記載しなければならないこととし、最後の記入の日か

ら最低３年間保存すること。 ら最低３年間保存すること。

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号 ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号

イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴 イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴

ウ 薬学的管理指導の内容（医薬品の保管状況、服薬状況、残 ウ 薬学的管理指導の内容（医薬品の保管状況、服薬状況、残

薬の状況、重複投薬、配合禁忌等に関する確認及び実施した 薬の状況、重複投薬、配合禁忌等に関する確認及び実施した

服薬支援措置を含む ） 服薬支援措置を含む ）。 。

エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点 エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点

オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名 オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名

カ その他の事項 カ その他の事項

⑦ 介護予防居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬され ⑦ 介護予防居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬され

た医薬品について、医療機関又は薬局の薬剤師が以下の情報を た医薬品について、医療機関又は薬局の薬剤師が以下の情報を

知ったときは、原則として当該薬剤師は、速やかに当該利用者 知ったときは、原則として当該薬剤師は、速やかに当該利用者

の主治医に対し、当該情報を文書により提供するとともに、当 の主治医に対し、当該情報を文書により提供するとともに、当

該主治医に相談の上、必要に応じ、利用者に対する薬学的管理 該主治医に相談の上、必要に応じ、利用者に対する薬学的管理

指導を行うものとする。 指導を行うものとする。
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ア 医薬品緊急安全性情報 ア 医薬品緊急安全性情報

イ 医薬品・医療機器等安全性情報 イ 医薬品・医療機器等安全性情報

⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が介護予防居宅療養管理 ⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が介護予防居宅療養管理

指導を行っている場合は、介護予防居宅療養管理指導費は、算 指導を行っている場合は、介護予防居宅療養管理指導費は、算

定しない。 定しない。

⑨ ⑧にかかわらず、介護予防居宅療養管理指導を行っている保 ⑨ ⑧にかかわらず、介護予防居宅療養管理指導を行っている保

険薬局（以下「在宅基幹薬局」という ）が連携する他の保険 険薬局（以下「在宅基幹薬局」という ）が連携する他の保険。 。

薬局（以下「サポート薬局」という ）と薬学的管理指導計画 薬局（以下「サポート薬局」という ）と薬学的管理指導計画。 。

の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由が の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由が

ある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該利用者又は ある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該利用者又は

その家族等に介護予防居宅療養管理指導を行うことについてあ その家族等に介護予防居宅療養管理指導を行うことについてあ

、 、らかじめ当該利用者又はその家族等の同意を得ている場合には らかじめ当該利用者又はその家族等の同意を得ている場合には

在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が介護予防居宅療養管理 在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が介護予防居宅療養管理

指導を行った場合は介護予防居宅療養管理指導費を算定できる 指導を行った場合は介護予防居宅療養管理指導費を算定できる

こと。なお、介護予防居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬 こと。なお、介護予防居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬

局が行うこと。 局が行うこと。

⑩ サポート薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって介 ⑩ サポート薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって介

護予防居宅療養管理指導を行った場合には次のとおり、薬剤服 護予防居宅療養管理指導を行った場合には次のとおり、薬剤服

用歴の記録等を行うこととする。 用歴の記録等を行うこととする。

ア サポート薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬 ア サポート薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬

局と当該記録の内容を共有すること。 局と当該記録の内容を共有すること。

イ アを踏まえ、在宅基幹薬局は、介護予防居宅療養管理指導 イ アを踏まえ、在宅基幹薬局は、介護予防居宅療養管理指導

の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果について の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果について

の報告や介護支援専門員等に対する必要な情報提供等を行う の報告や介護支援専門員等に対する必要な情報提供等を行う

こと。 こと。

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該介護予防居宅療養管理 ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該介護予防居宅療養管理

指導を行ったサポート薬局名及びやむを得ない事由等を記載 指導を行ったサポート薬局名及びやむを得ない事由等を記載

するとともに、請求明細書の摘要欄にサポート薬局が当該業 するとともに、請求明細書の摘要欄にサポート薬局が当該業

務を行った日付等を記載すること。 務を行った日付等を記載すること。

⑪ 居宅においてとう疼痛緩和のために厚生労働大臣が別に定め ⑪ 居宅においてとう疼痛緩和のために厚生労働大臣が別に定め

る特別な薬剤(以下「麻薬」という ）は 「麻薬及び向精神薬 る特別な薬剤(以下「麻薬」という ）は 「麻薬及び向精神薬。 、 。 、

取締法(昭和28年法律第14号)第２条第１項に規定する麻薬」の 取締法(昭和28年法律第14号)第２条第１項に規定する麻薬」の

うち、使用薬剤の購入価格(薬価基準)(平成14年厚生労働省告示 うち、使用薬剤の購入価格(薬価基準)(平成14年厚生労働省告示

第87号)に収載されている医薬品であり、以降、改定がなされた 第87号)に収載されている医薬品であり、以降、改定がなされた

際には、改定後の最新の薬価基準に収載されているものを意味 際には、改定後の最新の薬価基準に収載されているものを意味
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する。 する。

⑫ 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対 ⑫ 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対

して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び

保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管 保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管

取扱い上の注意事項等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬 取扱い上の注意事項等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬

。 。による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行った場合に算定する による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行った場合に算定する

なお、薬局薬剤師にあっては、処方せん発行医に対して必要な なお、薬局薬剤師にあっては、処方せん発行医に対して必要な

情報提供を行うことが必要である。 情報提供を行うことが必要である。

⑬ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、薬局薬剤師に ⑬ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、薬局薬剤師に

あっては薬剤服用歴の記録に⑤の記載事項に加えて、少なくと あっては薬剤服用歴の記録に⑤の記載事項に加えて、少なくと

も次の事項について記載されていなければならない。 も次の事項について記載されていなければならない。

ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻 ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻

薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の 薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の

併用薬剤、とう疼痛緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与に 併用薬剤、とう疼痛緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与に

よる副作用の有無などの確認等) よる副作用の有無などの確認等)

イ 訪問に際して行った患者及び家族への指導の要点(麻薬に係 イ 訪問に際して行った患者及び家族への指導の要点(麻薬に係

る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導 る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導

等) 等)

ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬 ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬

状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関す 状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関す

る事項を含む ）の要点 る事項を含む ）の要点。 。

エ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都 エ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都

道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録 道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録

に添付することで差し支えない ） に添付することで差し支えない ）。 。

⑭ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、医療機関の薬 ⑭ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、医療機関の薬

剤師にあっては薬剤管理指導記録に⑥の記載事項に加えて、少 剤師にあっては薬剤管理指導記録に⑥の記載事項に加えて、少

なくとも次の事項について記載されていなければならない。 なくとも次の事項について記載されていなければならない。

ア 麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服 ア 麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服

薬状況、残薬の状況、疼痛緩和の状況、副作用の有無の確認 薬状況、残薬の状況、疼痛緩和の状況、副作用の有無の確認

等) 等)

イ 麻薬に係る利用者及び家族への指導・相談事項(麻薬に係る イ 麻薬に係る利用者及び家族への指導・相談事項(麻薬に係る

服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等) 服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)

ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項 ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項

エ その他の麻薬に係る事項 エ その他の麻薬に係る事項

⑮ 医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤 ⑮ 医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤
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師からの報告による留意事項を記載する。なお、当該記載につ 師からの報告による留意事項を記載する。なお、当該記載につ

いては、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、下 いては、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、下

線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにするこ 線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにするこ

ととする。また、薬局薬剤師による訪問結果についての必要な ととする。また、薬局薬剤師による訪問結果についての必要な

情報提供についての文書は、診療録に添付する等により保存す 情報提供についての文書は、診療録に添付する等により保存す

ることとする。 ることとする。

⑷ 管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について ⑷ 管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について

① 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、居 ① 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、居

宅で療養を行っており、通院による療養が困難な利用者につい 宅で療養を行っており、通院による療養が困難な利用者につい

て、医師が当該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提 て、医師が当該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提

供する必要性を認めた場合又は当該利用者が低栄養状態にある 供する必要性を認めた場合又は当該利用者が低栄養状態にある

と医師が判断した場合であって、当該医師の指示に基づき、管 と医師が判断した場合であって、当該医師の指示に基づき、管

理栄養士が利用者の居宅を訪問し、栄養ケア計画を作成し当該 理栄養士が利用者の居宅を訪問し、栄養ケア計画を作成し当該

計画を患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該栄 計画を患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該栄

養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談 養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談

又は助言を30分以上行った場合に算定する。 又は助言を30分以上行った場合に算定する。

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

② 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が ② 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が

行われていれば算定できる。 行われていれば算定できる。

③ 当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った医師は、 ③ 当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った医師は、

訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同 訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同

で作成した栄養ケア計画を添付する等により保存する。また、 で作成した栄養ケア計画を添付する等により保存する。また、

栄養ケア計画に基づき、実際に介護予防居宅療養管理指導を行 栄養ケア計画に基づき、実際に介護予防居宅療養管理指導を行

う管理栄養士に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記 う管理栄養士に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記

載する。さらに、栄養ケア計画の見直しに当たっては、管理栄 載する。さらに、栄養ケア計画の見直しに当たっては、管理栄

養士の報告をうけ、医師の訪問診療の結果等に基づき、指示し 養士の報告をうけ、医師の訪問診療の結果等に基づき、指示し

た内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケア計画を添付す た内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケア計画を添付す

る等により保存する。なお、当該記載及び添付については、医 る等により保存する。なお、当該記載及び添付については、医

療保険の診療録に記載及び添付することとしてもよいが、記載 療保険の診療録に記載及び添付することとしてもよいが、記載

については、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別する については、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別する

こととする。 こととする。

④ 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、以 ④ 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、以

下のアからケまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 下のアからケまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。

ア 利用者の低栄養状態のリスクを、把握すること（以下「栄 ア 利用者の低栄養状態のリスクを、把握すること（以下「栄

養スクリーニング」という 。 養スクリーニング」という 。。） 。）
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イ 栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を イ 栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を

把握すること（以下「栄養アセスメント」という 。 把握すること（以下「栄養アセスメント」という 。。） 。）

ウ 栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医 ウ 栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医

師、看護師、薬剤師その他の職種の者と共同して、利用者ご 師、看護師、薬剤師その他の職種の者と共同して、利用者ご

とに摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮された栄養補給に関 とに摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮された栄養補給に関

する事項（栄養補給量、補給方法等 、栄養食事相談に関す する事項（栄養補給量、補給方法等 、栄養食事相談に関す） ）

る事項（食事に関する内容、利用者又は家族が主体的に取り る事項（食事に関する内容、利用者又は家族が主体的に取り

組むことができる具体的な内容及び相談の実施方法等 、解 組むことができる具体的な内容及び相談の実施方法等 、解） ）

決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等 決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等

を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄 を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄

養ケア計画については、介護予防居宅療養管理指導の対象と 養ケア計画については、介護予防居宅療養管理指導の対象と

なる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 なる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

エ 栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情 エ 栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情

報提供及び栄養食事相談又は助言を実施するとともに、栄養 報提供及び栄養食事相談又は助言を実施するとともに、栄養

ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変更の必要性、関 ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変更の必要性、関

連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）が 連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）が

あれば直ちに当該計画を修正すること。 あれば直ちに当該計画を修正すること。

オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場 オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場

合には、当該利用者に係る介護予防居宅療養管理指導の指示 合には、当該利用者に係る介護予防居宅療養管理指導の指示

を行った医師を通じ、介護支援専門員に対して情報提供を行 を行った医師を通じ、介護支援専門員に対して情報提供を行

うこと。 うこと。

カ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能 カ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能

の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行い、当該介護 の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行い、当該介護

予防居宅療養管理指導に係る指示を行った医師に対する報告 予防居宅療養管理指導に係る指示を行った医師に対する報告

を行うこと。なお、低栄養状態のモニタリングにおいては、 を行うこと。なお、低栄養状態のモニタリングにおいては、

利用者個々の身体状況等を勘案し必要に応じて体重を測定す 利用者個々の身体状況等を勘案し必要に応じて体重を測定す

るなど、ＢＭＩや体重減少率等から利用者の栄養状態の把握 るなど、ＢＭＩや体重減少率等から利用者の栄養状態の把握

を行うこと。 を行うこと。

キ 利用者について、概ね３月を目途として、低栄養状態のリ キ 利用者について、おおむね３月を目途として、低栄養状態

スクについて、栄養スクリーニングを実施し、医師の指示の のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、医師の指

。もとに関連職種と共同して当該計画の見直しを行うこと。 示のもとに関連職種と共同して当該計画の見直しを行うこと

ク 管理栄養士は、利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を ク 管理栄養士は、利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を

記録する。なお、交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録 記録する。なお、交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録

に添付する等により保存すること。 に添付する等により保存すること。

ケ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び ケ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び
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に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

（ 「 」支援の方法に関する基準第93条において準用する第19条に規 支援の方法に関する基準 以下 指定介護予防サービス基準

定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア という ）第93条において準用する第49条の13に規定するサ。

計画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場 ービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従

合は、当該記録とは別に管理栄養士の介護予防居宅療養管理 い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当

指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要 該記録とは別に管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導費の

はないものとすること。 算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はないも

のとすること。

⑤ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対 ⑤ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対

、 、 、 、する潰瘍食 侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食 する潰瘍食 侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食

クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下してい クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下してい

る患者に対する低残渣食並びに高度肥満症（肥満度がプラス40 る患者に対する低残渣食並びに高度肥満症（肥満度がプラス40

％以上又はＢＭＩが30以上）の患者に対する治療食を含む。な ％以上又はＢＭＩが30以上）の患者に対する治療食を含む。な

お、高血圧の患者に対する減塩食（食塩相当量の総量が6.0グラ お、高血圧の患者に対する減塩食（食塩相当量の総量が6.0グラ

ム未満のものに限る ）及び嚥下困難者（そのために摂食不良 ム未満のものに限る ）及び嚥下困難者（そのために摂食不良。 。

となった者も含む ）のための流動食は、介護予防短期入所生 となった者も含む ）のための流動食は、介護予防短期入所生。 。

活介護費及び介護予防短期入所療養介護費の療養食加算の場合 活介護費及び介護予防短期入所療養介護費の療養食加算の場合

と異なり、介護予防居宅療養管理指導の対象となる特別食に含 と異なり、介護予防居宅療養管理指導の対象となる特別食に含

まれる。 まれる。

⑸ 歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について ⑸ 歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について

① 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、 ① 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、

訪問診療を行った利用者又はその家族等に対して、当該訪問診 訪問診療を行った利用者又はその家族等に対して、当該訪問診

療を行った歯科医師の指示に基づき、当該医療機関に勤務（常 療を行った歯科医師の指示に基づき、当該医療機関に勤務（常

） 、 、 ） 、 、勤又は非常勤 する歯科衛生士等が 利用者の居宅を訪問して 勤又は非常勤 する歯科衛生士等が 利用者の居宅を訪問して

利用者又はその家族の同意及び訪問診療の結果等に基づき作成 利用者又はその家族の同意及び訪問診療の結果等に基づき作成

した管理指導計画を利用者又はその家族等に対して交付すると した管理指導計画を利用者又はその家族等に対して交付すると

ともに、当該管理指導計画に従った療養上必要な実地指導を１ ともに、当該管理指導計画に従った療養上必要な実地指導を１

人の利用者に対して歯科衛生士等が一対一で20分以上行った場 人の利用者に対して歯科衛生士等が一対一で20分以上行った場

合について算定し、実地指導が単なる日常的な口腔清掃等であ 合について算定し、実地指導が単なる日常的な口腔清掃等であ

るなど療養上必要な指導に該当しないと判断される場合は算定 るなど療養上必要な指導に該当しないと判断される場合は算定

できない。 できない。

なお、請求明細書の摘要欄に当該介護予防居宅療養管理指導 なお、請求明細書の摘要欄に当該介護予防居宅療養管理指導

に係る指示を行った歯科医師が訪問診療を行った日と歯科衛生 に係る指示を行った歯科医師が訪問診療を行った日と歯科衛生

士等の訪問日を記入することとする。 士等の訪問日を記入することとする。

② 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導は、指示を行 ② 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導は、指示を行
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った歯科医師の訪問診療の日から起算して３月以内に行われた った歯科医師の訪問診療の日から起算して３月以内に行われた

場合に算定する。 場合に算定する。

、 、③ 歯科衛生士等が介護予防居宅療養管理指導を行った時間とは ③ 歯科衛生士等が介護予防居宅療養管理指導を行った時間とは

実際に指導を行った時間をいうものであり、指導のための準備 実際に指導を行った時間をいうものであり、指導のための準備

や利用者の移動に要した時間等は含まない。 や利用者の移動に要した時間等は含まない。

④ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、 ④ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、

医療機関に勤務する歯科衛生士等が、当該医療機関の歯科医師 医療機関に勤務する歯科衛生士等が、当該医療機関の歯科医師

からの直接の指示並びに管理指導計画に係る助言等（以下「指 からの直接の指示並びに管理指導計画に係る助言等（以下「指

示等」という ）を受け、居宅に訪問して実施した場合に算定 示等」という ）を受け、居宅に訪問して実施した場合に算定。 。

する。なお、終了後は、指示等を行った歯科医師に直接報告す する。なお、終了後は、指示等を行った歯科医師に直接報告す

るものとする。 るものとする。

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理 ⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理

指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指 指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指

導の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、 導の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、

指導の開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善 指導の開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善

等に関する要点、歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療 等に関する要点、歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療

に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了時刻及び に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了時刻及び

担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報告する。 担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報告する。

⑥ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、 ⑦ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、

。 。以下のアからキまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること 以下のアからキまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること

ア 利用者の口腔機能（口腔衛生、摂食・嚥下機能等）のリス ア 利用者の口腔機能（口腔衛生、摂食・嚥下機能等）のリス

クを、把握すること（以下「口腔機能スクリーニング」とい クを、把握すること（以下「口腔機能スクリーニング」とい

う 。 う 。。） 。）

イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課 イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課

（ 「 」 。）。 （ 「 」 。）。題を把握すること 以下 口腔機能アセスメント という 題を把握すること 以下 口腔機能アセスメント という

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士そ ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士そ

の他の職種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する の他の職種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する

事項（口腔内の清掃、有床義歯の清掃等 、摂食・嚥下機能 事項（口腔内の清掃、有床義歯の清掃等 、摂食・嚥下機能） ）

に関する事項（摂食・嚥下機能の維持・向上に必要な実地指 に関する事項（摂食・嚥下機能の維持・向上に必要な実地指

導、歯科保健のための食生活指導等 、解決すべき課題に対 導、歯科保健のための食生活指導等 、解決すべき課題に対） ）

し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載し、利用者 し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載し、利用者

の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の

具体的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、 具体的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、

作成した管理指導計画については、介護予防居宅療養管理指 作成した管理指導計画については、介護予防居宅療養管理指

導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得 導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得
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ること。 ること。

エ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を エ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を

実施するとともに、管理指導計画に実施上の問題（口腔清掃 実施するとともに、管理指導計画に実施上の問題（口腔清掃

方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項 方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項

の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正するこ の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正するこ

と。 と。

オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能 オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能

の状況を検討し、口腔機能のモニタリングを行い、当該介護 の状況を検討し、口腔機能のモニタリングを行い、当該介護

予防居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に対する 予防居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に対する

。 、 、 。 、 、報告を行うこと なお 口腔機能のモニタリングにおいては 報告を行うこと なお 口腔機能のモニタリングにおいては

口腔衛生の評価、反復唾液嚥下テスト等から利用者の口腔機 口腔衛生の評価、反復唾液嚥下テスト等から利用者の口腔機

能の把握を行うこと。 能の把握を行うこと。

カ 利用者について、概ね３月を目途として、口腔機能のリス カ 利用者について、おおむね３月を目途として、口腔機能の

クについて、口腔機能スクリーニングを実施し、当該介護予 リスクについて、口腔機能スクリーニングを実施し、当該介

防居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に報告し、 護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に報告

歯科医師による指示に基づき、必要に応じて管理指導計画の し、歯科医師による指示に基づき、必要に応じて管理指導計

見直しを行うこと。なお、管理指導計画の見直しに当たって 画の見直しを行うこと。なお、管理指導計画の見直しに当た

は、歯科医師その他の職種と共同して行うこと。 っては、歯科医師その他の職種と共同して行うこと。

キ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び キ 指定介護予防サービス基準第93条において準用する第49条

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な の13に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの

支援の方法に関する基準第93条において準用する第19条に規 管理指導計画に従い歯科衛生士等が利用者の状態を定期的に

定するサービスの提供の記録において利用者ごとの管理指導 記録する場合は、当該記録とは別に歯科衛生士等の介護予防

計画に従い歯科衛生士等が利用者の状態を定期的に記録する 居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に

場合は、当該記録とは別に歯科衛生士等の介護予防居宅療養 記録する必要はないものとすること。

管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する

必要はないものとすること。

⑦ 当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師 ⑦ 当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師

は、訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、 は、訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、

共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。ま 共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。ま

た、管理指導計画に基づき、実際に実地指導を行う歯科衛生士 た、管理指導計画に基づき、実際に実地指導を行う歯科衛生士

等に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さ 等に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さ

らに、管理指導計画の見直しに当たっては、歯科衛生士等の報 らに、管理指導計画の見直しに当たっては、歯科衛生士等の報

告をうけ、歯科医師の訪問診療の結果等に基づき、指示した内 告をうけ、歯科医師の訪問診療の結果等に基づき、指示した内

（ ） 、 （ ） 、容 療養上必要な実地指導の継続の必要性等 の要点を記載し 容 療養上必要な実地指導の継続の必要性等 の要点を記載し

共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。な 共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。な
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お、当該記載及び添付については、医療保険の診療録に記載及 お、当該記載及び添付については、医療保険の診療録に記載及

び添付することとしてもよいが、記載については、下線又は枠 び添付することとしてもよいが、記載については、下線又は枠

で囲う等により、他の記載と区別することとする。 で囲う等により、他の記載と区別することとする。

⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必 ⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必

要である場合も想定されることから、その疑いがある場合は、 要である場合も想定されることから、その疑いがある場合は、

利用者又は家族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯科 利用者又は家族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯科

医師を通した介護予防支援事業者等への情報提供等の適切な措 医師を通した介護予防支援事業者等への情報提供等の適切な措

置を講じることとする。 置を講じることとする。

⑹ 看護職員が行う介護予防居宅療養管理指導について ⑹ 看護職員が行う介護予防居宅療養管理指導について

① 看護職員による介護予防居宅療養管理指導については、要介 ① 看護職員による介護予防居宅療養管理指導については、要介

護認定等の際に主治医から提出される「主治医意見書」中「４ 護認定等の際に主治医から提出される「主治医意見書」中「４

生活機能とサービスに関する意見(5)医学的管理の必要性 の 看 生活機能とサービスに関する意見(5)医学的管理の必要性 の 看」「 」「

護職員の訪問による相談・支援」の項にチェックのある利用者 護職員の訪問による相談・支援」の項にチェックのある利用者

又は看護職員の訪問による相談支援の必要がある旨の記載があ 又は看護職員の訪問による相談支援の必要がある旨の記載があ

る者のうち、サービス担当者会議において必要性が認められ、 る者のうち、サービス担当者会議において必要性が認められ、

本人又はその家族等の同意が得られた者に対して、看護職員が 本人又はその家族等の同意が得られた者に対して、看護職員が

訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行い、併せて介護 訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行い、併せて介護

支援専門員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な 支援専門員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な

情報提供を行った場合について算定する。 情報提供を行った場合について算定する。

② 新規認定、更新認定又は要支援認定区分の変更の際に作成さ ② 新規認定、更新認定又は要支援認定区分の変更の際に作成さ

れた介護予防サービス計画に基づくサービスの開始から六月以 れた介護予防サービス計画に基づくサービスの開始から六月以

内に行われた場合に算定するものとする。 内に行われた場合に算定するものとする。

③ 看護職員は実施した療養上の相談及び支援に係る記録を作成 ③ 看護職員は実施した療養上の相談及び支援に係る記録を作成

し、保存するとともに、相談等の対象となった利用者ごとに利 し、保存するとともに、相談等の対象となった利用者ごとに利

用者氏名、訪問先、訪問日、指導の要点、解決すべき課題等に 用者氏名、訪問先、訪問日、指導の要点、解決すべき課題等に

関する要点を明記し、医師、介護支援専門員等に対して情報提 関する要点を明記し、医師、介護支援専門員等に対して情報提

供を行うこととする。 供を行うこととする。

⑺ その他 ⑺ その他

介護予防居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から 介護予防居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から

徴収してもよいものとする。 徴収してもよいものとする。

７ 介護予防通所介護費・介護予防通所リハビリテーション費 ７ 介護予防通所介護費・介護予防通所リハビリテーション費

⑴ 生活機能向上グループ活動加算（介護予防通所介護費に限る ） ⑴ 生活機能向上グループ活動加算（介護予防通所介護費に限る ）。 。

の取扱いについて の取扱いについて

生活機能向上グループ活動加算は、自立した日常生活を営むた 生活機能向上グループ活動加算は、自立した日常生活を営むた

めの共通の課題を有する利用者に対し、生活機能の向上を目的と めの共通の課題を有する利用者に対し、生活機能の向上を目的と
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した活動をグループで行った場合に算定できる。また、集団的に した活動をグループで行った場合に算定できる。また、集団的に

行われるレクリエーションや創作活動等の機能訓練を実施した場 行われるレクリエーションや創作活動等の機能訓練を実施した場

合には算定できないこと。なお、当該加算を算定する場合は、次 合には算定できないこと。なお、当該加算を算定する場合は、次

の①から③までを満たすことが必要である。 の①から③までを満たすことが必要である。

① 生活機能向上グループ活動の準備 ① 生活機能向上グループ活動の準備

ア 利用者自らが日常生活上の課題に応じて活動を選択できる ア 利用者自らが日常生活上の課題に応じて活動を選択できる

よう、次に掲げる活動項目を参考に、日常生活に直結した活 よう、次に掲げる活動項目を参考に、日常生活に直結した活

動項目を複数準備し、時間割を組むこと。 動項目を複数準備し、時間割を組むこと。

（活動項目の例） （活動項目の例）

家事関連活動 家事関連活動

衣:洗濯機・アイロン・ミシン等の操作 衣服の手入れ ボ 衣:洗濯機・アイロン・ミシン等の操作 衣服の手入れ ボ、 （ 、 （

タンつけ等）等 タンつけ等）等

食:献立作り、買い出し、調理家電（電子レンジ、クッキ 食:献立作り、買い出し、調理家電（電子レンジ、クッキ

ングヒーター、電気ポット等 ・調理器具（包丁、キ ングヒーター、電気ポット等 ・調理器具（包丁、キ） ）

ッチン鋏、皮むき器等）の操作、調理（炊飯、総菜、 ッチン鋏、皮むき器等）の操作、調理（炊飯、総菜、

行事食等 、パン作り等 行事食等 、パン作り等） ）

住:日曜大工、掃除道具（掃除機、モップ等）の操作、ガ 住:日曜大工、掃除道具（掃除機、モップ等）の操作、ガ

ーデニング等 ーデニング等

通信・記録関連活動 通信・記録関連活動

機器操作（携帯電話操作、パソコン操作等 、記録 機器操作（携帯電話操作、パソコン操作等 、記録） ）

作成（家計簿、日記、健康ノート等） 作成（家計簿、日記、健康ノート等）

イ 一のグループの人数は６人以下とすること。 イ 一のグループの人数は６人以下とすること。

② 利用者ごとの日常生活上の課題の把握と達成目標の設定 ② 利用者ごとの日常生活上の課題の把握と達成目標の設定

介護職員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員その他の 介護職員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員その他の

職種の者（以下この項において「介護職員等」という ）が生 職種の者（以下７において「介護職員等」という ）が生活機。 。

活機能向上グループ活動サービスを行うに当たっては、次のア 能向上グループ活動サービスを行うに当たっては、次のアから

からエまでに掲げる手順により行うものとする。なお、アから エまでに掲げる手順により行うものとする。なお、アからエま

エまでの手順により得られた結果は、介護予防通所介護計画に での手順により得られた結果は、介護予防通所介護計画に記録

記録すること。 すること。

ア 当該利用者が、㈠要支援状態に至った理由と経緯、㈡要支 ア 当該利用者が、㈠要支援状態に至った理由と経緯、㈡要支

援状態となる直前の日常生活の自立の程度と家庭内での役割 援状態となる直前の日常生活の自立の程度と家庭内での役割

の内容、㈢要支援状態となった後に自立してできなくなった の内容、㈢要支援状態となった後に自立してできなくなった

こと若しくは支障を感じるようになったこと、㈣現在の居宅 こと若しくは支障を感じるようになったこと、㈣現在の居宅



- 40 -

における家事遂行の状況と家庭内での役割の内容、㈤近隣と における家事遂行の状況と家庭内での役割の内容、㈤近隣と

の交流の状況等について把握すること。把握に当たっては、 の交流の状況等について把握すること。把握に当たっては、

当該利用者から聞き取るほか、家族や介護予防支援事業者等 当該利用者から聞き取るほか、家族や介護予防支援事業者等

から必要な情報を得るよう努めること。 から必要な情報を得るよう努めること。

イ アについて把握した上で、具体的な日常生活上の課題及び イ アについて把握した上で、具体的な日常生活上の課題及び

到達目標を当該利用者と共に設定すること。到達目標は、概 到達目標を当該利用者と共に設定すること。到達目標は、お

ね３月程度で達成可能な目標とし、さらに段階的に目標を達 おむね３月程度で達成可能な目標とし、さらに段階的に目標

成するために概ね１月程度で達成可能な目標（以下「短期目 を達成するためにおおむね１月程度で達成可能な目標（以下

標」という ）を設定すること。到達目標及び短期目標につ 「短期目標」という ）を設定すること。到達目標及び短期。 。

いては、当該利用者の介護予防サービス計画と整合性のとれ 目標については、当該利用者の介護予防サービス計画と整合

た内容とすること。 性のとれた内容とすること。

ウ 介護職員等は、当該利用者の同意を得た上で到達目標を達 ウ 介護職員等は、当該利用者の同意を得た上で到達目標を達

成するために適切な活動項目を選定すること。当該利用者の 成するために適切な活動項目を選定すること。当該利用者の

活動項目の選定に当たっては、生活意欲を引き出すなど、当 活動項目の選定に当たっては、生活意欲を引き出すなど、当

該利用者が主体的に参加できるよう支援すること。 該利用者が主体的に参加できるよう支援すること。

エ 生活機能向上グループ活動の㈠実施時間は、利用者の状態 エ 生活機能向上グループ活動の㈠実施時間は、利用者の状態

や活動の内容を踏まえた適切な時間とし、㈡実施頻度は１週 や活動の内容を踏まえた適切な時間とし、㈡実施頻度は１週

につき１回以上行うこととし、㈢実施期間は概ね３月以内と につき１回以上行うこととし、㈢実施期間はおおむね３月以

する。介護職員等は、㈠から㈢までについて、当該利用者に 内とする。介護職員等は、㈠から㈢までについて、当該利用

説明し、同意を得ること。 者に説明し、同意を得ること。

③ 生活機能向上グループ活動の実施方法 ③ 生活機能向上グループ活動の実施方法

ア 介護職員等は、予め生活機能向上グループ活動に係る計画 ア 介護職員等は、予め生活機能向上グループ活動に係る計画

を作成し、当該活動項目の具体的な内容、進め方及び実施上 を作成し、当該活動項目の具体的な内容、進め方及び実施上

の留意点等を明らかにしておくこと。 の留意点等を明らかにしておくこと。

イ 生活機能向上グループ活動は、一のグループごとに、当該 イ 生活機能向上グループ活動は、一のグループごとに、当該

生活機能向上グループ活動の実施時間を通じて１人以上の介 生活機能向上グループ活動の実施時間を通じて１人以上の介

護職員等を配置することとし、同じグループに属する利用者 護職員等を配置することとし、同じグループに属する利用者

が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できる が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できる

よう適切な支援を行うこと。 よう適切な支援を行うこと。

ウ 介護職員等は、当該サービスを実施した日ごとに、実施時 ウ 介護職員等は、当該サービスを実施した日ごとに、実施時

間、実施内容、参加した利用者の人数及び氏名等を記録する 間、実施内容、参加した利用者の人数及び氏名等を記録する

こと。 こと。

エ 利用者の短期目標に応じて、概ね１月ごとに、利用者の当 エ 利用者の短期目標に応じて、おおむね１月ごとに、利用者

該短期目標の達成度と生活機能向上グループ活動における当 の当該短期目標の達成度と生活機能向上グループ活動におけ

該利用者の客観的な状況についてモニタリングを行うととも る当該利用者の客観的な状況についてモニタリングを行うと
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に、必要に応じて、生活機能向上グループ活動に係る計画の ともに、必要に応じて、生活機能向上グループ活動に係る計

修正を行うこと。 画の修正を行うこと。

オ 実施期間終了後、到達目標の達成状況及び②のアの㈢から オ 実施期間終了後、到達目標の達成状況及び②のアの㈢から

㈤までの状況等について確認すること。その結果、当該到達 ㈤までの状況等について確認すること。その結果、当該到達

目標を達成している場合には、当該利用者に対する当該生活 目標を達成している場合には、当該利用者に対する当該生活

機能向上グループ活動を終了し、当該利用者を担当する介護 機能向上グループ活動を終了し、当該利用者を担当する介護

予防支援事業者に報告すること。また、当該到達目標を達成 予防支援事業者に報告すること。また、当該到達目標を達成

していない場合には、達成できなかった理由を明らかにする していない場合には、達成できなかった理由を明らかにする

とともに、当該サービスの継続の必要性について当該利用者 とともに、当該サービスの継続の必要性について当該利用者

及び介護予防支援事業者と検討すること。その上で、当該サ 及び介護予防支援事業者と検討すること。その上で、当該サ

ービスを継続する場合は、適切に実施方法及び実施内容等を ービスを継続する場合は、適切に実施方法及び実施内容等を

見直すこと。 見直すこと。

⑵ 運動器機能向上加算の取扱いについて ⑵ 運動器機能向上加算の取扱いについて

① 介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおい ① 介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおい

て運動器機能向上サービスを提供する目的は、当該サービスを て運動器機能向上サービスを提供する目的は、当該サービスを

通じて要支援者ができる限り要介護状態にならず自立した日常 通じて要支援者ができる限り要介護状態にならず自立した日常

生活を営むことができるよう支援することであることに留意し 生活を営むことができるよう支援することであることに留意し

つつ行うこと。 つつ行うこと。

② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復 ② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復

（ 「 」 。） （ 「 」 。）師又はあん摩マッサージ指圧師 以下 理学療法士等 という 師又はあん摩マッサージ指圧師 以下 理学療法士等 という

を１名以上配置して行うものであること。 を１名以上配置して行うものであること。

③ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに ③ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに

掲げるとおり、実施すること。 掲げるとおり、実施すること。

ア 利用者ごとに看護職員等の医療従事者による運動器機能向 ア 利用者ごとに看護職員等の医療従事者による運動器機能向

上サービスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実 上サービスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実

施し、サービスの提供に際して考慮すべきリスク、利用者の 施し、サービスの提供に際して考慮すべきリスク、利用者の

ニーズ及び運動器の機能の状況を、利用開始時に把握するこ ニーズ及び運動器の機能の状況を、利用開始時に把握するこ

と。 と。

イ 理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現す イ 理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現す

るための概ね３月程度で達成可能な目標（以下「長期目標」 るためのおおむね３月程度で達成可能な目標（以下「長期目

という ）及び長期目標を達成するための概ね１月程度で達 標」という ）及び長期目標を達成するためのおおむね１月。 。

成可能な目標（以下「短期目標」という ）を設定すること。 程度で達成可能な目標（以下「短期目標」という ）を設定。 。

長期目標及び短期目標については、介護予防支援事業者にお すること。長期目標及び短期目標については、介護予防支援

いて作成された当該利用者に係る介護予防サービス計画と整 事業者において作成された当該利用者に係る介護予防サービ

合が図れたものとすること。 ス計画と整合が図れたものとすること。
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ウ 利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、理学療法士 ウ 利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、理学療法士

等、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共 等、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共

、 、 、 、 、 、 、 、同して 当該利用者ごとに 実施する運動の種類 実施期間 同して 当該利用者ごとに 実施する運動の種類 実施期間

実施頻度、１回当たりの実施時間、実施形態等を記載した運 実施頻度、１回当たりの実施時間、実施形態等を記載した運

動器機能向上計画を作成すること。その際、実施期間につい 動器機能向上計画を作成すること。その際、実施期間につい

ては、運動の種類によって異なるものの、概ね３月間程度と ては、運動の種類によって異なるものの、おおむね３月間程

すること。また、作成した運動器機能向上計画については、 度とすること。また、作成した運動器機能向上計画について

運動器機能向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時 は、運動器機能向上サービスの提供による効果、リスク、緊

の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画の対象となる利 急時の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画の対象とな

用者に分かりやすい形で説明し その同意を得ること なお る利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。、 。 、

介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションにお なお、介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーショ

いては、運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所 ンにおいては、運動器機能向上計画に相当する内容を介護予

介護計画の中又は介護予防通所リハビリテーション計画の中 防通所介護計画の中又は介護予防通所リハビリテーション計

にそれぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器機能向 画の中にそれぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器

上計画の作成に代えることができるものとすること。 機能向上計画の作成に代えることができるものとすること。

エ 運動器機能向上計画に基づき、利用者毎に運動器機能向上 エ 運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向

サービスを提供すること。その際、提供する運動器機能向上 上サービスを提供すること。その際、提供する運動器機能向

サービスについては、国内外の文献等において介護予防の観 上サービスについては、国内外の文献等において介護予防の

点からの有効性が確認されている等の適切なものとすること 観点からの有効性が確認されている等の適切なものとするこ。

また、運動器機能向上計画に実施上の問題点（運動の種類の と。また、運動器機能向上計画に実施上の問題点（運動の種

変更の必要性、実施頻度の変更の必要性等）があれば直ちに 類の変更の必要性、実施頻度の変更の必要性等）があれば直

当該計画を修正すること。 ちに当該計画を修正すること。

オ 利用者の短期目標に応じて、概ね１月間ごとに、利用者の オ 利用者の短期目標に応じて、おおむね１月間ごとに、利用

当該短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況につい 者の当該短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況に

てモニタリングを行うとともに、必要に応じて、運動器機能 ついてモニタリングを行うとともに、必要に応じて、運動器

向上計画の修正を行うこと。 機能向上計画の修正を行うこと。

カ 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ご カ 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ご

とに、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、 とに、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、

事後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る介 事後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る介

護予防支援事業者に報告すること。介護予防支援事業者によ 護予防支援事業者に報告すること。介護予防支援事業者によ

る当該報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運 る当該報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運

動器機能向上サービスの継続が必要であるとの判断がなされ 動器機能向上サービスの継続が必要であるとの判断がなされ

る場合については、前記アからカまでの流れにより、継続的 る場合については、前記アからカまでの流れにより、継続的

に運動器機能向上サービスを提供する。 に運動器機能向上サービスを提供する。

キ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び キ 旧指定介護予防サービス基準第107条において準用する第19


